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研究要旨 
手話通訳・要約筆記資格保持者の通訳活動及び資質・能力に関する定量調査において，高

齢化や地域格差など先行研究と同様の結果がみられた他，通訳能力の不十分さを認識しなが
らも知識・技術向上に取り組めていないこと，また手話通訳においては有資格者であっても
日本手話・手話通訳スキルが低いことが示された。 
電話リレーサービスに関わる管理職・現役の通訳オペレータ・利用者を対象とした定性調

査においては，「電話」たらしめるためには，従来の対面で行う通訳とは異なるさまざまな
知識やスキルが通訳オペレータに求められることが明らかになった。 
令和2年度に行った研究による知見を含めたこれらの結果をふまえて，通訳オペレータ養成

カリキュラムの受講対象者像も鑑みつつ，学習成果基盤型教育（outcome-based education:
 OBE）の考え方に基づいて，各回の目標，方略，評価などの教育全体をデザインした養成カ
リキュラムを作成した。 
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 Ａ．研究目的 
令和 2年 6月 12 日に「聴覚障害者等による電話

の利用の円滑化に関する法律」が公布され，令和 3

年 7 月 1 日から公共インフラとしての電話リレー

サービスが開始された。電話リレーサービスの品質

を一定程度担保するには，聴覚障害者と聴者のやり

とりをつなぐ通訳オペレータの養成教育が欠かせ

ない。通訳オペレータの要件について「聴覚障害者

等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方

針」（令和 2年総務省告示第 370号）では，手話通

訳技能認定試験（手話通訳士試験）（平成 21 年厚生

労働省令第 96 号）もしくは都道府県，指定都市及

び中核市が実施する手話通訳者・要約筆記者養成研

修事業における登録試験の合格者，またはこれらと

同等の資格や技能を有する者，として通訳オペレー

ションの要である手話―音声，もしくは文字―音声

の変換スキルを一定水準担保する一方で，「意思疎

通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常

の手話通訳等とは異なる電話リレーサービスの特

性を踏まえて，電話リレーサービス提供機関は，通

訳オペレータを従事させるに当たり，厚生労働省が

別に定める養成カリキュラムに基づく研修等を受

けさせ，電話リレーサービスの品質を適正に担保し

なければならない」としている。すなわち，通訳オ

ペレータの養成カリキュラムに求められるのは，

「意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する

等の通常の手話通訳等とは異なる電話リレーサー

ビスの特性」とは何かを明らかにし，それらに対応

するための知識やスキル，問題解決能力を身につけ

られるようにすることである。 

 そこで本研究では，手話通訳・要約筆記資格保持

者の通訳活動及び資質・能力に関する定量調査（研

究 1），電話リレーサービスに関わる管理職と現役

通訳オペレータからみた通訳オペレーション業務

に関する定性調査(研究 2)，聴覚障害者の電話リレ

ーサービスの利用実態と利用者として通訳オペレ

ータに求めるスキルに関する定量・定性調査（研究

3）の結果をふまえて，求められる通訳オペレータ

像，すなわち養成カリキュラムとしての到達目標を

設定した。そしてこの到達目標に対して，手話通訳

/文字通訳オペレータとして採用され養成カリキュ

ラムの対象となる受講者像も鑑みつつ，学習成果基

盤型教育（outcome-based education: OBE）の考え

方に基づいて，各回の目標，方略，評価などの教育

全体をデザインした養成カリキュラムを作成した。 

 

＜倫理面への配慮＞ 

本研究は，群馬大学人を対象とする医学系研究倫

理審査会の承認を受けている（試験番号：HS2020-

190，HS2020-191）。 
 
Ｂ．研究１：手話通訳・要約筆記資格保持者の通訳活
動及び資質・能力に関する調査 
 
１． 手話通訳資格保持者 
1-1. 対象者 
手話通訳士もしくは各地方自治体の認定を受け

た手話通訳者 
 

1-2.  調査内容の構成 

調査内容は，①フェースシート，②所持資格に関

する情報，③手話通訳に関する通訳活動の現状，④
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手話通訳オペレータとしての雇用状況及び雇用希

望，⑤手話通訳者としての職業倫理と行動規範，⑥

手話通訳技術で構成した。⑤は，手話通訳者に求め

られる行動や考え方について32項目からなる質問

に，自分自身が当てはまるかどうか6段階評定（1:

全く当てはまらない，2:当てはまらない，3:あまり

当てはまらない，4:少し当てはまる，5:当てはまる，

6:とても当てはまる）で回答する内容となっている。

また，⑥は，手話による単独談話の動画を視聴し談

話内容を適切に表している日本語文を5つの選択肢

から１つ選ぶ課題A（合計2問）と，日本語文を読ん

だ後で手話による単独談話の動画を視聴し，手話通

訳の誤訳部分を，日本語で書かれた5つの選択肢の

中から1つ選ぶ課題B（合計2問）を実施した。問題A

は「幼馴染と海水浴に行く夢のエピソード」「交通

事故の損害賠償」，問題Bは「職場のトラブル」「オ

レオレ詐欺」に関わる談話内容となっている。 

 

1-3.  実施方法 

 アンケート調査用のWebフォームを作成し，厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援

振興室から各地方自治体の担当部署を通じて，要約

筆記の有資格者に調査の実施の周知及び回答協力

を依頼した。対象者は通知されたURL等を用いて調

査用フォームにアクセスし，研究の主旨と個人情報

の取り扱いについて説明を読んだうえで，同意を得

て調査へ進むようになっている。同意については，

本調査への回答完了を以て同意したものとみなす

旨を文面にて示した。アンケートサイトにアクセス

できる期間は，2021年2月1日〜2021年3月31日とし

た。 

 

1-4.  統計処理 

 多肢選択式の質問項目については，各選択肢の回

答者数を集計した。なお居住地については，47都道

府県から選択させた回答結果を6つの地域（北海道・

東北，関東，中部，関西，中国・四国，九州・沖縄）

に分類し集計した。要約筆記者としての職業倫理や

行動規範については，各質問項目に対する1〜6の評

定値をそれぞれ得点化した。そして飯田(2016)を参

考に，各項目を「通訳能力」「能力の限界」「公平

性」「知識・技術の向上」「事前準備」「メンタル

ヘルス」「守秘義務」「職業的態度」の8つのカテゴ

リに分類後，対象者ごとに各カテゴリを構成する項

目の平均得点を算出し，各カテゴリの評定値とした。 

 

1-5.  結果及び考察 

1-5-1. 手話通訳資格所持者の属性等 

 調査の結果，601名から調査協力への同意の可否

について回答があった。このうち同意が得られ，か

つ回答に不備のない483名を分析の対象とした。回

答者の属性等に関する情報を表１に示した。 

2019年現在，手話通訳士(3,707人)の平均年齢は

56歳，50歳以上が2,748人と全体の74.1％を占めて

おり（社会福祉法人聴力障害者情報文化センター手

話通訳士実態調査事業委員会，2019），手話通訳士

の高齢化を顕著に示している。本研究における手話

通訳資格保持者を対象とした定量調査の回答者は，

50歳以上が67.3％であったが，このような結果にな

った背景として，学習開始から資格取得までに平均

10.4年（社会福祉法人聴力障害者情報文化センター

手話通訳士実態調査事業委員会，2019）を要する手

話通訳士だけでなく，各地方自治体において認定を

受けた手話通訳者も含んでいること，またアンケー

トはWeb上のアンケートフォームにアクセスしてパ

ソコンやスマートフォンから回答する形式として

いたためデジタル・デバイドが影響した可能性が考

えられる。しかし，アメリカ合衆国の手話通訳者の

年齢構成は，31〜40歳が25％，41〜51歳が27％，51

〜60歳が23％（社会福祉法人聴力障害者情報文化セ

ンター手話通訳士実態調査事業委員会，2019）であ

ることに鑑みると，日本における手話通訳者の高齢

化は顕著であると言えよう。 
 

表１ 手話通訳資格所持者の属性等 
項目 選択肢 回答数 割合(%) 

性別 男性 44 9.1  
女性 430 89.0  
回答しない 5 1.0 

年齢 29 歳以下 4 0.8  
30～39 歳 31 6.4  
40～49 歳 118 24.4  
50～59 歳 203 42.0  
60 歳以上 122 25.3 

配偶者 いる 380 78.7  
いない 96 19.9 

扶養 受けている 164 34.0  
受けていない 314 65.0 

居住地 北海道・東北 73 15.1 
 関東 146 30.2 
 中部 76 15.7 
 関西 88 18.2 
 中国・四国 47 9.7 
 九州・沖縄 48 9.9 
最終学歴 中学校 4 0.8  

高等学校 126 26.1  
専門学校 64 13.3  
短期大学 102 21.1  
4 年制大学 173 35.8  
大学院修士課程 9 1.9  
その他 3 0.6 

通訳養成 地方自治体の 
養成カリキュラム 

410 84.9 
 

専門学校（国リハなど） 13 2.7  
その他 57 11.8 

 

1-5-2. 手話通訳者の活動実態 

 手話通訳資格保持者の活動実態について把握す

るため，年齢，最終学歴，通訳士資格の有無，手話 



 3 

 

表2 特徴別の手話通訳派遣状況 

  派遣従事時間 派遣目的（最頻） 
  

2h 未満 
2h 以上 
4h 未満 

4h 以上 日常生活 行事等 

年齢      
49 歳以下 87▲▲ 23 25▽▽ 77▽▽ 56▲▲ 
50～59 歳 86▽ 42 65 131 59 
60 歳以上 52 22 43 89▲ 28▽ 

最終学歴      
大卒以上 87 29 46 104 54 
大卒以上以外 139 60 87 197 88 

通訳士資格      
資格あり 95▽▽ 54 91▲▲ 151 85 
資格なし 129▲▲ 36 42▽▽ 148 58 

資格取得後経験      
5 年未満 67 18 27 72 40 
5～10 年未満 59 22 28 75 32 
10～20 年未満 68 32 52 111▲ 38▽ 
20 年以上 31 18 25 41▽ 33▲ 

資格取得前経験      
経験あり 153 66 102 209 105 
経験なし 69 24 30 88 36 

政見放送研修会      
修了済み 45 34 56 84 49 
未修了 50 20 35 67 36 

司法研修      
修了済み 18 14 22 30 21 
未修了 76 39 69 120 63 

▲：p<.05 で有意に多い，▲▲：p<.01 で有意に多い 
▽：p<.05 で有意に少ない，▽▽：p<.01 で有意に少ない 

 

表3 特徴別の手話雇用状況 

 通訳雇用 雇用先 
 あり なし 支援機関等 地方自治体 その他 

49 歳以下 65 87  12▽ 33  20▲▲ 
50～59 歳 91▲ 108▽ 33  45▲ 11▽ 
60 歳以上 33▽▽ 87▲▲ 10 18 5 

大卒以上 67 112 21 31 13 
大卒以上以外 122 173 33 66 23 

資格あり 13▲▲ 117▽▽ 45 63 23 
資格なし 59▽▽ 16▲▲ 10 35 13 

5 年未満 41 82 13 19 9 
5～10 年未満 49 70 10 23 16 
10～20 年未満 69 86 21 38 8 
20 年以上 31 45 10 18 3 

経験あり 145▲ 188▽ 45 73 25 
経験なし 44▽ 91▲ 8 25 11 

あり 80 59 31 37 11 
なし 52 57 14 26 12 

あり 30 24 13 15 2 
なし 100 93 32 46 21 

▲：p<.05 で有意に多い，▲▲：p<.01 で有意に多い 
▽：p<.05 で有意に少ない，▽▽：p<.01 で有意に少ない 

 

 

 

通訳資格取得後の経験年数，資格取得前の経験年数，

政見放送研修会の修了状況，司法研修の修了状況を

挙げ，各項目別に手話通訳派遣の従事時間（派遣従

事時間）及び最も派遣が多い従事内容（派遣目的（最

頻））とのクロス集計表を作成し，カイ二乗検定及

び残差分析を行った（表2）。同様に，各項目別に手

話通訳雇用の有無（通訳雇用）及び手話通訳の雇用

先（雇用先）とのクロス集計表を作成し，カイ二乗

検定及び残差分析を行った（表3）。なお，項目の一

部については選択肢を統合して分析を実施した。 

分析の結果，年齢では派遣従事時間，派遣目的（最

頻），通訳雇用，雇用先のいずれにおいても有意な

偏りが認められた。派遣従事時間については，49歳

以下では週2時間未満の者が多い一方で週4時間以

上の者が少なく，50～59歳では週2時間未満の者が

少なかった。また50〜59歳で手話通訳としての雇用

ありと回答する者が多かった。手話通訳者の年齢構

成において，50〜59歳の比率が最も大きいというこ

ともあるが，この年代が手話通訳派遣の主戦力とな

り実践経験を蓄積していることがうかがわれる。 

また，手話通訳士の資格有無においても，派遣従

事時間，手話通訳雇用のいずれも有意な偏りがみら

れた。手話通訳士の資格保持者は，派遣従事時間数

において4時間以上の者が多く，2時間未満の者が少

くなっており，手話通訳士の資格を持たない者と対

照的な結果となった。また，手話通訳としての雇用

についても，手話通訳士の資格保持者は「あり」が

多く「なし」が少なくなっており，これもまた手話

通訳士の資格を持たない者と対照的な結果となっ

ている。これらは手話通訳士の通訳スキルが各地方

自治体の認定手話通訳者よりも高いものと位置づ

けられていることを反映していると言えるであろ

う。 

居住地についての各回答を関東以外の東日本（東

日本），関東(東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼

玉県・千葉県・神奈川県)，関西(大阪府・京都府・

兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)，関西以外の

西日本（西日本）の 4カテゴリで再度集計して，回

答者の属性，所持資格に関する情報及び通訳活動に

ついての調査項目のうち，年齢，最終学歴，通訳士

資格の有無，手話通訳資格取得後の経験年数，資格

取得前の経験年数，政見放送研修会の修了状況，司

法研修の修了状況，派遣従事時間，派遣目的（最頻），

通訳雇用，雇用先とのクロス集計表を作成し，カイ

二乗検定及び残差分析を行った(表 4)。 

分析の結果，東日本及び関東において有意な偏り

が認められる項目が多かった。属性については，関

東在住者において手話通訳士資格を有する者が多

く，また高学歴となっている。また，派遣状況をみ

ると，関東在住者は，聴覚障害者人口の多さもある

のか，週4時間以上，日常生活に関わる内容の通訳 
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表4 居住地別の特徴及び派遣・雇用状況  
東日本 関東 関西 西日本 

年齢     
49 歳以下 53 40 21 37 
50～59 歳 53 71 45 33 
60 歳以上 42 33 21 24 

最終学歴     
大卒以上 51 71▲▲ 28 31 
大卒以上以外 98 75▽▽ 58 64 

通訳士資格     
資格あり 60▽▽ 99▲▲ 42 51 
資格なし 88▲▲ 45▽▽ 46 44 

資格取得後経験     
5 年未満 33 41 28 20 
5～10 年未満 41 39 17 22 
10～20 年未満 43 44 31 39 
20 年以上 31 20 12 13 

資格取得前経験     
経験あり 102 88▽▽ 67 75▲ 
経験なし 43 56▲▲ 20 18▽ 

政見放送研修会     
修了済み 39 55 19 27 
未修了 21 44 23 23 

司法研修     
修了済み 19 16 8 10 
未修了 40 83 33 41 

派遣従事時間     
週 2h 未満 81▲▲ 53▽▽ 44 44 
週 2h 以上 4h 未満 28 24 18 20 
週 4h 以上 27▽▽ 59▲▲ 22 25 

派遣目的（最頻）     
日常生活 

86 
108 ▲

▲ 
53 53 

行事等 49 28▽▽ 30 34 
通訳雇用     

あり 56 55 31 47 
なし 92 89 54 47 

雇用先     
障害者支援機関・事業

所 
7▽▽ 14 13 21▲▲ 

地方自治体 40▲▲ 20▽▽ 15 21 
その他 8 20▲▲ 3 5 

▲：p<.05 で有意に多い，▲▲：p<.01 で有意に多い 
▽：p<.05で有意に少ない，▽▽：p<.01で有意に少ない 

 

 

派遣に従事する者が多く，実務経験を積む機会が多

いと考えられる。通訳雇用先においては，関東在住

者は「その他」が多く，福祉の分野にとらわれない

雇用がみられる。こうした地域格差は，日本手話・

手話通訳スキルに大きな影響を与えていると予想

される。 

 

1-5-3. 手話通訳者としての職業倫理と行動規範 

 手話通訳者としての職業倫理と行動規範に関す

る質問項目を8つのカテゴリに整理し，カテゴリご

との平均を算出した(図1)。カテゴリ内で評定値の

比較をするため，8カテゴリ全体の平均を算出し（＝ 

図 1 手話通訳資格保持者における職業行動倫理 
 

4.812），これを比較値として1標本t検定（両側検

定）を実施した。その結果，「公平性」を除くカテ

ゴリにおいてp値は有意な値を示した（p<.01）。「事

前準備」「守秘義務」「職業的態度」が有意に高く，

「通訳能力」「能力の限界」「知識・技術の向上」

「メンタルヘルス」が有意に低い評定値となってい

た。 

 厚生労働省の手話通訳者養成カリキュラム（平成

10年7月24日障企第63号）をみると，聴覚障害者の

コミュニケーションや社会参加における障壁，社会

福祉の基礎知識，ろうあ運動と手話通訳の歴史など

を具体的に学ぶことで，手話通訳者としての職業倫 

理と行動規範に関する意識を育成しようとする意

図が感じられる。「守秘義務」「職業的態度」の得

点が有意に高かったことは，養成時期からのこうし

た意識づけが功を奏しているものと思われる。しか

し「守秘義務」が有意に高いことについては留意を

要する。なぜならば，通訳という職業において，事

実上の沈黙として義務づけられてきた守秘義務規

定は，他の対人専門職における「制限された条件や

状況下での情報共有」という一般的な守秘義務の概

念とは大きく異なるものだからである（Dean & 

Pollard, 2013）。事実上の沈黙が，通訳という専

門職間でケースを共有して検討を行い，通訳スキル

や倫理的・効果的な意思決定のスキルをお互いに高

め合うことを阻んできたからである。電話リレーサ

ービスの通訳オペレータ養成においては，守秘義務

の概念の捉え直しが必要となるであろう。 

 「能力の限界」「メンタルヘルス」の評定値が有

意に低いことについては，特に地方部において手話

通訳者不足が顕著ななか，手話通訳者は，能力的に

困難だとわかっていても引き受けざるをえない，そ

してメンタルヘルスのことにも気遣えないという

状況に陥っていることが可能性として考えられる。 

 「通訳能力」「知識の技術・向上」の評定値が有

意に低いことについては，通訳能力の不十分さを感

じつつも知識・技術の向上に十分に取り組めていな

い現状にあることが示唆される。また，「事前準備」

の評定値が高い一方で「通訳能力」「知識の技術・

向上」の評定値が低いのは矛盾しているといえる。

すなわち，通訳の等価性の担保には事前準備が大き
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く影響し，事前準備がしっかりしたものであれば

「通訳能力」の評定値も高くなるはずである。また

「事前準備」は通訳業務を行う事前に行うものだけ

でなく常日頃からの知識・技術の向上も含まれる。

このように考えると，事前準備を行っていても通訳

の等価性を担保できるような効果的なものになっ

ていない可能性も考えられる。通訳者や電話リレー

サービスの通訳オペレータのような対人専門職で

は，養成課程を修了したあとも，現場での実践を通

した自身の知識や技術の限界を客観的に把握し，自

己研鑽を恒常的に積み重ねていくことが必要不可

欠である。電話リレーサービスのオペレータ養成カ

リキュラムでは，講師から受動的に「教えてもらう」

のではなく，主体的・能動的に「自ら学ぶ」姿勢を

養う学習方法を取り入れ，「学び続ける」ことの定

着を図る必要があると思われる。 

   

1-5-4. 日本手話の理解スキル 

手話による単独談話の動画を視聴し談話内容を

適切に表している日本語文を 5 つの選択肢から選

ぶ課題 Aの正答数の平均(2点満点)は 1.213，日本

語文を読んだ後で手話による単独談話の動画を視

聴し，手話通訳の誤訳部分を，日本語で書かれた 5

つの選択肢の中から選ぶ課題 Bの正答数の平均（2

点満点）は 0.988 であった。課題間の正答数を比較

するため t検定を行った結果、p 値は有意な値を示

し（p<.01）、課題 Aに比して課題 Bの正答数が少な

いことが明らかとなった。また、課題 Aと課題 Bの

正答数の合計（4点満点）に基づき、対象者を成績

高群（合計が 3点又は 4点）と成績低群（合計が 0

〜2点）に分類し、成績群及び課題を要因とする二

要因分散分析を行った。その結果、各要因の主効果

及び交互作用が有意であり（p<.01）、成績高群では

課題間で正答数に差が認められない一方、成績低群

では課題 A に比して課題 B の正答数が少なく、課

題 B においては成績高群と顕著な差があることが

明らかとなった(図 2)。 

 

 

図 2 成績別の正答数 

 

 

 

 

図 3 特徴別の通訳スキル成績 

 
 
 
 
 
回答者の年齢，通訳士資格の有無，居住地，資格

取得後経験別に通訳スキル課題の正答数（4点満点）

の平均を求めて図 3 に示した。t検定又は一要因分

散分析を実施した結果，49歳以下と 60歳以上，通

訳士資格ありと通訳士資格なし，東日本と関西，関

東と関西においては，p 値は有意な値（p<.05）を

示した。 

居住地については，東日本及び関東と関西の間で

は通訳スキルに差があることが明らかとなった。こ

の理由については明らかではないが，今後，各地域

に焦点をあてた詳細な調査研究が必要であろう。年

齢及び通訳士資格の有無についても p 値は有意な

値を示したが，その効果量は顕著に小さく，それ故，

通訳スキルとの関連は明確でなかった。作成した問

題は日常会話としてよくある話題や聴覚障害者が

生活の中で通訳を要するような話題であり，難易度

が高いとは言えない。特に問題 Aの「交通事故の損

害賠償」や問題 Bの「オレオレ詐欺」は，電話リレ

ーサービスの通話内容としてよくありうるもので

ある。こうした内容の日本手話の理解においてさえ，

天井効果がみられず，手話通訳士資格の有無や年齢

に比例することが多いとみられる通訳経験年数が

通訳スキルに反映されていないことは注目に値す

る。手話奉仕員資格取得後の経験年数と聞きとり通

訳・読みとり通訳の成績について分析した先行研究

において，経験年数と成績は比例関係になく，聞き

とり通訳スキルは高い傾向，読みとり通訳スキルは

低い傾向にあった（全日本ろうあ連盟，1995）。日

本手話の理解（読みとり）スキルを要求される今回

の通訳スキル課題では，手話通訳士資格の有無や通

訳経験年数に関わりなく，日本手話の手話言語スキ

ルを含む手話通訳者のスキルの低さを表している

とみることもできよう。 
 
２．要約筆記資格保持者 

2-1. 対象者 

 各地方自治体の認定を受けた要約筆記者・要約筆

記奉仕員 

 

2-2 .調査内容の構成 

 ①フェースシート，②所持資格に関する情報，③

パソコン要約筆記に関する通訳活動の現状，④文字

通訳オペレータへの雇用状況及び雇用希望，⑤要約

筆記者としての職業倫理と行動規範，⑥文字通訳技

術で構成した。⑤は，要約筆記者に求められる行動

や考え方について31項目からなる質問に，自分自身

が当てはまるかどうか6段階評定（1:全く当てはま
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らない，2:当てはまらない，3:あまり当てはまらな

い，4:少し当てはまる，5:当てはまる，6:とても当

てはまる）で回答する内容となっている。また，⑥

は，パソコン要約筆記資格所持者を対象とし，タイ

ピング技術と要約筆記技術を測定するテスト課題

である。タイピング技術は，イータイピング株式会

社がインターネット上で提供する無料タイピング

練習サービス「e-typing」を利用し，ローマ字入力

によるタイピングスコアの成績とした。要約筆記技

術は，「収入保障保険につける災害割増特約」（312

文字），「イノベーション」(324文字)の音源を用い

た文字起こしの成績とした。 

 

2-3．実施方法 

 アンケート調査用のWebフォームを作成し，厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援

振興室から各地方自治体の担当部署を通じて，要約

筆記の有資格者に調査の実施の周知及び回答協力

を依頼した。対象者は通知されたURL等を用いて調

査用フォームにアクセスし，研究の主旨と個人情報

の取り扱いについて説明を読んだうえで，同意を得

て調査へ進むようになっている。同意については，

本調査への回答完了を以て同意したものとみなす

旨を文面にて示した。アンケートサイトにアクセス

できる期間は，2021年2月1日〜2021年3月31日とし

た。 

 

2-4. 統計的処理 

 多肢選択式の質問項目については，各選択肢の回

答者数を集計した。なお居住地については，47都道

府県から選択させた回答結果を6つの地域（北海道・

東北，関東，中部，関西，中国・四国，九州・沖縄）

に分類し集計した。要約筆記者としての職業倫理や

行動規範については，各質問項目に対する1〜6の評

定値をそれぞれ得点化した。そして飯田(2016)を参

考に，各項目を「通訳能力」「能力の限界」「公平

性」「知識・技術の向上」「事前準備」「メンタル

ヘルス」「守秘義務」「職業的態度」の8つのカテゴ

リに分類後，対象者ごとに各カテゴリを構成する項

目の平均得点を算出し，各カテゴリの評定値とした。

要約筆記技術課題については，入力された文字数を

カウントし，音源の総文字数で除した割合（以下，

訳出率）を求めて，2つの問題の平均を算出した。 

 

 

表5 要約筆記資格保持者の属性等 
 項目 人数（%） 

PC 要約筆記資格 有 178 (73.9)  
無 55 (22.8) 

PC 要約筆記者資格 有 167 (93.8) 

（n=178） 無 9 (5.1) 

PC 奉仕員資格 有 65 (36.5) 

（n=178） 無 101 (56.7) 

PC資格取得後経験年数 3 年未満 49 (27.5) 

（n=178） 3 年以上 5 年未満 29 (16.3)  
5 年以上 10 年未満 45 (25.3)  
10 年以上 20 年未満 43 (24.2)  
20 年以上 6 (3.4) 

PC資格取得前経験年数 5 年未満 36 (20.2) 

（n=178） 5 年以上 10 年未満 7 (3.9)  
10 年以上 15 年未満 8 (4.5)  
15 年以上 20 年未満 1 (0.6)  
経験なし 124 (69.7) 

手書き要約筆記者資格 有 124 (51.5) 

 無 104 (43.2) 

手書き奉仕員資格 有 63 (26.1) 

 無 159 (66.0) 

 

 

2-5. 結果及び考察 

調査の結果，289名から調査協力への同意の可否

について回答があり，このうち同意が得られた241

名を分析の対象とした。回答者の属性等に関する情

報を表5に示した。 

性別では女性が215名，年齢では50〜59歳が最も

多く110名，続けて60歳以上が68名であった。居住

地では関東が69名で最も多く，続けて関西が65名で

あった。これらは手話通訳資格保持者と同様に，女

性比率の高さ，高齢化，地域偏在といった特徴を示

していた。最終学歴では4年制大学が120名で最も多

く，続けて短期大学が51名であった。要約筆記者養

成カリキュラムの受講経験では受講ありが190名，

要約筆記奉仕員養成カリキュラムの受講経験では

受講ありが82名であった。パソコン要約筆記に関す

る資格所持者は178名，そのうちパソコン要約筆記

者資格が167名，パソコン要約筆記奉仕員資格が65

名であった。パソコン資格取得後の経験年数につい

ては3年未満が49名，3年以上5年未満が29名，5年以

上10年未満が45名，10年以上20年未満が43名，20年

以上が6名であった。 

 

2-5-1. パソコン要約筆記者の活動実態 

パソコン要約筆記資格保持者の意思疎通支援事

業における派遣業務の週あたりの従事時間につい

ては，2時間未満の者では資格取得後経験5年未満が

多く，4時間以上の者では10年以上が多かった

（p<.01）。また情報保障団体業務の従事時間は2時

間未満の者では5年未満が多く，2時間以上4時間未

満の者では5年以上10年未満が多かった(p<.05)。す

なわち，パソコン要約筆記資格取得後の経験年数の

長さと通訳活動の従事時間が一定程度対応してい 

 

表6 対象者の特徴別の派遣業務状況 

 有 無 2h 未満 
2h 以上

4h 未満 
4h 以上 

年齢      

49 歳以下 44 5 33 4 7 

50～59 歳 76 4 47 17 12 

60 歳以上 43 5 28 10 5 

最終学歴      
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大卒以上 91 10 59 19 13 

その他 73 4 49 13 11 

奉仕員養成      

受講あり 64 4 38 16 10 

受講なし 100 10 70 16 14 

筆記者養成      

受講あり 144 12 96 29 19 

受講なし 20 2 12 3 5 

PC 資格取得後 

経験年数（n=178） 
     

5 年未満 66 12 54 11 1 

5 年以上 

10 年未満 
43 2 21 11 11 

10 年以上 49 0 28 9 12 

 

 

表7 地域別にみた要約筆記者の特徴と業務従事状

況  
 関東 関西 その他 

年齢    

49 歳以下 14 15 33 

50～59 歳 37 28 45 

60 歳以上 18 21 28 

最終学歴    

大卒以上 40 42 51 

その他 29 23 55 

PC 要約筆記資格    

 有 47 51 79 

 無 19 13 23 

奉仕員養成    

受講あり 15▽▽ 24 42 

受講なし 54▲▲ 41 64 

筆記者養成    

受講あり 51 57 81 

受講なし 18 8 25 

PC 資格取得後 

経験年数（n=178） 
   

5 年未満 21 23 33 

5 年以上 10 年

未満 
12 12 21 

10 年以上 13 14 22 

派遣業務 

従事時間（n=178） 
   

2h 未満 24▽ 28 55▲ 

2h以上4h未満 9 14▲ 9▽ 

4h 以上 12▲▲ 4 8 

団体派遣業務 

従事時間（n=178） 
   

2h 未満 16 24 40▲ 

2h以上4h未満 7 14▲ 7▽ 

4h 以上 10▲ 3 8 

▲：p<.05 で有意に多い，▲▲：p<.01 で有意に多い          

▽：p<.05 で有意に少ない，▽▽：p<.01 で有意に少ない 

 

 

表8 パソコン要約筆記の資格所持者における音源

の文字起こし課題の成績を目的変数とした重回帰

分析 
 標準偏回帰係数（β） 

説明変数 タイピング PC 要約筆記 

49 歳以下ダミー 0.22 **  

50～59 歳ダミー   

最終学歴ダミー   

関東ダミー 0.22 * 0.17 * 

関西ダミー 0.28 ** 0.22 * 

奉仕員養成ダミー   

筆記者養成ダミー   

手書き筆記者資格ダミー   

手書き奉仕員資格ダミー －0.22 **  

資格取得後 5 年未満ダミー  －0.31 ** 

資格取得後 5年以上 10年未満

ダミー 
  

資格取得前ダミー   

決定係数（R2） 0.17 ** 0.14 ** 

*：p<.05, **：p<.01 

 

 

ることが示唆された(表6)。対象者の居住地を関東，

関西，その他の3つの地域に分類してみたところ，

意思疎通支援事業の派遣業務，団体派遣業務のいず

れにおいても，関東は4時間以上(p<.01)，関西は2

時間以上4時間未満(p<.05)，その他は2時間未満

(p<.01)の人数が有意に多いことが示された。この

ような通訳活動の実態は要約筆記技術との対応が

みられ，資格取得後5年未満のパソコン要約筆記者，

関東・関西以外の地域のパソコン要約筆記者は，音

源の文字起こしを行う問題において低成績である

傾向が示唆された（表7，表8参照）。 

これらの結果から2つのことが考えられる。1つは，

後5年未満の者の従事時間が少ないのは，単に経験

年数だけでなく，コーディネータが当該要約筆記者

を技術的に未熟だと判断している可能性もある。研 

究1で述べたように，電話リレーサービスの文字通

訳では，コミュニケーションの双方の当事者と通訳

者が各々遠隔地にいること，事前に利用者やかけ先，

やりとりの内容についての情報が得られないこと

など，従来の通訳にはない難しさがあり，それらに

対応できるスキルが必要になる。こうしたことから，

電話リレーサービスの文字通訳オペレータの採用

にあたっては，要約筆記者の資格有無のみを考慮す

るのではなく，応募者の要約筆記技術を把握するこ

と，通訳活動の経験の幅を考慮して検討することが

必要になると考えられる。 

もう1つは，要約筆記技術に地域格差がみられる

ということである。東京都を含む関東や，大阪府を 

含む関西のような大都市圏では，利用者数も多く，

講演会等のイベントが日常的に開催されるなど，要

約筆記ニーズの高さが，要約筆記者の従事時間数の

多さと結びついていると考えられる。関東及び関西

とそれ以外の地域における要約筆記技術の成績の

差は，こうした実践経験を積む機会の多さ/少なさ

が影響しているものと考えられる。この地域格差を

電話リレーサービスの業務委託先事業者の所在地

に照らし合わせると，民間事業者のように独自の社

内養成・研修のしくみを持たない聴覚障害者情報提

供施設において，大都市圏と地方で，通訳オペレー

ション業務における文字通訳技術に差が生じてい

ることが予想される。 
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2-5-2.要約筆記者としての職業倫理と行動規範 

 要約筆記者としての職業倫理と行動規範に関す

る8つのカテゴリの得点について1標本t検定を実施

した結果，「公平性」「守秘義務」「職業的態度」

の得点が有意に高いことが示された(図4)。厚生労

働省の要約筆記者養成カリキュラム（平成23年3月

30日障企自発0330第1号）をみると，手話通訳者の

それと同様に，聴覚障害者（中途失聴者・難聴者）

のコミュニケーションや社会参加における障壁，社

会福祉の基礎知識，難聴者運動と要約筆記の歴史な

どを具体的に学ぶことで，要約筆記者としての職業

倫理と行動規範に関する意識を育成しようとする

意図が感じられる。「公平性」「守秘義務」「職業

的態度」の得点が有意に高かったことは，養成時期

からのこうした意識づけが功を奏しているものと

思われる。ただし，「公平性」については留意が必

要である。手話通訳者と同じく，障害者総合支援法

における意思疎通支援事業の要約筆記者には，社会

福祉援助的な役割も課せられており，全国要約筆記

問題研究会が2014年8月16日に策定した要約筆記者

の倫理綱領では，「要約筆記者は，利用者の自己決

定を尊重し，また，それが困難なときにも可能な範

囲で自己決定が表明できるよう，必要な情報を提供

し，支援する。」と規定されている。通信サービス

としての電話リレーサービスでは，より導管モデル

に近いオペレータのあり方が規定されている。この

ため，電話リレーサービスのオペレータ養成カリキ

ュラムでは，意思疎通支援事業の要約筆記者に求め

られる役割と電話リレーサービスの文字通訳オペ

レータに求められる役割の相違を区別し，1つ1つの

場面状況において電話リレーサービスの倫理規定

に基づく範囲で，オペレータが柔軟に判断するスキ

ルを育てる必要があると思われる。「守秘義務」に

ついても，手話通訳と同様に，電話リレーサービス

の通訳オペレータ養成においては，守秘義務そのも

のの捉え方について捉え直しが必要になると考え

られる。 

 一方，「通訳能力」「知識・技術の向上」の得点

は手話通訳資格保持者と同様，有意に低いことが示

された。この結果から，要約筆記者においては通訳

能力の不十分さを感じつつも知識・技術の向上に十

分に取り組めていない現状にあることが示唆され

た。 

 

 
 

図4 要約筆記者としての職業倫理と行動規範にお

ける回答得点 

 

 

Ｃ.研究２：電話リレーサービスに関わる管理職と通訳

オペレータからみた通訳オペレーション業務  

 

１． 電話リレーサービスに関わる管理職を対象とした

インタビュー調査 

1-1.  対象者 

 電話リレーサービスの提供に関わる管理職4名。

このうち2名は，電話リレーサービス提供機関の業

務委託先として株式会社を経営し，一方は手話通訳

と文字通訳，もう一方は文字通訳のサービスを提供

している。また両者とも公共インフラとしての電話

リレーサービス以外の聴覚障害者支援に関わる各

種事業を展開している。残り2名は，自らも通訳オ

ペレータの仕事に従事するかたわら，通訳オペレー

タの養成，指導，管理に関わっている。 

 なお，インタビュー調査への協力呼びかけは電話

リレーサービス提供機関を通じて業務委託先に対

して行い，この中から協力への同意を得られた4名

すべてを対象とした。 

 

1-2.  実施期間 

2021年7月3日〜9月20日 

 

1-3.  実施場所 

 対象者が勤務する事業場（1名）もしくはオンライ

ン(3名) 

 

1-4.  所要時間 

1人につき30分から1時間半（調査説明の時間を除

く） 

 

1-5.  記録方法 

録音した音声データをトランスクリプト化し，分

析課題に沿って整理したものを，対象者に確認を依

頼。適宜加筆修正を経たものを分析データとして採
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用した。 

 

1-6.  質問項目 

・ 通訳オペレータの採用方法や採用/不採用の判

断基準 

・ 通訳オペレータの勤務体制や労働管理 

・ 養成方法・スキルアップフォロー 

・ トラブル事例 

・ 社内ガイドラインやルールの策定 

・ 健康被害防止対策 

・ 通訳オペレータに必要だと思う知識やスキル 

・ 通訳オペレータ養成・スキルアップフォロー研

修で取り上げてほしい内容 

 

なお，対象者の電話リレーサービスについての

語りは，日本財団が実施してきた電話リレーサー

ビス・モデルプロジェクト事業(2013 年 4 月 1日

〜2021 年 6月 30 日)に関する事柄が中心となって

いる。 

 

1-7.  分析の視点 

① 通訳オペレータの採用方法や採用/不採用の判

断基準，通訳オペレータの勤務体制や労働管理，

養成方法・スキルアップフォロー，トラブル事

例，社内ガイドラインやルールの策定，健康被

害防止対策といった具体事例についての質問を

通じて，管理職による通訳オペレータの定義化

作業を引き出す。 

② 通訳オペレータに必要だと思う知識やスキルや

通訳オペレータ養成・スキルアップフォロー研

修で取り上げてほしい内容を言語化する作業を

通じて，管理職から具体的提言を引き出す。 

 

1-8.  倫理面の配慮 

 群馬大学内の「人を対象とする医学系研究倫理審

査員会」で審査を受けて承認された研究である旨を

説明し，その上で，説明文書にそって実施方法およ

びその中での倫理的配慮について説明を行った。説

明の後に，同意書への署名を得た。オンラインで実

施した際には，署名した旨をオンライン上で確認し，

その後に同意書を送付してもらった。 

 

1-9.  結果及び考察 

 対象者らは，これまでの手話通訳，要約筆記の制

度やそのスキル・経験を否定はせず，それとの同一

性，親和性を一定程度は提示しつつも，様々な概念

を用いて，現行制度の手話通訳者，要約筆記者とは

別物として，通訳オペレータの定義化を図っていた。

具体的には，①意思疎通支援事業とは異なる制度と

しての「電話」，②インフラとしての「遠隔」，③

通訳オペレータに必要な「言葉遣い」「コミュニケ

ーション能力」「通訳の速度と正確性」などのスキ

ル，④手話通訳・要約筆記の資格に依拠しない通訳

スキルの見きわめと，「言葉遣い」「コミュニケー

ション能力」といった通訳スキル以外の要素を考慮

した採用，⑤健康被害防止としての「ストレスの多

さ」への対策，⑥目指す目標としての「電話交換機」

といった概念が用いられていた。 

 また，対象者らの語りの根底には，顧客に満足し

てもらえる質の高い電話リレーサービスを提供す

るという経営理念があり，それゆえ電話リレーサー

ビスの品質を担保する生命線となる通訳オペレー

タの採用，養成，スキルの向上，通訳オペレーショ

ンにおけるトラブル事例への対応，労務管理に注力

している様子がうかがわれた。対象者らの在籍する

事業場は，後述する電話リレーサービスの利用者を

対象としたアンケート調査においても高い評価を

得ており，電話リレーサービスの品質の担保には，

通訳オペレータの養成を始めとして，意思疎通支援

事業とは別次元の「経営努力」が求められると考え

られる。 

 

２． 現役通訳オペレータを対象としたインタビュー調

査 

2-1.  対象者 

 電話リレーサービスの現役通訳オペレータ5名。

先述のインタビュー調査に協力した管理職から，長

年通訳オペレータとして従事している経験も技術

も豊富な者を推薦してもらい，本人から同意を得ら

れた場合にインタビュー対象とした。5名のうち手

話通訳オペレータが4名，文字通訳オペレータが4名

となっており，3名が手話通訳と文字通訳の両方に

従事している。 

 

2-2.  実施期間 

2021年7月3日〜9月20日 

 

2-3.  実施場所 

 対象者が勤務する事業場（2名）もしくはオンライ

ン(3名) 

 

2-4.  所要時間 

1人につき30分から1時間半（調査説明の時間を除

く） 

 

2-5. 記録方法 

録音した音声データをトランスクリプト化し，分

析課題に沿って整理したものを，対象者に確認を依

頼。適宜加筆修正を経たものを分析データとして採

用した。 

 

2-6. 質問項目 

・ 通訳オペレータを志した理由（動機） 

・ 通訳オペレータ業務が対面での通訳業務と大き

く異なると感じる点（差異化：定義化） 
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・ 通訳オペレータ業務において身体的・精神的負

担が大きい，あるいは意思決定判断が難しいと

感じたエピソード（個人が特定できない範囲

で）（差異化：課題提示） 

・ 通訳オペレータ業務が楽しい，あるいはやりが

いがあると感じる点，それにまつわるエピソー

ド（差異化：価値化） 

・ 通訳オペレータとして必要だと思う知識やスキ

ル（要求：自身） 

・ 通訳オペレータ養成・スキルアップフォロー研

修で取り上げてほしい内容（要求：組織） 

 

なお，対象者の電話リレーサービスについての

語りは，日本財団が実施してきた電話リレーサー

ビス・モデルプロジェクト事業(2013 年 4 月 1日

〜2021 年 6月 30 日)に関する事柄が中心となって

いる。 

 

2-7. 分析の視点 

① 対面での通訳業務と大きく異なると感じる点，

身体的・精神的負担が大きい，あるいは意思決

定判断が難しいと感じる点，楽しい，あるいは

やりがいがあると感じる点についての質問を通

じて，通訳オペレータによる通訳オペレータの

定義化作業を引き出す。 

② 通訳オペレータとして必要だと思う知識やスキ

ル，通訳オペレータ養成・スキルアップフォロ

ー研修で取り上げてほしい内容を言語化する作

業を通じて，通訳オペレータ自身から具体的提

言を引き出す。 

 

2-8.  倫理面の配慮 

 群馬大学内の「人を対象とする医学系研究倫理審

査員会」で審査を受けて承認された研究である旨を

説明し，その上で，説明文書にそって実施方法およ

びその中での倫理的配慮について説明を行った。説

明の後に，同意書への署名を得た。オンラインで実

施した際には，署名した旨をオンライン上で確認し，

その後に同意書を送付してもらった。 

 

2-9.  結果及び考察 

 手話通訳/文字通訳オペレータからは，福祉的な

介入を否定しつつも，利用者と相手先の双方に，「電

話」としてスムーズに成立させるべく，様々な調整・

修正が必要であり，そのためのスキルについて語ら

れた。具体的には，想像力，同時処理能力，相手先

に対する通訳オペレータの発言と利用者の発言の

区別の明示化，ろう者特有の日本語，ろう者の特性

による話し方への対応，電話リテラシーの格差を考

慮した対応，より高い通訳スキルといったスキルに

加え，様々な要因のどれかを瞬時に判断するできな

いグレーゾーンの中で業務を遂行することの難し

さが語られた。 

 そもそも「電話」は，それ自体が相互行為的に産

出される構成物であり（Schegloff，1979），その意

味では電話リレーサービスのみが特殊なのではな

く，電話文化を経験していない者にとっては，違和

感なく電話を行うこと自体がそもそも容易ではな

い。したがって，電話文化を経験したことがなく，

話し言葉と書き言葉の違いを実感することも困難

であり，さらには書き言葉の日本語を必ずしも十分

に習得できていない先天性聴覚障害者と，聴覚障害

者との会話を経験したことがない一般の人 （々相手

先）とのやりとりを，「電話」として成り立たせる

こと自体が，既存の手話通訳養成では想定してこな

かった，非常に高度な専門的スキルを必要とするも

のと考えられる。そしてこうしたスキルは，ハウツ

ー的なやり方で対応できる部分が少ないことを示

唆している。このため，通訳オペレータ養成カリキ

ュラムでは，「電話」という相互行為を円滑に成立

させるべく，利用者・相手先・通訳オペレータの 3
者が関わる場面状況でオペレータに求められてい

ることを構造的に捉え，「職業倫理に則った公平，

公正，そして効果的な判断」（Dean & Pollard, 2013）

を行うスキルを向上させることが必要だと考えら

れる。 
 

Ｄ.研究３：聴覚障害者における電話リレーサービスの

利用実態及び利用者として通訳オペレータに求めるス

キル  

 

１． 聴覚障害者における電話リレーサービスの利用実

態に関する定量調査 

1-1.  方法 

1-1-1. 対象者 

日本財団電話リレーサービス・モデルプロジェク

ト（2013年4月1日〜2021年6月30日）の利用登録者 

 

1-1-2. 調査内容の構成 

 調査内容は，①フェースシート，②現在の利用状

況に関する情報，③利用する事業者に関する情報や

ニーズ，④利用の状況とサービス選択との関連，⑤

通訳オペレータに対する研修ニーズの 5 つから構

成した。いずれも多肢選択式による回答を求めた。

③については，現在の電話リレーサービスと異なり，

日本財団電話リレーサービス・モデルプロジェクト

のアプリケーションでは，手話通訳，文字通訳を提

供する事業者を利用の都度選択できていたことか

ら，利用者の事業者選択において電話リレーサービ

スに求める品質をみることができると想定して設

定した。 
 

1-1-3. 実施方法 

 アンケート調査用のWebフォームを作成し，日本

財団「電話リレーサービス・モデルプロジェクト」

の専用アプリケーションの掲示板を通じて，聴覚障
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害をもつ同サービスの利用登録者に調査の実施の

周知及び回答協力を依頼した。対象者は通知された

URL等を用いて調査用フォームにアクセスし，研究

の主旨と個人情報の取り扱いについて説明を読ん

だうえで，同意を得て調査へ進むようになっている。

同意については，本調査への回答完了を以て同意し

たものとみなす旨を文面にて示した。アンケートサ

イトにアクセスできる期間は，2021年3月1日〜2021

年4月30日とした。なお，研究の趣旨及び個人情報

の取扱いとその保護等の説明，調査項目については

文面ならびに埋め込み動画による手話にて提示し

た。 

 

1-2.  結果及び考察 

調査の結果，93 名から調査協力への同意の可否

について回答があった。このうち同意が得られ，か

つ回答に不備のない 84名を分析の対象とした。回 
 
 
 

表9 利用者の属性 

項目 選択肢 回答数 
性別 女性 51  

男性 29  
回答しない 4 

年齢 29 歳以下 8  
30～39 歳 25  
40～49 歳 29  
50～59 歳 12  
60 歳以上 9 

電話代替相手 いる 31  
いない 50 

居住地 北海道・東北 8  
関東 43  
中部 12  
関西 10  
中国・四国 4  
九州・沖縄 6 

最終学歴 高等学校 31  
専門学校 9  
短期大学 11  
4 年制大学 25  
大学院修士課程 2  
大学院博士課程 2  
その他 2 

聾学校の在籍経験 経験あり 66  
経験なし 18 

失聴時期 0 歳 39|38 
（右|左） 1～3 歳 23|24  

4～6 歳 6|6  
7～12 歳 6|6  
19 歳以上 6|6  
不明 3|3 

平均聴力レベル 中等度（40～69dB） 1|1 
（右|左） 高度（70～89dB） 5|4  

重度（90～99dB） 18|17  
最重度（100dB 以上） 59|59 

装用具 補聴器 43|45 
（右|左） 人工内耳 2|1  

使用無 37|37 
主たるコミュニケ 日本手話 42 
ーション手段 日本語対応手話 16  

読話 13  
音声 6  
筆談 6 

 

答者の属性に関する情報を表9に示した。 

先天性の重度聴覚障害，ろう学校の経験有り，主

要コミュニケーション手段は手話という属性をもつ

回答者が多いことがみてとれる。また，短期大卒以

上の最終学歴を持つ者は40名と，高学歴の回答者が

多いことも特徴としてあげられる。 

 

1-2-1. 利用状況 

 「地域で派遣する手話通訳や要約筆記ではなく電

話リレーサービスを利用する理由」について尋ねた

ところ（該当する 3つの選択肢を回答），手軽な利

用や短時間の用件での利用に関する選択肢の回答

数が多く（図 5），利便さにおいては即時性が重視 

 

図5 電話リレーサービスを利用する理由 

 

表10 特徴別の利用目的  
商業施設等 公共機関 医療機関 その他 

年齢     
39 歳以下 8 10 6 9 
40～49 歳 12 6 7 4 
50 歳以上 13 1 7 0 

居住地     
関東 18 7 12 6 
それ以外 15 10 8 7 

コミュニケー

ション手段 
    

日本手話 19 6 10 7 
日本語 14 11 10 6 

読み書き     
得意 13 12 12 5 
普通 11 0 4 4 
苦手 9 5 4 4 
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図6 手話通訳における事業者の選択理由 

 

 

図7 文字通訳における事業者の選択理由 

 

  

 

 

されていることが示唆された。また，質問項目「ど

のような目的で利用しているか」に対する回答をま

とめ，年齢，居住地，コミュニケーション手段，日

本語の読み書きの得手不得手の項目ごとにクロス

集計表を作成した（表 10）。 

表10について，フィッシャーの正確確率検定を実

施したところ，年齢と利用目的に有意な偏りが認め

られ（p<.01），要因間に関連性のあることが示唆さ

れた。その後の多重比較による分析からは有意差は

認められなかったが，39歳以下では商業施設等の回

答数が少ない一方でその他の回答数が多く，若年層

の利用者において多様な利用目的が想定される可

能性が示された。 

 

1-2-2. 事業者の選択理由 

 手話通訳と文字通訳のそれぞれで最もよく利用す

る（又は利用したいと思う）事業者とその選択理由

を尋ねたところ，手話通訳では読みとりの正確さや

分かりやすい手話表現，会話のズレがない等の回答

数が多く（図6），基本的な通訳能力を重視すること

が示唆された。文字通訳においては，素早い通訳の

回答数が顕著に多い一方で，手話通訳に比して臨機

応変な対応や状況説明等の回答数も多かった（図7）。

文字通訳では利用者と通訳オペレータが画面越しに

顔を合わせることがなく，利用者は通訳オペレータ

の通訳や様子を介して相手先の発話に含まれる言語

的・非言語的な意図やニュアンス，周辺情報をつか

むことが難しい。また，日本語非母語話者にとって

日本語母語話者と文字でやりとりをすることのハー

ドルやコミュニケーション・ギャップといったもの
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も考えられる。そのため，文字通訳には臨機応変な

対応や十分な状況説明が必要であると考えられ，そ

うした通訳オペレーションスキルを持つ通訳オペレ

ータを養成・配置している事業者を選択しているも

のと思われる。 
 
1-2-3. 手話通訳と文字通訳の選択 
 利用ケースについて，抽象的状況（例：急いでい

る時，情報が多く複雑なやりとりをする時）と具体

的状況（例：病院の予約日時を変更したい時）をそ

れぞれ15項目と17項目ずつ挙げ，いずれのサービス

（手話，文字，どちらでも，利用しない）を利用す

るか選択させた。その結果，抽象的状況では手話通

訳が約34％，文字通訳が約42％である一方，具体的

状況では手話通訳が約33％，文字通訳が約36％であ

った（図8）。 

 カイ二乗検定及び残差分析を行ったところ，抽象

的状況において文字通訳が有意に多いことが示され

（p<.01），この結果から，手話通訳と文字通訳の利

用を比較した場合，抽象的で詳細かつ複雑なやりと

りを正確に伝達しなければならないときは言語変換

を伴わない文字通訳を選択し，日常生活における具

体的な状況下では手話通訳も文字通訳も同程度の利

用が見込まれることが示唆された。なお，具体的状

況においては「利用しない」の選択数も有意に多く

（p<.01），電話リレーサービスの利用を具体的に検

討した場合に，別の手段（例：家族・友人等に電話

を頼む）で代替する可能性の高いことも示唆された。 

 続いて，利用者の特徴別（年齢，コミュニケーシ

ョン手段，日本語の読み書きの得手／不得手等）に

状況ごとに手話通訳と文字通訳の選択数の合計を求

めた（表11）。カイ二乗検定及び残差分析を行った

ところ，ほとんどの要因間で有意な偏りが認められ

た。このうち，手話通訳・文字通訳の選択傾向とし

て，例えば，「50歳未満では文字，50歳以上では手

話」「日本手話使用者は手話，それ以外は文字」「日

本語の読み書きが得意な者は文字，苦手な者は手話」

などが示された。しかしながら，日本語の読み書き

や電子テキストを伴うインターネット活用が苦手な

利用者においても，手話通訳と文字通訳の選択数は

同程度であり，日本語運用に困難を有する利用者で 
 

 
図8 利用ケースにおける通訳の選択率 

表11 特徴別にみた抽象的/具体的状況における手

話通訳と文字通訳の選択 

 抽象的 具体的  
手話 文字 手話 文字 

年齢     
39 歳以下 126▽▽ 206▲▲ 173 207 
40～49 歳 123 160 134 173 
50 歳以上 108▲▲ 84▽▽ 146▲▲ 107▽▽ 

Com 手段     
日本手話 271▲▲ 151▽▽ 341▲▲ 170▽▽ 
日本語 86▽▽ 299▲▲ 112▽▽ 324▲▲ 

日本語 (読み書

き) 
    

得意 148▽▽ 248▲▲ 215▽▽ 278▲▲ 
苦手 209▲▲ 202▽▽ 238▲▲ 216▽▽ 

日本語 (メール

等) 
    

得意 207▽▽ 352▲▲ 306▽▽ 385▲▲ 
苦手 150▲▲ 98▽▽ 147▲▲ 109▽▽ 

日本語(ネット)     
得意 68▽▽ 167▲▲ 134▽▽ 203▲▲ 
苦手 289▲▲ 283▽▽ 319▲▲ 291▽▽ 

▲▲：p<.01 で有意に多い，▽▽：p<.01 で有意に少ない 

 

 

あっても利用状況に応じて文字通訳を選択すること

が分かった。この理由として後述する利用者を対象

とした定量調査において，利用者の語りにある手話

通訳オペレータの日本手話・手話通訳スキル，特に

読みとりスキルの低さが可能性の1つとして考えら

れるであろう。すなわち，日本語が不得手であった

としても，うまく通じないことが多い手話通訳より

は文字通訳を選ぶという消極的選択になっているこ

とが考えられる。 

 

２． 利用者として通訳オペレータに求めるスキルに関

する定性調査 

2-1.  対象者 

日本財団「電話リレーサービス・モデルプロジェ

クト」（2013年4月1日〜2021年6月30日）の利用登

録者10名。 

まず，先述の利用者を対象としたオンラインアン

ケート調査の参加者に対して，本インタビュー調査

に関心があり，後日研究実施者から詳細な説明など

の連絡やりとりをすることに了解した者を選定候

補者とした。 

その際，インタビュー調査は，オンラインアンケ

ート調査とは別の調査であること，入力フォームへ

の記入はあくまでも自由意志であることを説明し，

オンラインアンケートの回答終了後，アンケートシ

ステムとは別のサイトに用意した入力フォームに，

連絡やりとりに必要な情報のほか，性別，聴覚障害

の血縁関係，最終学歴，ろう学校の教育経験，受障

時期，聴覚障害の程度，身体障害者手帳の等級，補

装具，コミュニケーション手段，代理電話の依頼者
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の有無，日本語の読み書き，職業，電話リレーサー

ビスの利用状況（利用するサービス形態，頻度，利

用目的）について入力してもらった。回答期間は

2021年4月12日〜2021年5月31日とした。 

回答者76名のうち，年齢，性別，失聴時期，ろう

学校の教育経験，最終学歴，主要なコミュニケーシ

ョン手段，日本語運用力，電話リレーサービスの利

用状況を考慮して10名を選定した。10名は以下のよ

うな異なる属性を持っていた。 

・ 年齢：33歳-67歳 

・ 性別：男・女 

・ 失聴時期：0歳-12歳 

・ ろう学校の教育経験：有・無 

・ 最終学歴：ろう学校高等部専攻科−大学院修士課

程 

・ 主要なコミュニケーション手段：日本手話，日

本語，日本手話と日本語の両方 

・ 日本語運用力：かなり得意−かなり苦手 

・ 電話リレーサービスでよく利用するサービス形

態：手話通訳・文字通訳・手話通訳と文字通訳

の両方 

・ 電話リレーサービスの利用目的：仕事での利用

を含む 

 

2-2. 実施期間 

2021年8月21日〜2021年9月20日 

 

2-3. 実施場所 

 対象者にアクセスしやすい所在地の貸し会議室

（5名）もしくはオンライン(5名) 

 

2-4. 所要時間 

1人につき30分から1時間半（調査説明の時間を除

く） 

 

2-5. 記録方法 

音声言語（日本語）話者1名については聞き手と

対象者の音声を録音し，手話を使用する9名につい

ては手話通訳者の音声を録音した。録音した音声デ

ータをトランスクリプト化し，分析課題に沿って整

理したものについて，対象者に確認を依頼し，加筆

修正を経たものを分析データとして採用した。 

 

2-6. 質問項目 

・ 電話リレーサービスを利用したいと思うシチュ

エーション（有用性：システム） 

・ 手話通訳と文字通訳の選択理由・利用頻度・利

用文脈（有用性と現実） 

・ 通訳オペレータの対応でよかったと感じたエピ

ソード（有用性：人） 

・ 通訳オペレータの対応で不安や不満に感じたエ

ピソード（有用性：人） 

・ 通訳オペレータに求めるスキル（要望：人） 

・ 電話リレーサービスの体制として改善してほし

い内容（要望：システム） 

 

なお，対象者へのインタビュー時期は，電話リ

レーサービス開始後であったが，電話リレーサー

ビスについての語りは，電話リレーサービス・モ

デルプロジェクト事業に関する事柄が中心となっ

ている。 

 

2-7. 分析の視点 

① 電話リレーサービスを利用したいと思うシチ

ュエーション，手話と文字の選択理由・利用頻

度・利用文脈，通訳オペレータの対応でよかっ

たと感じたエピソード，通訳オペレータの対応

で不安や不満に感じたエピソードについての

質問を通じて，利用者による通訳オペレータの

定義化作業を引き出す。 

② 通訳オペレータに求めるスキル，電話リレーサ

ービスの体制として改善してほしい内容を言

語化する作業を通じて，利用者から具体的提言

を引き出す。 

 

2-8. 倫理面の配慮 

 群馬大学内の「人を対象とする医学系研究倫理審

査員会」で審査を受けて承認された研究である旨を

説明し，その上で，説明文書にそって実施方法およ

びその中での倫理的配慮について説明を行った。説

明の後に，同意書への署名を得た。オンラインで実

施した際には，署名した旨をオンライン上で確認し，

その後に同意書を送付してもらった。 

 

2-9.  結果及び考察 

2-9-1. 電話リレーサービスを利用したいと思うシチュ

エーション 

 電話リレーサービスの通話内容は生活全般にわ

たっているが，利用者を対象とした定量調査の結果

と一致していたのは，店の予約や病院の予約日の確

認，自営業における顧客への連絡など「やりとりが

短く済む」場合の利用である。電話以外の代替手段

がない，インターネットで検索しても情報が出てこ

ない，身内に代理電話を依頼できないといったよう

な電話を使用せざるをえない場合にも利用されて

いた。 

 メールやFAXと電話の長所と短所を比較させた語

りもみられた。すなわち，電話リレーサービスを利

用するのは，「双方向のやりとりの中で話を進めて

いくことができる」「即時に相手の反応を求めるこ

とができる」といったコミュニケーションを必要と

するときであると言える。 

 一方，電話リレーサービスを利用しない場合とし

て友人や家族など親しい間柄のプライベートなや

りとりについて語られていた。このことは利用者を

対象とした定量調査の結果とも一致していた。また，
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電話リレーサービス・モデルプロジェクトでは可能

だった事業者の選択について，「基本的にオペレー

タは知らない人のほうがいい」「知り合いのオペレ

ータに電話の内容を伝えなければならないことに

抵抗がある」ことを理由にする語りもみられた。聴

覚障害者が電話を使用するためには通訳オペレー

タの存在が不可欠であるものの，通訳者が介在する

ことによるコミュニケーションの不自然さや違和

感，プライベートへの侵入感は否めない。他者を介

在しない自然で気遣いのいらないコミュニケーシ

ョンと電話を使用しなければならない必然性や便

利さを天秤にかけて選択していると言えるであろ

う。通訳オペレータは，利用者と相手先のプライベ

ートな部分にまでふみこむことを意識して通訳オ

ペレーションにあたる必要があると言える。 

 

2-9-2. 手話通訳/文字通訳の選択理由 

 手話通訳と文字通訳の選択については，対象者の

語りから「手話通訳オペレータの通訳スキル」「特

に正確な伝達を必要とする情報」「利用者の手話／

日本語の習得度」「やりとりの長短」「やりとりの

内容の複雑さ」「発信時の物理的な環境」「緊急性」

「心理的負担感」が選択の要因となっていると考え

られる。 

「手話通訳オペレータの通訳スキル」については，

利用者を対象とした定量調査における事業者選択

の理由でもみられたように，特に読みとりスキルに

対する懸念が語られていた。通訳スキルは通訳の等

価性のみならずスムーズなやりとりの成否に直結

するため，手話通訳か文字通訳かの選択には，手話

通訳オペレータのスキルが大きく影響すると考え

られる。 

 「やりとりの内容の複雑さ」「心理的負担感」を

要因とした通訳の選択には，利用者自身の手話／日

本語の習得度も影響しているとみられる。すなわち，

手話でのコミュニケーションを得意とする者は手

話通訳，日本語でのコミュニケーションを得意とす

る者は文字通訳を選択すると言える。 

 また，「発信時の物理的環境」「緊急性」に関し

ては，屋内／屋外，身だしなみ，パソコン／スマー

トフォン，などの要素によって，手話通訳と文字通

訳の選択が行われる語りがみられた。 

  

2-9-3. 通訳オペレータの対応に関するエピソードと通

訳オペレータに求めるスキル 

 通訳オペレータの良し悪しの判断として，「通訳

スキル」「手話通訳における数字等の文字提示」「通

話マネジメントスキル」「電話応対のマナー」「コ

ミュニケーション力」「通訳オペレータの役割を超

える支援」に言及する語りがみられた。 

 「通訳スキル」については，特に手話通訳の読み

とりスキルに焦点をあてて「手話がとてもよく通じ

て，やりとりがすんなりとできた」 「こちらが手

話で読みとってもらえなかった時に代わりに指文

字で表現したが，それでも読みとれないときがあっ

た」「手話の読みとり間違い。話がだんだんずれて

くるので『もしかすると読みとりを間違えているの

かな』と思う」といったエピソードが語られていた。

文字通訳においても「入力が遅い。ポツポツ出てく

る。間違えて消して，また打って…のようなことが

ある。」という語りがあった。通訳スキルは利用者

らにとって電話の向こうの見えない相手とのやり

とりをスムーズに成立させるための不可欠要素で

あるため，利用者が通訳オペレータに高い手話言語

スキル・手話通訳/文字通訳スキルを求めるのは当

然と言えるであろう。 

 手話は音声と同じく発されてすぐに消えていく

性質と日本語とは異なる音韻構成を持つ言語であ

る。そのため，手話で表現しづらい言葉がある場合

や専門用語，数字，難読漢字などを適切に伝えるに

は，文字で適宜補う必要がある。利用者は，手話通

訳オペレータに手話と文字の適切な使い分けを求

めていると言える。 

 通常の電話であれば，意思疎通を行う者同士，相

手の音声や電話口から聞こえてくるさまざまな音

を直接聞くことができる。電話リレーサービスでは

通訳オペレータを中継するため，利用者と相手先は

発話や背景音に含まれるスムーズなターンテイキ

ングを行うための情報をつかむことが難しい。利用

者は相手先とのスムーズなやりとりをするため，タ

ーンテイキングのための「交通整理」や発話・背景

音から想定される相手先の状況に関する情報提供

といった通話マネジメントスキルを通訳オペレー

タに求めていると考えられる。特に文字通訳におい

ては「字面だけではわからない相手の雰囲気や感情

を言葉にしてもらえると良い。例えば『今，相手は

ちょっと早口でお話されています』とか『ちょっと

声が大きめで何かあるようです』など」と語られ，

文字では脱落してしまうパラ言語的要素を伝える

ことの必要性が取り上げられていた。 

 「電話応対マナー」については，「迷惑そうな顔

をされた」といったエピソードが語られ，通訳オペ

レータとして電話応対の基本的なマナーや対人サ

ービスのプロとしてのスキルを身につけることの

必要性に言及されていた。 

 「コミュニケーション力」については，電話リレ

ーサービスや聴覚障害者のことをあまり知らない

相手先とのやりとりにおいて，通訳オペレータの適

切なフォローや説明を求める語りがあった。 

 これらは，すべて電話リレーサービスに関わる管

理職や現役通訳オペレータの語りにおいても，通訳

オペレータに必要なスキルとしてあげられていた。 

 一方，「通訳オペレータの役割を超える支援」に

ついては，利用者としての自律性，主体性，自己決

定性を侵す不適切なものとして捉える語りと，そう

した支援を好ましいものとして受けとめる語りの



 16 

両方がみられた。不適切なものとして捉える語りに

は「お母さんのようなオペレータ。オペレータが『そ

れも含めて聞いたほうがいいんじゃないの？』とい

うようなアドバイスをしてくる」「私が話していな

いことも補足して言われてしまう」，適切なものと

して捉える語りには「面倒を見てくれるような，い

ろいろなことを支援してくれるような感じ」「電話

を待っている時間にちょっとおしゃべりしたり，少

し手助けをしてくれるというのがよかった」「難し

い言葉が出たときに『ちょっと分からないな』とい

う表情を私のほうがしたら，『つまりこういうこと

だと思います』みたいに補足して説明してくれる」

といったものがあった。こうした通訳オペレータと

しての中立性・公平性を逸脱する行為について，不

適切とみる利用者の1人は「聴覚障害者支援の経験

のあるオペレータだと，ろう者のことをよく知って

いるので，いろいろお世話したい，福祉やボランテ

ィアの気持ちを持っている人が多いのかなと」と分

析していた。聴覚障害者支援の経験が，通訳オペレ

ータとして求められる中立性・公平性の逸脱行為に

つながりやすいことは，管理職や通訳オペレータに

おいても同様の語りがみられる。しかし，利用者に

おいてもこうした通訳オペレータの役割を超える

支援を求める者がいることは，社会的弱者である聴

覚障害者に寄り添い支援してきた経験を持つ者に

とって，通訳オペレータとしての適切な意思決定を

難しくさせている側面もあると言えるであろう。そ

れゆえ，通訳オペレータ養成教育においては，通訳

オペレータとしての職責を自覚し，意思疎通支援事

業における通訳支援とは異なる通訳オペレータと

しての職業倫理と，1つ1つのケースにおける適切な

意思決定力を身に着けさせる必要があると考えら

れる。 

 

Ｄ.総合考察 

 研究１〜３の結果と考察，そして令和2年度に行

った「電話リレーサービスと従来の対面で行う通訳，

遠隔ビデオリレーサービスとの相違」「手話通訳を

めぐる資格と業務の位置づけ」「通話者/通話内容

の多様性」「通訳オペレーションに必要な言語/通

訳スキル」「電話リレーサービスと意思疎通支援事

業の通訳者の役割における違い」「デマンド・コン

トロール・スキーマからみた職業倫理に則った判断」

「通訳オペレータの身体的/心理的負担」に関する

文献的検討によって得られた知見に基づき，通訳オ

ペレータ養成カリキュラムの受講者像と，カリキュ

ラムに含むべき要素について考察した。 

 

１． 通訳オペレータ養成カリキュラムの受講者像 

本研究における手話通訳資格保持者を対象とし

た定量調査において，回答者の84.9％が厚生労働省

手話通訳者養成カリキュラムを履修していた。日本

手話や手話通訳のスキルは，親族に聴覚障害者がい

て幼少時から手話になじんでいた等の例外を除け

ば習得に時間を要するため，「聴覚障害者等による

電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」に掲げ

る手話通訳オペレータの採用は，厚生労働省手話通

訳養成カリキュラムの履修，そして地域の手話サー

クル活動によって手話と手話通訳スキルを身につ

け，資格試験に合格した者が多数となる傾向が当面

の間続くと想定される。 

 一方，文字通訳スキルは，起点テクストも目標テ

クストも同じ日本語であることから，短期で習得す

ることが可能である。話し言葉を書き言葉にし，話

者が伝えようとしている意図を過不足なく簡潔な

文にする文字通訳の技術についても，比較的短期間

でノウハウを習得し，通訳オペレーション業務の積

み重ねにおいて技術向上を目指していきやすいと

考えられる。また，本研究の要約筆記資格保持者を

対象とした定量調査において，回答者の78.8％が厚

生労働省要約筆記者養成カリキュラムを履修して

いたが，同カリキュラムは，(1)日本語母語話者で

ある難聴者・中途失聴者をサービス対象と想定して

構築されたものであり，電話リレーサービスにおい

て日本語非母語話者の先天性聴覚障害者の日本語

運用を考慮した文字通訳のあり方について扱って

いない，(2)パソコン要約筆記の養成では，チーム

を組んで連係入力を行うスキルを習得する，の2つ

の点において，電話リレーサービスの文字通訳で求

められる知識やスキルをカバーできていないと言

える。そうした背景もあり，文字通訳オペレータの

採用は，要約筆記資格非保持者の割合が高くなると

想定される。 

日本手話のスキルは，手話通訳者にとってモダリ

ティの異なる第二言語ということもあり，手話通訳

資格保持者であっても，十分な日本手話の言語スキ

ルと手話通訳スキルを有しているとは言い難い現

状がある。このことは，従来の対面で行う通訳より

さらに高いスキルが求められる電話リレーサービ

スにおいて正確かつ流暢に通訳を行える水準に達

していないことが多いと想定される。 

手話通訳者・要約筆記者ともに高齢化が課題とな

っている。特に手話通訳オペレータの雇用にこの高

齢化は影響を及ぼすことになるであろう。 

また，手話通訳・要約筆記資格保持者は，通訳能

力の不十分さを自覚しつつも，知識・技術の向上に

取り組めていない実態がある。 

受講者の日本手話スキル，手話通訳スキル，文字

通訳スキルについては，地域格差があることも考慮

する必要がある。 

 

２． 通訳オペレータ養成カリキュラムに含むべき要素 

(1) 電話リレーサービスの基礎的な知識とスキル 

 電話リレーサービスでは，手話や文字により通訳

を行う点で，手話通訳や要約筆記と共通していると

はいえ，サービス提供の法的根拠，公共インフラと
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してのサービスのあり方，遠隔通信によるサービス

提供，利用者負担など，複数の点で従来の通訳とは

異なっており，通訳オペレータは電話リレーサービ

スの背景や仕組み等の中で通訳オペレータとして

の役割を認識する必要がある。また，電話リレーサ

ービスでは専用のシステムを使用して通訳オペレ

ーションを行うことから，同システムの扱い方を習

得し，決まった手順と案内によって通訳オペレーシ

ョンを行うスキルを身につける必要がある。  

 

(2) 利用者の多様性とコミュニケーション・ニーズ 

電話リレーサービスにおける利用者は多様な背

景を有している。特に通訳オペレータとは言語・文

化的背景が異なる先天性聴覚障害者について深く

理解し，日本手話と日本語の違い，ろう文化と聴文

化の違い，日本語非母語話者が使用する日本語など

をふまえた手話通訳・文字通訳が求められる。一口

に聴覚障害者といっても，利用者の性別，聴力障害

の程度，受障時期，補聴器/人工内耳の使用，年齢，

家族歴，教育歴，第１言語と第2言語の言語運用力，

学力，職業，電話リテラシー等は様々であり，相手

先とのやりとり，手話通訳と文字通訳の利用割合や

使い分け方が異なってくる。通訳オペレータは，利

用者―通訳オペレータ―相手先のやりとりのなか

で利用者像を的確に予想し，円滑な通訳オペレーシ

ョンにつなげていくスキルが求められる。 

また，電話リレーサービスの利用者には言語障害

者も含まれることから，言語障害の基礎知識と，言

語障害を持つ利用者の通訳オペレーションにあた

って考慮すべきことを理解しておく必要がある。 

 

(3) 手話・文字―音声変換スキル 

 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関す

る基本的な方針」では，電話リレーサービスの品質

を一定水準担保するものとして，手話通訳や要約筆

記の資格を目安としている。しかし，電話リレーサ

ービスを利用する聴覚障害者を対象とした定性調

査の結果からは，電話リレーサービスとして求めら

れるべき手話・文字―音声変換スキルを明らかに満

たしていない通訳オペレータが一定数いると考え

られる。特に手話通訳については，手話通訳資格所

持者を対象とした定量調査の実技問題においても，

資格取得後の経験年数に関わらず日本手話の理解

の低さは顕著である。 

 電話リレーサービスでは，利用者と相手先がお互

いに相手の発話や状況をつかむことができないな

かで，通訳オペレータがすばやくかつ正確に訳すこ

とが求められる点において，対面で行う通訳以上に

スキルが要求される。手話・文字―音声変換スキル

は，通訳オペレーションの基盤でもあることから，

養成カリキュラムのなかで取り上げる必要がある

と考えられる。 

 また，文字通訳オペレータとして採用された者は，

要約筆記資格非保持者も多いことから，発話と入力

の速度差を考慮して，話者のメッセージと意図を過

不足なくかつ簡潔に文にするスキルについて学ぶ

必要がある。 

 

(4) 通訳オペレータとしての職業倫理 

 電話リレーサービスは公共インフラとしての通

信サービス，意思疎通支援事業は聴覚障害者等の福

祉の増進と社会参加の促進を目的としたサービス

という違いがある。こうした相違は，電話リレーサ

ービスに係る各種規程，規約，指針，マニュアル，

法律等にみてとることができる。電話リレーサービ

スでは，あくまでも利用者と相手先の「電話」の通

訳として，「電話」としての機能を超えるサービス

は行わないこと，利用者と相手先に意思決定に関与

しないこと，中立・公平性を保つこと，言語通訳と

しての等価性（正確性）を保つことなどが強調され

ている。通訳オペレータは職責を自覚し，通訳オペ

レーションにおいて，職業倫理に則って意思決定を

行っていかなければならない。 

 通訳オペレータに職業倫理に則った意思決定を

難しくさせている要因として，電話リレーサービス

と意思疎通支援事業の利用者が重なっていること

がある。すなわち，電話リレーサービスは通信であ

りながらも，コミュニティ通訳（水野・内藤, 2018）

の要素を排除しきれず，「利用規約」において禁じ

られていることを求める利用者も存在する。意思疎

通支援事業における通訳倫理や通訳者としての価

値観において倫理的とされる行為が電話リレーサ

ービスでは否とされることについて，特に意思疎通

支援事業における通訳活動経験を持つ通訳オペレ

ータは意識的に区別できるようにする必要がある。 

 電話リレーサービスには，カスタマーサービスの

要素が必要である。電話リレーサービスの利用者の

「迷惑そうな顔をされた」というような語りは，そ

の通訳オペレータに電話応対の基本が身について

いないことを象徴するものであると思われる。 

 通訳オペレータは「通訳オペレータ運用指針」に

規定される範囲において，利用者と相手先のやりと

りが円滑に行われるように通訳オペレータとして

対応し続けなければならない。これには，そうした

姿勢・態度のみならず，手話言語や手話通訳・文字

通訳スキル，職業倫理に則った効果的な意思決定ス

キルといった知識や技術が伴わなければならない。

そのためには，通訳オペレータとして自己研鑽を続

ける姿勢・態度もまた，通訳オペレータの職業倫理

として求められる。 

 

(5) 通話マネジメント方略 

 電話リレーサービスは，意思疎通を行う者同士が

遠隔地に存在するという点で通常の「電話」と同じ

であるものの，利用者と相手先はお互いに相手の発

話（手話・文字・音声）を直接受信することはでき
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ない。このため，通訳オペレータは，利用者と相手

先の会話のターンテイキングがスムーズに行われ

るように，利用者または相手先に発言を待たせたり

促したりする必要がある。また，発話が行われない

状態が続く場合は，もう一方にその状況を伝えなけ

れば通話が切られてしまうこともある。通訳オペレ

ータは，利用者と相手先の発話内容の通訳に加えて，

こうした通訳マネジメントを行う必要がある。 

 

(6) 職業倫理に則った効果的な判断を考え出すスキ

ル 

 通訳オペレーションにおいて，１つたりとして同

じ通話はありえない。通訳オペレータとしての意思

決定を「このように対応すればよい」というハウツ

ー的な知識として身につけることは，利用者，相手

先，通訳オペレータの3者が織りなすコミュニケー

ションの複雑さのなかで，時として非倫理的で，3

者の関係性や通訳を介したコミュニケーションを

より困難なものにする効果のない意思決定となり

かねない。通訳オペレータに求められるのは，職業

倫理に則った効果的な意思決定を「考え出す」スキ

ルである。通訳オペレータとして介入する場面状況

を構造的に捉え，通訳に影響するあらゆる要素を考

慮しながら，倫理的・効果的な意思決定を行うプロ

セスを提示しているデマンド・コントロール・スキ

ーマ（DC-S）を導入することで，こうした「考え出

す」スキルを効果的に身につけられると考えられる。 

 DC-Sの対話型作業分析を用いた省察的実践は，

「考え出す」スキルを高めていくためにも重要であ

る。なぜなら「考え出す」スキルは，通訳オペレー

タとしての経験，通訳オペレータ自身のあらゆる人

生経験を積み重ねながら高めていくものだからで

ある。研修修了後も，通訳オペレーション業務にお

いて生じる様々なケースについて，構造的に状況と

通訳オペレータがとった意思決定を分析し，意思決

定力の幅を広げていく省察的実践を日々行ってい

けるようにするための土台づくりが養成カリキュ

ラムにおいて必要と考える。 

 また，DC-Sそのものはストレス・マネジメントを

目的としたものではないが，通訳オペレーションに

おいて生じる様々な状況を，利用者，相手先の視点

も取り入れながら構造的にとらえて対応するため

の枠組みをもつことは，以下の点でストレス低減の

上でも大きな効果をもたらすと考えられる。 

n 次に生じるであろうことへの予測や心づもり

をすることができる 

n 倫理的・効果的な意思決定によってハイデマン

ド―ハイコントロール（Karasek, 1979）の状

態にもっていくことができる 

n 対話型作業分析による省察的実践を行うこと

で，対応に苦慮したケースについてストレスの

放出で終わらせるのではなく，問題解決力を高

めることへの成長につなげることができる 

 

(7) 制限された条件や状況下におけるケースの情報

共有 

 通訳オペレータとしての倫理的・効果的な意思決

定力を高めていくためには，他の対人専門職と同様

に，専門職の間で行うケース検討やスーパービジョ

ンが不可欠である。守秘義務について「事実上の沈

黙」ではなく，「制限された条件や状況下における

ケースの情報共有」と捉え，守秘義務に留意しつつ，

ケース検討に必要な情報を適切かつ過不足なく提

示するスキルを身につける必要がある。また取り上

げられたケースにDC-Sを適用して構造的に分析し

対応のあり方について検討できるようにする必要

がある。 

 

(8) 自己研鑽を続ける意欲及び態度の育成 

 手話通訳・要約筆記資格保持者にみられる知識・

技術向上への意識の低さは，意思疎通支援の担い手

としての手話通訳者・要約筆記者養成制度の構造的

問題や，手話通訳者・要約筆記者の身分保障，職業

保障の不十分さが背景にあると考えられる。 

 また，手話通訳・要約筆記資格保持者の多くが履

修してきた厚生労働省手話通訳者養成カリキュラ

ム・要約筆記者養成カリキュラムでは，実技に多く

の時間が割かれているものの，研修時間外での学習

や課題が設定されていない，知識と実践を結びつけ

る内容となっていない，学習到達度の評価が行われ

ていないなど，受講者に主体性が求められておらず，

受動的な姿勢で講師に「教えを請う」ことが前提と

なっている。 

 電話リレーサービスにおいて求められる各種の

スキル，特に高度な手話言語スキル，手話通訳・文

字通訳スキル，職業倫理に則った効果的な意思決定

スキルといったものは，通訳オペレータとして，自

身の力で課題を見出し，自己研鑽を続けて身につけ

ていくものであって，養成カリキュラムの中だけで

完結させることはできない。そうした点において，

養成カリキュラムには，研修中，研修修了後にかか

わらず，通訳オペレータとして身につけるべき水準

のスキルを自分の現状に照らし合わせて，主体的に

向上させていく姿勢や態度を育むことが必要であ

ると考える。 

 

F．結論 

Ｄの総合考察をふまえると，求められる通訳オペ

レータ像，すなわち養成カリキュラムにおける到達

目標は以下のようなものとなると考えられる。 

 
(1) 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を

理解している。 
(2) 電話リレーサービスにおける通訳オペレータ

の役割を理解している。 
(3) 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳

オペレーションの手順をスムーズに行うこと



 19 

ができる。 
(4) 電話リレーサービスの多様な利用者像やその
コミュニケーション・ニーズについて知識を有
している。 

(5) 電話リレーサービスの多様な利用者像やその
コミュニケーション・ニーズについての知識を
利用者と相手先のコミュニケーションを円滑
につなぐ通訳オペレーションに活かすことが
できる。 

(6) 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や
相手先の発話を手話/文字/音声に変換するこ
とができる。 

(7) 利用者と相手先のターンテイキングの調整や，
一方の発話がない状況における情報提供など
の通話マネジメント方略を有している。 

(8) カスタマーサービスとしての電話応対をする
ことができる。 

(9) 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫
理を保持することができる。 

(10) 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用
者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミ
ュニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変
化していくなかで通訳オペレータが対応すべ
きことを構造的に把握することができる。 

(11) 通訳オペレーション業務において生じる状況
を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決
定を行うことができる。 

(12) 通訳オペレータとして行った意思決定の結果
を認識し，継続的な対応をすることができる。 

(13) ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制
限された条件や状況下でケースの情報共有を
行うことができる。 

(14) 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手
立てを考えることができる。 

(15) 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び
態度を有している。 

 

 学習成果基盤型教育の考え方に基づき，これらの

研修修了時到達目標（学習アウトカム）を達成でき

るように目標，方略，評価などの教育全体をデザイ

ンした養成カリキュラムを作成した。「電話リレー

サービスの背景」「電話リレーサービスの利用者と

コミュニケーション・ニーズ」「通訳オペレーショ

ンの基本」「通訳オペレータとしての基本姿勢」「電

話リレーサービスの通訳のための理論と実践」「実

践トレーニング」「まとめ」の領域に分け，合計20

項目・40時間の教育内容となっている。 

カリキュラムの特徴としては，①先天性聴覚障害

者の言語感覚・日本語運用力・認知特性・電話リテ

ラシー，日本手話及びろう文化と日本語及び聴文化

の違いによるコミュニケーション・ギャップに関す

る知識を実践的に学べるようにすること，②通訳オ

ペレーションにおいてオペレータが対応すべき課

題を構造的に分析し，職業倫理に則った公平，公正，

そして効果的な判断を下せるようにするため，デマ

ンド・コントロール・スキーマ（DC-S）（Dean &  

 

 

 

表12 教育内容と時間数 

 
 

 

Pollard, 2013）を導入すること，③DC-Sの対話型

作業分析に基づく省察的実践の手法を学び，研修修

了後も現場実践のなかでスキル向上を確実なもの

にしていくための土台を育むこと，④アクティブ・

ラーニングを多く取り入れることで理論と実践を

結び付けられるようにすること，⑤アクティブ・ラ

ーニングを効果的なものにし，また知識と技術の向

上に対する能動的な学習態度を育てるために反転

学習を取り入れること，⑥各回においてルーブリッ

クを導入し受講者が自身の学習到達度と取り組む

べき課題を自覚できるようにすること，が挙げられ

る（詳細については，参考資料「電話リレーサービ

スオペレータ養成カリキュラム(案)」を参照）。 

なお，本養成カリキュラムは，手話通訳オペレー

タの日本手話スキルの低さの問題に十分に対応で

きるものとなっていない。手話通訳オペレータに高

度な手話言語スキルと手話通訳スキルが求められ

るのは当然ではあるものの，第2言語習得に要する

時間数

3.0

１．電話リレーサービスの基礎知識 3.0

7.5

２．聴覚障害の基礎知識 1.5

３．聴覚障害者からみた日本語・日本文化 1.5

４．第２言語としての日本語を考慮した通訳 1.5

５．聴覚障害者にとっての電話リレーサービス 2.0

６．言語障害者にとっての電話リレーサービス 1.0

3.5

７．通訳オペレーションの手順 3.5

6.0

８．通訳オペレータとしての職責 3.0

９．意思疎通支援事業と電話リレーサービスの相違 1.5

10. 電話応対の基本 1.5

10.5

11. デマンド・コントロール・スキーマの基礎知識 0.5

12. 通訳におけるデマンド 2.0

13. 通訳者の内面に起因するデマンド 1.5

14. 通訳におけるコントロール 1.5

15. デマンドとコントロールの相互作用 2.0

16. 職業倫理に基づく実践 1.5

17. デマンド・コントロール・スキーマに基づいた事例検討 1.5

9.0

18. 日本手話スキル・手話通訳スキル・文字通訳スキルの向上 4.5

19. 現場実習 4.5

0.5

20. 学習のふりかえりと到達度チェック 0.5

40.0時間

通訳オペレータとしての基本的姿勢

教育内容

電話リレーサービスの背景

電話リレーサービスの利用者とコミュニケーション・ニーズ

通訳オペレーションの基本

合　　計

電話リレーサービスの通訳のための理論と実践
（デマンド・コントロール・スキーマを適用した対話型作業分析）

実践トレーニング

まとめ



 20 

学習量を考えると，通訳オペレータ養成カリキュラ

ムで日本手話の学び直しを含む手話通訳スキルに

多くの時間を割くのは現実的でないと判断した。手

話通訳スキルについては，別途定期的に研修を行う

必要があると考える。 

また，受講者の日本手話スキル，手話通訳スキル，

文字通訳スキルについては，地域格差があることも

考慮する必要がある。電話リレーサービスの通訳オ

ペレータの採用は，東京にある電話リレーサービス

提供機関と，各地域に点在する民間会社，聴覚障害

者情報提供施設等の業務委託先の２つがある。業務

委託先がどこであるかに関わらず一定水準の通訳

オペレーションが担保されるようにするには，電話

リレーサービス提供機関で１人１人の日本手話ス

キル，手話通訳スキル，文字通訳スキルを把握し，

一定水準に満たない通訳オペレータが在籍する事

業者に対して追加の技術研修受講を義務づけると

いったしくみが必要であると思われる。 
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I. 本カリキュラムにおける到達目標 

電話リレーサービスの通訳オペレータ養成カリキュラムでは，通訳オペレータが本カリキュラムによる研

修を修了し，通訳オペレーション業務に従事するときの姿をふまえて，研修修了時の到達目標を以下の通

り設定した。 

 

1.0. 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0. 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手順をスムーズに行うことができる。 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有している。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利用者と

相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手話/文字/音声に変換することが

できる。 

7.0. 利用者と相手先のターンテイキングの調整や，一方の発話がない状況における情報提供などの通

話マネジメント方略を有している。 

8.0. カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュニケーシ

ョンとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきことを構造的に把

握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定を行う

ことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

13.0. ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状況下でケースの情報共有を行うこ

とができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

 

II. カリキュラムの内容 

学習成果基盤型教育（outcome-based education: OBE）の考え方に基づき，I.で述べた 15 の研修修了時

到達目標（学習アウトカム）を達成できるように目標，方略，評価などの教育全体をデザインしたカリキュラ

ムを作成した。「電話リレーサービスの背景」「電話リレーサービスの利用者とコミュニケーション・ニーズ」

「通訳オペレーションの基本」「通訳オペレータとしての基本姿勢」「電話リレーサービス通訳のための理論

と実践（デマンド・コントロール・スキーマを適用した対話型作業分析）」「実践トレーニング」「まとめ」の領域
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からなる合計 40 時間の教育内容となっている（表１参照）。また，求められる通訳オペレータ像（研修修了

時の到達目標）に基づき，教育内容の項目のみならず，事前課題，研修における活動の種類や実施方法，

学習の到達度の評価等の細部まで設定されていることに留意されたい。 
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表１ 教育内容と時間数 

  

時間数

3.0

１．電話リレーサービスの基礎知識 3.0

7.5

２．聴覚障害の基礎知識 1.5

３．聴覚障害者からみた日本語・日本文化 1.5

４．第２言語としての日本語を考慮した通訳 1.5

５．聴覚障害者にとっての電話リレーサービス 2.0

６．言語障害者にとっての電話リレーサービス 1.0

3.5

７．通訳オペレーションの手順 3.5

6.0

８．通訳オペレータとしての職責 3.0

９．意思疎通支援事業と電話リレーサービスの相違 1.5

10. 電話応対の基本 1.5

10.5

11. デマンド・コントロール・スキーマの基礎知識 0.5

12. 通訳におけるデマンド 2.0

13. 通訳者の内面に起因するデマンド 1.5

14. 通訳におけるコントロール 1.5

15. デマンドとコントロールの相互作用 2.0

16. 職業倫理に基づく実践 1.5

17. デマンド・コントロール・スキーマに基づいた事例検討 1.5

9.0

18. 日本手話スキル・手話通訳スキル・文字通訳スキルの向上 4.5

19. 現場実習 4.5

0.5

20. 学習のふりかえりと到達度チェック 0.5

40.0時間

通訳オペレータとしての基本的姿勢

教育内容

電話リレーサービスの背景

電話リレーサービスの利用者とコミュニケーション・ニーズ

通訳オペレーションの基本

合　　計

電話リレーサービスの通訳のための理論と実践
（デマンド・コントロール・スキーマを適用した対話型作業分析）

実践トレーニング

まとめ
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III. 到達目標と各回の学習目標の関係 

No テーマ 到達目標との関連性 ねらい（学習目標） 

1 電話リレーサービスの
基礎知識 

1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。 

①  公共インフラとして電話リ
レーサービスが開始される
までの経緯について説明で
きる。 

② 電話リレーサービスの法的
根拠について説明できる。 

③ 電話リレーサービス運用の
基本的なしくみについて説
明できる。 

④ 電話リレーサービス提供に
係る規程について説明でき
る。 

2 聴覚障害の基礎知識 4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついて知識を有している。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついての知識を利用者と
相手先のコミュニケーシ
ョンを円滑につなぐ通訳
オペレーションに活かす
ことができる。 

① 聴覚障害の原因，程度，受障
時期による違いについて説
明できる。 

② 聴覚障害者のコミュニケー
ション及び社会生活上の困
難について説明できる。 

③ 聴覚障害者を対象とした社
会福祉サービスの概要につ
いて理解できる。 

④ 電話リレーサービスを利用
する聴覚障害者の多様性に
ついて説明できる。 

3 聴覚障害者からみた日
本語・日本文化 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついて知識を有している。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついての知識を利用者と
相手先のコミュニケーシ
ョンを円滑につなぐ通訳
オペレーションに活かす
ことができる。 

① 先天性聴覚障害者と聴者の
間に生じる言語・文化的ギャ
ップの背景について説明で
きる。 

② 先天性聴覚障害者と聴者の
間に生じる言語・文化的ギャ
ップの具体例をあげること
ができる。 

③ 先天性聴覚障害者と聴者の
間の言語・文化的な調整方略
について論じることができ
る。 
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4 第２言語としての日本
語を考慮した通訳 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついて知識を有している。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついての知識を利用者と
相手先のコミュニケーシ
ョンを円滑につなぐ通訳
オペレーションに活かす
ことができる。 

① 先天性聴覚障害者を言語的
マイノリティとして捉える
べき理由を説明できる。 

② 非母語話者からみた日本語
の特徴について説明できる。 

③ 母語話者の日本語について，
非母語話者が意味を捉えや
すいように言いかえる／書
きかえることができる。 

5 聴覚障害者にとっての
電話リレーサービス 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついて知識を有している。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついての知識を利用者と
相手先のコミュニケーシ
ョンを円滑につなぐ通訳
オペレーションに活かす
ことができる。 

① 聴覚障害者の生活や社会参
加において，電話リレーサー
ビスがもつ意味を述べるこ
とができる。 

② 聴覚障害者がどのように電
話リレーサービスを利用し
ているのか，利用者の立場に
立ったイメージをもつこと
ができる。 

③ 利用者の立場から述べられ
るオペレータへの要望を，
「通訳オペレータ運用指針」
に照らし合わせて受け止め
ることができる。 

6 言語障害者にとっての
電話リレーサービス 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついて知識を有している。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついての知識を利用者と
相手先のコミュニケーシ
ョンを円滑につなぐ通訳
オペレーションに活かす
ことができる。 

① 言語障害の原因と症状，分類
について説明できる。 

② 言語障害者のコミュニケー
ションにおける困難や心理
について説明できる。 

③ 言語障害をもつ利用者の通
訳オペレーションにあたっ
て考慮すべきことを説明で
きる。 

7 通訳オペレーションの
手順 

3.0. 発信を受けてから通話を
終了するまでの通訳オペ
レーションの手順をスム
ーズに行うことができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理を
保持することができる。 

① 「手話オペレータ対応マニ
ュアル」「文字オペレータ対
応マニュアル」で指定された
発話も含め，発信を受けてか
ら通話を終了するまでの手
順をスムーズに行える。 

② 不測の事態が生じたときに
適切な対応をとることがで
きる。 
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③ 「手話オペレータ対応マニ
ュアル」「文字オペレータ対
応マニュアル」に示された事
項に対応することができる。 

8 通訳オペレータとして
の職責 

1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。  

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理を
保持することができる。 

① 電話リレーサービスに係る
各種規程，規約，指針，マニ
ュアル，法律等から，通訳オ
ペレータの職責がどのよう
なものであるか述べること
ができる。 

② 利用者としての義務と責任
がどのようなものであるか
述べることができる。 

③ 通訳オペレータとして対応
すべき範囲について述べる
ことができる。 

9 意思疎通支援事業と電
話リレーサービスの相
違 

1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理を
保持することができる。 

① 意思疎通支援事業に基づく
従来の通訳と電話リレーサ
ービスの違いについて，通訳
場面比較チャートを使って
説明できる。 

② 意思疎通支援事業と電話リ
レーサービスで通訳者/通訳
オペレータに求められる役
割と責任の相違を，通訳倫理
規程（「通訳オペレータ運用
指針」「手話通訳士倫理綱領」
「要約筆記者の倫理綱領」な
ど）に照らし合わせて述べる
ことができる。 

③ 架空の通訳場面について，意
思疎通支援事業の通訳と電
話リレーサービスで判断が
どのように異なるのか論じ
ることができる。 

10 電話応対の基本 8.0. カスタマーサービスとし
ての電話応対をすること
ができる。 

① 電話応対で求められるカス
タマーサービスの要素をあ
げることができる。 

② 電話応対における良いカス
タマーサービスを実践する
ことができる。 
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11 デマンド・コントロー
ル・スキーマの基礎知
識 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応
すべきことを構造的に把
握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的かつ
効果的な意思決定を行う
ことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をとる
ことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，
問題解決のための手立て
を考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研
鑽を続ける意欲及び態度
を有している。 

① デマンド・コントロール・ス
キーマ（DC-S）の基本的な
枠組みの全体像を述べるこ
とができる。 

② 通訳オペレーション業務に
DC-S を適用することの重
要性について説明できる。 

12 通訳におけるデマンド 10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応
すべきことを構造的に把
握することができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，
問題解決のための手立て
を考えることができる。 

① 環境に起因するデマンドと
はどういうものか説明でき
る。 

② 人間関係に起因するデマン
ドとはどういうものか説明
できる。 

③ 発話の性質に起因するデマ
ンドとはどういうものか説
明できる。 

④ 通訳者の内面に起因するデ
マンドとはどういうものか
説明できる。 

⑤ ４つのデマンド（EIPI）を適
切に特定し，明確に述べるこ
とができる。 

⑥ EIPI のデマンドカテゴリを
適切に区別することで得ら
れる効果について説明でき
る。 
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13 通訳者の内面に起因す
るデマンド 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応
すべきことを構造的に把
握することができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研
鑽を続ける意欲及び態度
を有している。 

① 通訳者の内面に起因するデ
マンドをコントロールと混
同せず区別することができ
る。 

② 自身について，通訳者の内面
に起因するデマンドの発生
傾向，コントロールの判断傾
向を客観的に述べることが
できる。 

14 通訳におけるコントロ
ール 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応
すべきことを構造的に把
握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的かつ
効果的な意思決定を行う
ことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，
問題解決のための手立て
を考えることができる。 

① 自身の有するコントロール・
リソースを客観的に捉える
ことができる。 

② 業務開始前・業務中・業務終
了後の３つのコントロール
機会に分けて，どのようなコ
ントロールの例があるのか
あげることができる。 

③ 業務終了後のコントロール
としてのストレス・マネジメ
ントの重要性について論じ
ることができる。 

15 デマンドとコントロー
ルの相互作用 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応
すべきことを構造的に把
握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的かつ
効果的な意思決定を行う
ことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をとる
ことができる。 

① デマンドのコンステレーシ
ョン（布置）を的確に把握し，
コントロールの選択肢を絞
り込むことができる。 

② 併発的デマンドを考慮しつ
つ，積極的-消極的な判断の
スペクトラムにおいて，職業
倫理に則った判断を柔軟に
考え出すことができる。 

③ 自身のコントロール決定の
判断傾向について認識でき
る。 
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14.0. 自身の力で課題を発見し，
問題解決のための手立て
を考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研
鑽を続ける意欲及び態度
を有している。 

16 職業倫理に基づく実践 9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理を
保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応
すべきことを構造的に把
握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的かつ
効果的な意思決定を行う
ことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をとる
ことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，
問題解決のための手立て
を考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研
鑽を続ける意欲及び態度
を有している。 

① 倫理的かつ効果的な意思決
定アプローチにおいて，目的
論と義務論それぞれの価値
観の適用の仕方を述べるこ
とができる。 

② 「通訳オペレータ運用指針」
にみられる職業の価値観が
どのようなものであるか述
べることができる。 

③ コントロールの決定によっ
て生じるポジティブ/ネガテ
ィブな結果とはどういうも
のか述べることができる。 

④ コントロールの決定によっ
て生じるデマンドに対して
継続的にコントロールで対
応することが通訳オペレー
タの責任であると認識でき
る。 

17 デマンド・コントロー
ル・スキーマに基づい
た事例検討 

8.0. カスタマーサービスとし
ての電話応対をすること
ができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理を
保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応

① 通訳オペレーション業務を，
「デマンド」—「コントロー
ル」—「結果」—「発生した
新たなデマンド」（DCCRD）
のプロセスで捉えることが
できる。 

② ケース分析に必要な情報を
適切に記したケースレポー
トを作成できる。 

③ 通訳オペレータ同士で対話
型作業分析を用いて省察的
実践の議論を行い，通訳オペ
レーション業務における意
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すべきことを構造的に把
握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的かつ
効果的な意思決定を行う
ことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をとる
ことができる。 

13.0. ケース検討を目的として，
守秘義務に留意し制限さ
れた条件や状況下でケー
スの情報共有を行うこと
ができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，
問題解決のための手立て
を考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研
鑽を続ける意欲及び態度
を有している。 

思決定の改善につなげるこ
とができる。 

18 日本手話スキル・手話
通訳スキル・文字通訳
スキルの向上 

6.0. 高い言語スキルと通訳ス
キルを以て，利用者や相手
先の発話を手話/文字/音
声に変換することができ
る。 

＜手話通訳オペレータ＞ 
① 日本手話スキルにおける自
身の課題を認識し，スキルア
ップのための具体的な手立
てを考えて実践できる。 

② 「理解」→「保持」→「再表
現」の通訳プロセスにおける
自身の課題を認識し，スキル
アップのための具体的な手
立てを考えて実践できる。 

＜文字通訳オペレータ＞ 
① 要約筆記技法を習得し，話者

の話した内容を簡潔かつ正
確に伝える文にして入力す
ることができる。 

② 定型文のショートカットキ
ー入力など，効率的に入力す
ることができる。 

③ 先天性聴覚障害者の文章理
解方略や「やさしい日本語」
を考慮したわかりやすい文
で入力することができる。 
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19 現場実習 1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を
終了するまでの通訳オペ
レーションの手順をスム
ーズに行うことができる。 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついて知識を有している。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついての知識を利用者と
相手先のコミュニケーシ
ョンを円滑につなぐ通訳
オペレーションに活かす
ことができる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳ス
キルを以て，利用者や相手
先の発話を手話/文字/音
声に変換することができ
る。 

7.0. 利用者と相手先のターン
テイキングの調整や，一方
の発話がない状況におけ
る情報提供などの通話マ
ネジメント方略を有して
いる。 

8.0. カスタマーサービスとし
ての電話応対をすること
ができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理を
保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応
すべきことを構造的に把
握することができる。 

① 高い言語スキルと通訳スキ
ルを以て，話者が述べたこと
を過不足なく，かつわかりや
すく手話/文字/音声に変換
することができる。 

② 通訳オペレータとして対応
すべきデマンドを構造的に
とらえ，職業倫理に則った柔
軟な判断を行うことができ
る。 

③ カスタマーサービスとして
の電話応対ができる。 

④ 通話マネジメント方略を適
切に使うことができる。 

⑤ 担当した通訳オペレーショ
ン業務についてケースレポ
ートを作成し，意思決定の改
善につながる省察的実践の
議論を行うことができる。 
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11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的かつ
効果的な意思決定を行う
ことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をとる
ことができる。 

13.0. ケース検討を目的として，
守秘義務に留意し制限さ
れた条件や状況下でケー
スの情報共有を行うこと
ができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，
問題解決のための手立て
を考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研
鑽を続ける意欲及び態度
を有している。 

20 学習のふりかえりと到
達度チェック 

1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を
終了するまでの通訳オペ
レーションの手順をスム
ーズに行うことができる。 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついて知識を有している。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズに
ついての知識を利用者と
相手先のコミュニケーシ
ョンを円滑につなぐ通訳
オペレーションに活かす
ことができる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳ス
キルを以て，利用者や相手
先の発話を手話/文字/音
声に変換することができ
る。 

① 研修で学んだことについて，
自身の知識とスキルの到達
度を客観的に認識できる。 

② 今後，現場実践の中で研鑽を
積むべき自身の課題を明確
にし，知識やスキル向上のた
めの具体的な手立てを述べ
ることができる。 
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7.0. 利用者と相手先のターン
テイキングの調整や，一方
の発話がない状況におけ
る情報提供などの通話マ
ネジメント方略を有して
いる。 

8.0. カスタマーサービスとし
ての電話応対をすること
ができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理を
保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，相
手先，通訳オペレータの３
者によるコミュニケーシ
ョンとして捉え，刻一刻と
状況が変化していくなか
で通訳オペレータが対応
すべきことを構造的に把
握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的かつ
効果的な意思決定を行う
ことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をとる
ことができる。 

13.0. ケース検討を目的として，
守秘義務に留意し制限さ
れた条件や状況下でケー
スの情報共有を行うこと
ができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，
問題解決のための手立て
を考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研
鑽を続ける意欲及び態度
を有している。 
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IV. カリキュラムの実施方法 

n 教育内容の実施順は，適宜変更可とする。 

n 「実践トレーニング」は対面で実施することが望ましいが，カリキュラム全体に渡って，遠隔と非遠隔の

いずれも可とする。遠隔は，オンラインとオンデマンド，いずれも受講も可とする。 

n オンデマンド受講者に対しては，必ず当該回の課題提出を課すこと（カリキュラム・ガイドを参照）。 

 

 

V. 手話通訳オペレータと文字通訳オペレータの研修内容の差異 

n 講義部分はすべて手話通訳オペレータ，文字通訳オペレータ共通となっている。 

n 第 18回「日本手話スキル・手話通訳スキル・文字通訳スキルの向上」は，手話通訳オペレータと文字

通訳オペレータに分けて実施すること。 

n この他，グループワークや現場実習では課題や議論の内容に応じて，手話通訳オペレータと文字通訳

オペレータに分けて実施して差し支えない。 

 

 

VI. 講師の要件 

各回を担当する講師の要件は以下の通りである（表２参照）。なお，講師の要件に「電話リレーサービス

提供機関」としている回については，電話リレーサービス提供機関の判断により，当該回の内容について担

当できる講師に委嘱することができる。 
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表２ 講師の要件 

 

教育内容 講師の要件 

電話リレーサービスの背景 

 １．電話リレーサービスの基礎知識 電話リレーサービス提供機関 

電話リレーサービスの利用者とコミュニケーション・ニーズ 

 ２．聴覚障害の基礎知識 聴覚障害学，聴覚障害児教育等を専門とする大学教員。日

本手話・ろう文化に精通していることを条件とする。 ３．聴覚障害者からみた日本語・日本文化 

４．第２言語としての日本語を考慮した通訳 
日本語学・日本語教育を専門とする大学教員。多文化共生と

しての「やさしい日本語」に精通していることを条件とする。 

５．聴覚障害者にとっての電話リレーサービス 
ろうの当事者，難聴者・中途失聴者の当事者の各団体の職

員 

６．言語障害者にとっての電話リレーサービス 言語障害学，言語障害児教育等を専門とする大学教員 

通訳オペレーションの基本 

 ７．通訳オペレーションの手順 電話リレーサービス提供機関 

通訳オペレータとしての基本的姿勢 

 ８．通訳オペレータとしての職責 電話リレーサービス提供機関 

９．意思疎通支援事業と電話リレーサービスの

相違 

電話リレーサービス，手話通訳者，要約筆記者等の通訳倫

理規程に関する知見を持つ大学教員 

10. 電話応対の基本 電話応対マナーに精通し，指導経験を持つ者 

電話リレーサービスの通訳のための理論と実践 

（デマンド・コントロール・スキーマを適用した対話型作業分析） 

 11. デマンド・コントロール・スキーマの基礎知識 

デマンド・コントロール・スキーマに精通し，ワークショップ企

画や指導の経験を持つ者 

12. 通訳におけるデマンド 

13. 通訳者の内面に起因するデマンド 

14. 通訳におけるコントロール 

15. デマンドとコントロールの相互作用 

16. 職業倫理に基づく実践 

17. デマンド・コントロール・スキーマに基づいた

事例検討 

実践トレーニング 

 18. 日本手話スキル・手話通訳スキル・文字通

訳スキルの向上 電話リレーサービス提供機関 

19. 現場実習 

まとめ 

 20. 学習のふりかえりと到達度チェック 電話リレーサービス提供機関 



38 
 

 

VII. 各回におけるねらいと教育に含むべき事項 

＜電話リレーサービスの背景＞（３．０時間） 

１． 電話リレーサービスの基礎知識（３．０時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 公共インフラとして電話リレーサービスが開始されるまでの経緯について説明できる。 

② 電話リレーサービスの法的根拠について説明できる。 

③ 電話リレーサービス運用の基本的なしくみについて説明できる。 

④ 電話リレーサービス提供に係る規程について説明できる。 

 

到達目標との関連性 

1.0. サービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0. 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 電話リレーサービス公式サイト  https://nftrs.or.jp/ 

Ø 電話リレーサービス法 

Ø 電話リレーサービス提供業務規程 

Ø 障害者差別解消法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 公共インフラとして電話リレーサ

ービスが開始されるまでの経緯 

・海外の電話リレーサービス普及状況 

・日本財団電話リレーサービス・モデルプロジェクト 

② 電話リレーサービスの法的根拠 ・電話リレーサービス法 

・障害者差別解消法 

・障害者基本法と障害者基本計画 

③ 電話リレーサービス運用の基本

的なしくみ 

・電話リレーサービス提供機関の通訳オペレータを通

じて聴覚障害者等と聴覚障害者等以外の者や緊急

通報受理機関との通話を行う流れ 

・公共インフラとしての電話リレーサービスの特長（24

時間 365 日のサービス提供，双方向サービス，緊急

通報受理機関との接続など） 

・伝言と通訳の相違 

・電話リレーサービス制度の概要（電話提供事業者→

電話リレーサービス支援機関→電話リレーサービス
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提供機関の流れ，負担金，利用料など） 

④ 電話リレーサービス提供に係る

規程 

・電話リレーサービス提供業務規程 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

＜電話リレーサービスの利用者とコミュニケーション・ニーズ＞（７．５時間） 

２． 聴覚障害の基礎知識（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 聴覚障害の原因，程度，受障時期による違いについて説明できる。 

② 聴覚障害者のコミュニケーション及び社会生活上の困難について説明できる。 

③ 聴覚障害者を対象とした社会福祉サービスの概要について理解できる。 

④ 電話リレーサービスを利用する聴覚障害者の多様性について説明できる。 

 

到達目標との関連性 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有し

ている。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利

用者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 聴覚障害の原因，程度，受障時

期による違い 

 

・聴覚障害の種類と分類（耳のしくみ，オージオグラム

の見方，伝音性難聴・感音性難聴・混合性難聴，難聴

の程度，身体障害者手帳の等級など） 

② 聴覚障害者のコミュニケーション

及び社会生活上の困難 

・聴覚補償機器（補聴器，人工内耳など） 

・先天性聴覚障害者の言語習得及びコミュニケーショ

ン 

・後天性聴覚障害者のコミュニケーション 

③ 聴覚障害者を対象とした社会福

祉サービスの概要 

・聴覚障害者に係る社会福祉施策 

・障害者総合支援法における意思疎通支援事業 

④ 電話リレーサービスを利用する

聴覚障害者の多様性 

・人口統計学からみる多様性 

・聴覚障害者のコミュニケーション手段 
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・電話リレーサービスの通話内容 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

３． 聴覚障害者からみた日本語・日本文化（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 先天性聴覚障害者と聴者の間に生じる言語・文化的ギャップの背景について説明できる。 

② 先天性聴覚障害者と聴者の間に生じる言語・文化的ギャップの具体例をあげることができ

る。 

③ 先天性聴覚障害者と聴者をつなぐ言語・文化的な調整方略について論じることができる。 

 

到達目標との関連性 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有し

ている。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利

用者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 先天性聴覚障害者と聴者の間

に生じる言語・文化的ギャップ

の背景 

 

・先天性聴覚障害者の認知特性（概念形成，関連項目

/個別項目の処理など） 

・言語社会文化的な相違（日本手話・ろう文化 対 日本

語・日本文化） 

・先天性聴覚障害者における社会性スキルの獲得（心

の理論，メタ認知スキル，社会的知識など） 

・電話リテラシーの相違 

② 先天性聴覚障害者と聴者の間

に生じる言語・文化的ギャップ

の具体例 

・先天性聴覚障害児・者の文章理解方略やメタ認知ス

キル，日本手話と日本語のポライトネスの違いからみ

る聴覚障害者と聴者のコミュニケーションのずれの事

例 

③ 先天性聴覚障害者と聴者をつ

なぐ言語・文化的な調整方略 

・先天性聴覚障害者と聴者の言語・文化的ギャップの

背景を考慮した調整方略の検討事例 

【演習（グループ・ワーク）】 
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① 先天性聴覚障害者の認知特性，文章理解方略から，発話内容を予測する。 

② 日本手話・ろう文化と日本語・日本文化の相違を考慮して，クレーム申立てにおける利用者と

相手先の主張のずれの背景を探り，通訳方略を検討する。 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

４． 第２言語としての日本語を考慮した通訳（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 先天性聴覚障害者を言語的マイノリティとして捉えるべき理由を説明できる。 

② 非母語話者からみた日本語の特徴について説明できる。 

③ 母語話者の日本語について，非母語話者が意味を捉えやすいように言いかえる／書きか

えることができる。 

 

到達目標との関連性 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有し

ている。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利

用者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

・ カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

・ 庵功雄(2016)『やさしい日本語―多文化共生社会へ』（岩波新書）を読んでおくこと。 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 言語的マイノリティとしての先

天性聴覚障害者 

・日本手話を母語／第一言語とする先天性聴覚障害者 

 

② 非母語話者からみた日本語の

特徴 

・表記，膠着語，「省略」，授受表現，「は」と「が」，「の

だ」など 

③ 非母語話者にわかりやすい言

いかえ／書きかえ 

・演習形式で実施 

【演習】 

・ 電話リレーサービスの文脈において，非母語話者からみて意味がとりづらく，また不要な解釈が

生じやすい発話例を取り上げ，どのように言いかえる／書きかえるのか検討を行う。 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 
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５． 聴覚障害者にとっての電話リレーサービス（２．０時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 聴覚障害者の生活や社会参加において，電話リレーサービスがもつ意味を述べることがで

きる。 

② 聴覚障害者がどのように電話リレーサービスを利用しているのか，利用者の立場に立った

イメージをもつことができる。 

③ 利用者の立場から述べられるオペレータへの要望を，「通訳オペレータ運用指針」に照らし

合わせて受け止めることができる。 

 

到達目標との関連性 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有し

ている。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利

用者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

先天性聴覚障害者の利用経験か

ら（１．０時間） 

電話リレーサービスの手話通訳・文字通訳の両方につ

いて， 

・ どのくらいの頻度で利用しているのか 

・ どのような用件で利用しているのか 

・ 手話通訳と文字通訳の使い分けとその理由 

・ 印象に残っている通訳オペレーションのエピソード 

・ 通訳オペレータに求めること 

  など 

難聴者・中途失聴者の利用経験か

ら（１．０時間） 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

６． 言語障害者にとっての電話リレーサービス（１．０時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 言語障害の原因と症状，分類について説明できる。 

② 言語障害者のコミュニケーションにおける困難や心理について説明できる。 
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③ 言語障害をもつ利用者の通訳オペレーションにあたって考慮すべきことを説明できる。 

 

到達目標との関連性 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有し

ている。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利

用者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 
 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 言語障害の原因と症状，分類 

 

・音声機能の障害 

・言語機能の障害 

② 言語障害者のコミュニケーショ

ンにおける困難や心理 

・原因や症状による違い 

・理解・表出における困難 

・コミュニケーションへの不安や緊張 

③ 言語障害をもつ利用者の通訳

オペレーションにあたって考慮

すべきこと 

・症状や困難に応じた考慮のポイント 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

   ＜通訳オペレーションの基本＞（３．５時間） 

７． 通訳オペレーションの手順（３．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 「手話オペレータ対応マニュアル」「文字オペレータ対応マニュアル」で指定された発話も含

め，発信を受けてから通話を終了するまでの手順をスムーズに行える。 

② 不測の事態が生じたときに適切な対応をとることができる。 

③ 「手話オペレータ対応マニュアル」「文字オペレータ対応マニュアル」に示された事項に対応

することができる。 

 

到達目標との関連性 

3.0. 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手順をスムーズに行うことがで

きる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 
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教育に含むべき事項 

【事前課題】 

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 「手話オペレータ対応マニュアル」 

Ø 「文字オペレータ対応マニュアル」 

 
 
 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 発信を受けてから通話を終了

するまでの手順 

・聴覚障害者等からの発信を受けたとき 

・聴覚障害者等以外からの発信を受けたとき 

・通話を終了するとき 

② 不測の事態が生じたときの対

応 

・通信状態が悪化したとき，通話内容がよくわからなか

ったとき，両者が同じ場所にいると思われる場合，利用

者の禁止事項が生じた場合，通話中に専門機関へ通

知しなければならない事態が生じた場合など 

③ 「手話オペレータ対応マニュア

ル」「文字オペレータ対応マニ

ュアル」に示された事項への対

応 

・金融機関・通信事業者等のなりすましへの対応，個別

事項への対応，通訳オペレータの交替など 

【演習】 

・実機を使った手順の練習 

【学習到達度のチェック】 

· 「手話オペレータ対応マニュアル」「文字オペレータ対応マニュアル」に指定された通訳オペレータ

の発話についての確認テスト 

· ショートカットキーの確認テスト（文字通訳オペレータのみ） 

· カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

＜通訳オペレータとしての基本姿勢＞（６．０時間） 

８． 通訳オペレータとしての職責（３．０時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 電話リレーサービスに係る各種規程，規約，指針，マニュアル，法律等から，通訳オペレー

タの職責がどのようなものであるか述べることができる。 

② 利用者としての義務と責任がどのようなものであるか述べることができる。 

③ 通訳オペレータとして対応すべき範囲について述べることができる。 

 

到達目標との関連性 
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1.0. 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0. 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。  

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 「電話リレーサービス利用規約」 

Ø 「通訳オペレータ運用指針」 

 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 通訳オペレータの職責 

② 利用者の義務と責任 

③ 通訳オペレータとして対応すべ

き範囲 

・電話リレーサービスに係る各種規程，規約，指針，マ

ニュアル，法律等から，通訳オペレータとしての職責を

読み解く 

・「電話リレーサービス利用規約」と「通訳オペレータ運

用指針」を照合させながら，利用者に課していることや

禁じていること，通訳オペレータとしての対応を読み解く 

・守秘義務に対する考え方 

・知識・技術向上のためのケース検討におけるケース

提示と守秘義務 

【学習到達度のチェック】 

· 通訳オペレータの職責に関する確認テスト 

· カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

９． 意思疎通支援事業と電話リレーサービスの相違（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 意思疎通支援事業に基づく従来の通訳と電話リレーサービスの違いについて，通訳場面比

較チャートを使って説明できる。 

② 意思疎通支援事業と電話リレーサービスで通訳者/通訳オペレータに求められる役割と責

任の相違を，通訳倫理規程（「通訳オペレータ運用指針」「手話通訳士倫理綱領」「要約筆

記者の倫理綱領」など）に照らし合わせて述べることができる。 

③ 架空の通訳場面について，意思疎通支援事業の通訳と電話リレーサービスで判断がどの

ように異なるのか論じることができる。 

 

到達目標との関連性 

1.0. 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 
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2.0. 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 中野聡子（2022）. 対人専門職としての手話通訳における論考. 群馬大学教育実践研究第

39号, 139-147. 

Ø 「通訳オペレータ運用指針」 

Ø 「手話通訳士倫理綱領」 

Ø 「要約筆記者の倫理綱領」 

 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 意思疎通支援事業に基づく従

来の通訳と電話リレーサービ

スの比較 

・通訳場面比較チャートによる比較 

 

② 通訳倫理規程からみた意思疎

通支援事業と電話リレーサー

ビスの違い 

・「通訳オペレータ運用指針」「手話通訳士倫理綱領」

「要約筆記者の倫理綱領」などの比較 

③ 意思疎通支援事業の通訳と電

話リレーサービスの場面にお

ける事例検討 

・架空の通訳場面のシナリオを読んで，意思疎通支援

事業の通訳と電話リレーサービスにおける判断の違い

を検討 

【演習（グループ・ワーク）】 

① 「通訳オペレータ運用指針」「手話通訳士倫理綱領」「要約筆記者の倫理綱領」を比較し，(1)サ

ービスの対象，(2)言及されている通訳倫理規程の内容をまとめる。 

② 架空の通訳場面のシナリオを読んで，意思疎通支援事業の通訳と電話リレーサービスのそれ

ぞれでどのような対応が考えられるか話しあう。 

【学習到達度のチェック】 

· カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

１０． 電話応対の基本（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 電話応対で求められるカスタマーサービスの要素をあげることができる。 

② 電話応対における良いカスタマーサービスを実践することができる。 
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到達目標との関連性 

8.0. カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

"
内 

容
% 

① 電話応対で求められるカスタマ

ーサービスの要素 

・電話の特性，話し方，雰囲気，礼儀正しさ，傾聴，誠

実さについて 

 ② 良いカスタマーサービスの実

践 

【演習（グループ・ワーク）】 

・ロール・プレイによる相互チェック 

【学習到達度のチェック】 

· カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

  ＜電話リレーサービスの通訳のための理論と実践＞（10．５時間） 

（デマンド・コントロール・スキーマを適用した対話型作業分析） 

１１． デマンド・コントロール・スキーマの基礎知識（０．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① デマンド・コントロール・スキーマ（DC-S）の基本的な枠組みの全体像を述べることができ

る。 

② 通訳オペレーション業務に DC-Sを適用することの重要性について説明できる。 

 

到達目標との関連性 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ

ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべき

ことを構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決

定を行うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 
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• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第１章「通訳におけるデマンド」，第２章「通訳におけるコントロール」 

• 第１章と第２章にある章末の「理解チェック」の解答を当日提出すること。 

 
 

"
内 

容
% 

① DC-Sの基本的な枠組み ・DC-S の開発経緯と概要（４つのデマンド・カテゴリ，３

つのコントロール機会，デマンドとコントロールの相互

作用） 

② 通訳オペレーション業務にDC-

Sを適用することの重要性 

・架空の通訳場面のシナリオについて，DC-S を適用し

て説明 

【学習到達度のチェック】 

· カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

１２． 通訳におけるデマンド（２．０時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 環境に起因するデマンドとはどういうものか説明できる。 

② 人間関係に起因するデマンドとはどういうものか説明できる。 

③ 発話の性質に起因するデマンドとはどういうものか説明できる。 

④ 通訳者の内面に起因するデマンドとはどういうものか説明できる。 

⑤ ４つのデマンド（EIPI）を適切に特定し，明確に述べることができる。 

⑥ EIPIのデマンドカテゴリを適切に区別することで得られる効果について説明できる。 

 

到達目標との関連性 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュニ

ケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこと

を構造的に把握することができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第 4章「EIPIのカテゴリ」 

• 第 4章にある章末の「理解チェック」の解答を当日提出すること。 
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"
内 

容
% 

① 環境に起因するデマンド ・環境に起因するデマンドのサブカテゴリ 

・場の目的 

② 人間関係に起因するデマンド ・場の目的とコミュニケーションの目的の違い 

・思考の世界                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

③ 発話の性質に起因するデマン

ド 

・発話の知覚に影響を及ぼすパラ言語的要素 

④ 通訳者の内面に起因するデマ

ンド 

・通訳者として介在することのコミュニケーションへの影

響の自覚 

⑤ EIPI デマンドの特定と明確化 ・演習形式（グループ・ワーク）で実施 

⑥ EIPI デマンドを適切に区別する

ことの効果 

・「ラベル（名前）」があることの意味 

・予測スキルの向上 

【演習（グループ・ワーク）】 

・ 電話リレーサービスの文脈におけるシナリオについて，EIPIのデマンドをあげる。 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリック（DC-S ルーブリックの評価項目１から評価項目８を含む）を利用

した評価 

 

 

１３． 通訳者の内面に起因するデマンド（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 通訳者の内面に起因するデマンドをコントロールと混同せず区別することができる。 

② 自身について，通訳者の内面に起因するデマンドの発生傾向，コントロールの判断傾向を

客観的に述べることができる。 

 

到達目標との関連性 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ

ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべき

ことを構造的に把握することができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

・ カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

"
内 

容
% 

① 通訳者の内面に起因するデマ

ンドとコントロールの区別 

・通訳者の内面に起因するデマンドとコントロールの両

方が通訳者自身に関わっていることへの意識 

② 自身における通訳者の内面に ・演習による実施と解説 
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起因するデマンドの発生傾向

とコントロールの判断傾向 

 

【演習（グループ・ワーク）】 

① ビッグファイブ診断から通訳オペレーション業務におけるコントロールの選択傾向，通訳者の内面

に起因するデマンドの発生傾向を考える。 

② 第 10 回「電話応対の基本」での自分のパフォーマンスをふりかえり，通訳者の内面に起因するデ

マンドの発生傾向を考える。 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

１４． 通訳におけるコントロール（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 自身の有するコントロール・リソースを客観的に捉えることができる。 

② 業務開始前・業務中・業務終了後の３つのコントロール機会に分けて，どのようなコントロー

ルの例があるのかあげることができる。 

③ 業務終了後のコントロールとしてのストレス・マネジメントの重要性について論じることがで

きる。 

 

到達目標との関連性 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュニ

ケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこと

を構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決

定を行うことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第２章「通訳におけるコントロール」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第 10章「スーパービジョンによる省察的実践」 

• 第２章の「宿題」と第 10章の「理解チェック」を当日提出すること。 
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"
内 

容
% 

① 自身のコントロール・リソース ・グループ・ワークにおける宿題のふりかえりと解説 

② ３つのコントロール機会 ・業務開始前・業務中・業務終了後それぞれのコントー

ルの具体例 

③ 業務終了後のストレス・マネジ

メント 

・業務に関する相談/ストレスの放出 

・セルフケア 

・スーパービジョン 

【演習（グループ・ワーク）】 

① 宿題のふりかえり：自身のコントロール・リソースの特徴を把握する 

② 第 12回で使用した電話リレーサービスの文脈におけるシナリオについて書き出したデマンドに

対し，業務開始前・業務中・業務終了後のコントロールをあげる 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリック（DC-Sルーブリックの評価項目９と評価項目 10 を含む）を利用し

た評価 

 

 

１５． デマンドとコントロールの相互作用（２．０時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① デマンドのコンステレーション（布置）を的確に把握し，コントロールの選択肢を絞り込むこと

ができる。 

② 併発的デマンドを考慮しつつ，積極的-消極的な判断のスペクトラムにおいて，職業倫理に

則った判断を柔軟に考え出すことができる。 

③ 自身のコントロール決定の判断傾向について認識できる。 

 

到達目標との関連性 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ

ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべき

ことを構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思

決定を行うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 
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Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第５章「デマンドとコントロールの相互作用」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第７章「デマンドのコンステレーション」 

• 第５章と第７章の「理解チェック」を当日提出すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① デマンドのコンステレーション ・主要デマンドと併発的デマンド 

・倫理的・効果的な判断のための併発的デマンドの特

定 

② 積極的-消極的な判断のスペ

クトラムにおける倫理的・効果

的な判断 

・通訳者によって異なるデマンドとコントロールの相互

作用 

・「積極的な判断」「消極的な判断」とは 

・積極的―消極的な判断のスペクトラムの範囲におけ

る倫理的・効果的な判断（コントロールの選択肢） 

・柔軟性のある判断とは 

・倫理的・効果的でない判断 

③ 自身の判断傾向 ・対人専門職として自身の判断傾向を認識することの

重要性 

・DC-Sルーブリックの評価項目 11 による評価 

【演習（グループ・ワーク）】 

第 12回，第 15回で使用したシナリオを使用して，以下の課題に取りくむ。 

① いくつかの主要のデマンドについて，デマンドのコンステレーションを作成する。 

② ①のデマンドに対するコントロールの選択肢を出しあう。 

③ ②であげられたコントロールの選択肢について，積極的-消極的な判断のスペクトラムにおい

てどのあたりに位置づけられるか確認しあう。 

④ 自身があげたコントロールの選択肢と，他の受講者があげたコントロールの選択肢をみて，自

身の判断傾向をつかむ。 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリック（DC-Sルーブリックの評価項目１〜９と評価項目 11 を含む）を利

用した評価 

 

 

１６． 職業倫理に基づく実践（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 倫理的かつ効果的な意思決定アプローチにおいて，目的論と義務論それぞれの価値観の

適用の仕方を述べることができる。 

② 「通訳オペレータ運用指針」にみられる職業の価値観がどのようなものであるか述べること
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ができる。 

③ コントロールの決定によって生じるポジティブ/ネガティブな結果とはどういうものか述べるこ

とができる。 

④ コントロールの決定によって生じるデマンドに対して継続的にコントロールで対応することが

通訳オペレータの責任であると認識できる。 

 

到達目標との関連性 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュニ

ケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこと

を構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決

定を行うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第６章「目的論と実践における価値観」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第８章「コントロールの結果」 

• 第６章と第８章の「理解チェック」を当日提出すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 目的論/義務論における価値

観の適用 

・目的論と義務論における価値観の適用の仕方の違い 

 

② 通訳オペレータの倫理規定に

みる価値観 

・目的論的アプローチをとる対人専門職 

・通訳オペレータの役割：自律性，主体性，自己決定性

の価値観の尊重 

③ コントロールの決定によって生

じるポジティブ/ネガティブな結

果 

・ポジティブ/ネガティブな結果 

・共約不可能な価値 

・「デマンド」―「コントロール」―「結果」―「発生した新

たなデマンド」の流れ（DCCRD） 

④ 通訳オペレータとしての責任 ・コントロールの決定によって生じるデマンドに対して継

続的にコントロールで対応することの必要性 
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【演習（グループ・ワーク）】 

電話リレーサービスの文脈におけるシナリオを使用して，以下の課題に取りくむ。 

① 目的論/義務論に基づく意思決定を行い，(1)どのような意思決定になったか，(2)意思決定を行

ううえでどのような価値をどの段階で適用したのか話しあう。 

② デマンドとコントロールの組み合わせによって生じるポジティブ/ネガティブな結果を書き出す。 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

１７． デマンド・コントロール・スキーマに基づいた事例検討（１．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 通訳オペレーション業務を，「デマンド」―「コントロール」―「結果」―「発生した新たなデマン

ド」（DCCRD）のプロセスで捉えることができる。 

② ケース分析に必要な情報を適切に記したケースレポートを作成できる。 

③ 通訳オペレータ同士で対話型作業分析を用いて省察的実践の議論を行い，通訳オペレー

ション業務における意思決定の改善につなげることができる。 

 

到達目標との関連性 

8.0. カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュニ

ケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこと

を構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決

定を行うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

13.0. ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状況下でケースの情報共有

を行うことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

・ 受講前にカリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

・ 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定の

ために』の第３章「DC-S ルーブリック」と第９章「対話型作業分析」を読み，各章末の「理解度のチ

ェック」を当日提出すること。 
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・ 自身の通訳オペレーション業務の経験もしくは提示されたシナリオから１つ選び，ケース分析を行

うためのケースレポートを作成しておくこと。レポートの作成にあたっては，守秘義務に留意するこ

と。 
 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① DCCRD のプロセスで捉える通

訳オペレーション 

・DCCRDのプロセス 

・DCCRDを用いて省察的実践の議論を行うことの意義 

② ケースレポートの作成 ・ケースレポート作成上の留意事項 

③ 対話型作業分析を用いた省察

的実践の議論 

・グループでの発表・議論 

※デマンドの把握とコントロールの決定については，

DC-S ルーブリックの評価項目 1〜11 に基づいて評

価 

【演習（グループ・ワーク）】 

受講者が持ち寄ったケースレポートから２〜３つ選び，対話型作業分析を用いた省察的実践の議論

を行う。 

· ケース分析に必要/不要な情報の確認 

· 当該ケースのなかで考えられるコントロールについての検討 

· 自身の判断傾向と照らしあわせたふりかえり 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリック（DC-Sルーブリックの評価項目１〜11 のすべてを含む）を利用し

た評価 

 

 

＜実践トレーニング＞（９．０時間） 

１８． 日本手話スキル・手話通訳スキル・文字通訳スキルの向上（４．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

＜手話通訳オペレータ＞ 

① 日本手話スキルにおける自身の課題を認識し，スキルアップのための具体的な手立てを考

えて実践できる。 

② 「理解」→「保持」→「再表現」の通訳プロセスにおける自身の課題を認識し，スキルアップの

ための具体的な手立てを考えて実践できる。 

＜文字通訳オペレータ＞ 

① 要約筆記技法を習得し，話者の話した内容を簡潔かつ正確に伝える文にして入力すること

ができる。 

② 定型文のショートカットキー入力など，効率的に入力することができる。 

③ 先天性聴覚障害者の文章理解方略や「やさしい日本語」を考慮したわかりやすい文で入力

することができる。 
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到達目標との関連性 

6.0. 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手話/文字/音声に変換する

ことができる。 

 

教育に含むべき事項（手話通訳オペレータ） 

【事前課題】 

・ カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 日本手話スキルにおける自身

の課題の認識とスキルアップ

のための手立て 

・通訳パフォーマンスに対するフィードバック指導 

・日本手話の言語的知識に照らしあわせた自身の課題

分析 

② 通訳スキルにおける自身の課

題の認識とスキルアップのた

めの手立て 

・通訳パフォーマンスに対するフィードバック指導 

・通訳プロセスからみる自身の課題分析 

【演習】 

提示された通訳素材について訳出を行い，フィードバック指導を受ける 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

教育に含むべき事項（文字通訳オペレータ） 

【事前課題】 

・ カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

・ 文字通訳オペレータ対応マニュアルに示された定型文やショートカットキー入力がスムーズに入

力できるように練習しておくこと。 
 
 
 
 

"
内 

容
% 

① 要約筆記技法 ・スコーピング，文末処理，省略，置換，付加，圧縮，切

り離しなどの要約筆記技法について 

・提示された通訳素材を用いた入力練習 

② 効率的な入力 ・提示された通訳素材を用いた入力練習 

③ 日本語非母語話者の利用者を

考慮したわかりやすい日本語 

・提示された通訳素材を用いた入力練習 

（第３回「聴覚障害者からみた日本語・日本文化」，第４

回「第２言語としての日本語を考慮した通訳」を参照） 

【演習】 

提示された通訳素材について訳出を行い，フィードバック指導を受ける 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

１９． 現場実習（４．５時間） 
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ねらい（学習目標） 

① 高い言語スキルと通訳スキルを以て，話者が述べたことを過不足なく，かつわかりやすく手

話/文字/音声に変換することができる。 

② 通訳オペレータとして対応すべきデマンドを構造的にとらえ，職業倫理に則った柔軟な判断

を行うことができる。 

③ カスタマーサービスとしての電話応対ができる。 

④ 通話マネジメント方略を適切に使うことができる。 

⑤ 担当した通訳オペレーション業務についてケースレポートを作成・提示し，意思決定の改善

につながる省察的実践の議論を行うことができる。 

 

到達目標との関連性 

1.0. 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0. 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手順をスムーズに行うことがで

きる。 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有し

ている。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利

用者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手話/文字/音声に変換する

ことができる。 

7.0. 利用者と相手先のターンテイキングの調整や，一方の発話がない状況における情報提供など

の通話マネジメント方略を有している。 

8.0. カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュニ

ケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきことを

構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決

定を行うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

13.0. ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状況下でケースの情報共有を

行うことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 
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教育に含むべき事項 

【事前課題】 

・ カリキュラム・ガイド及びこれまでに使用した受講資料に目を通しておくこと。 

【実習内容】 

① 現場実習 

自身の通訳オペレーション業務について，カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用して評価を

行う。 

② ふりかえり（対話型作業分析を用いた省察的実践） 

ケースレポートをもとにグループで議論を行い，目的論に基づいた意思決定についてふりかえ

りと検討を行う。 

【学習到達度のチェック】 

カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用した評価 

 

 

＜まとめ＞（０．５時間） 

２０． 学習のふりかえりと到達度チェック（０．５時間） 

 

ねらい（学習目標） 

① 研修で学んだことについて，自身の知識とスキルの到達度を客観的に認識できる。 

② 今後，現場実践の中で研鑽を積むべき自身の課題を明確にし，知識やスキル向上のため

の具体的な手立てを述べることができる。 

 

到達目標との関連性 

1.0. 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0. 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手順をスムーズに行うことがで

きる。 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有し

ている。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利

用者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手話/文字/音声に変換する

ことができる。 

7.0. 利用者と相手先のターンテイキングの調整や，一方の発話がない状況における情報提供など

の通話マネジメント方略を有している。 

8.0. カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュニ
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ケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきことを

構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決

定を行うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

13.0. ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状況下でケースの情報共有を

行うことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

 

教育に含むべき事項 

【事前課題】 

・ カリキュラム・ガイド及びこれまでに使用した受講資料に目を通しておくこと。 

ワークシートを使用して以下の作業を行う。 

① チェックリストを利用して，自身の電話リレーサービスに関する知識，聴覚障害者等の利用者

に関する知識，各種規程等に関する知識，言語スキル，通訳スキル，電話応対スキル，倫理

的・効果的な意思決定を行うスキル，省察的実践に基づいて知識やスキルを向上させていくた

めの基盤づくりの到達度について評価を行う。 

② 到達度の低い項目について，知識やスキル向上のための具体的な手立てと取り組みのため

の計画を書き出す。 
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１．到達⽬標	

1.0. 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0. 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手順をスムーズに行うことが

できる。 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有

している。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を

利用者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことがで

きる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手話/文字/音声に変換するこ

とができる。 

7.0. 利用者と相手先のターンテイキングの調整や，一方の発話がない状況における情報提供など

の通話マネジメント方略を有している。 

8.0. カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミ

ュニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべ

きことを構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決

定を行うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

13.0. ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状況下でケースの情報共有を

行うことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 
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２．学習内容と時間数	

   

教育内容 時間数 

電話リレーサービスの背景 3.0 

 １．電話リレーサービスの基礎知識 3.0 

電話リレーサービスの利用者とコミュニケーション・ニーズ 7.5 

 ２．聴覚障害の基礎知識 1.5 

３．聴覚障害者からみた日本語・日本文化 1.5 

４．第２言語としての日本語を考慮した通訳 1.5 

５．聴覚障害者にとっての電話リレーサービス 2.0 

６．言語障害者にとっての電話リレーサービス 1.0 

通訳オペレーションの基本 3.5 

 ７．通訳オペレーションの手順 3.5 

通訳オペレータとしての基本的姿勢 6.0 

 ８．通訳オペレータとしての職責 3.0 

９．意思疎通支援事業と電話リレーサービスの相違 1.5 

10. 電話応対の基本 1.5 

電話リレーサービスの通訳のための理論と実践 

（デマンド・コントロール・スキーマを適用した対話型作業分析） 
10.5 

 11. デマンド・コントロール・スキーマの基礎知識 0.5 

12. 通訳におけるデマンド 2.0 

13. 通訳者の内面に起因するデマンド 1.5 

14. 通訳におけるコントロール 1.5 

15. デマンドとコントロールの相互作用 2.0 

16. 職業倫理に基づく実践 1.5 

17. デマンド・コントロール・スキーマに基づいた事例検討 1.5 

実践トレーニング 9.0 

 18. 日本手話スキル・手話通訳スキル・文字通訳スキルの向上 4.5 

19. 現場実習 4.5 

まとめ 0.5 

 20. 学習のふりかえりと到達度チェック 0.5 

合  計 40.0 時間 
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３．到達⽬標と各回の学習⽬標の関係	

 

No テーマ 到達目標との関連性 ねらい（学習目標） 

1 電話リレーサービスの
基礎知識 

1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。 

①  公共インフラとして電話リ
レーサービスが開始される
までの経緯について説明で
きる。 

② 電話リレーサービスの法的
根拠について説明できる。 

③ 電話リレーサービス運用の
基本的なしくみについて説
明できる。 

④ 電話リレーサービス提供に
係る規程について説明でき
る。 

2 聴覚障害の基礎知識 4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
について知識を有してい
る。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
についての知識を利用者
と相手先のコミュニケー
ションを円滑につなぐ通
訳オペレーションに活か
すことができる。 

① 聴覚障害の原因，程度，受
障時期による違いについて
説明できる。 

② 聴覚障害者のコミュニケー
ション及び社会生活上の困
難について説明できる。 

③ 聴覚障害者を対象とした社
会福祉サービスの概要につ
いて理解できる。 

④ 電話リレーサービスを利用
する聴覚障害者の多様性に
ついて説明できる。 

3 聴覚障害者からみた日
本語・日本文化 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
について知識を有してい
る。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
についての知識を利用者
と相手先のコミュニケー
ションを円滑につなぐ通
訳オペレーションに活か
すことができる。 

① 先天性聴覚障害者と聴者の
間に生じる言語・文化的ギ
ャップの背景について説明
できる。 

② 先天性聴覚障害者と聴者の
間に生じる言語・文化的ギ
ャップの具体例を挙げるこ
とができる。 

③ 先天性聴覚障害者と聴者の
間の言語・文化的な調整方
略について論じることがで
きる。 
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4 第２言語としての日本
語を考慮した通訳 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
について知識を有してい
る。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
についての知識を利用者
と相手先のコミュニケー
ションを円滑につなぐ通
訳オペレーションに活か
すことができる。 

① 先天性聴覚障害者を言語的
マイノリティとして捉える
べき理由を説明できる。 

② 非母語話者からみた日本語
の特徴につい て説明で き
る。 

③ 母語 話 者 の 日 本 語 につい
て，非母語話者が意味を捉
えやすいように言いかえる
／書 き か え る こ と が で き
る。 

5 聴覚障害者にとっての
電話リレーサービス 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
について知識を有してい
る。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
についての知識を利用者
と相手先のコミュニケー
ションを円滑につなぐ通
訳オペレーションに活か
すことができる。 

① 聴覚障害者の生活や社会参
加において，電話リレーサ
ービスがもつ意味を述べる
ことができる。 

② 聴覚障害者がどのように電
話リレーサービスを利用し
ているのか，利用者の立場
に立ったイメージをもつこ
とができる。 

③ 利用者の立場から述べられ
るオペレータへの要望を，
「 通 訳 オ ペ レ ー タ運用指
針」に照らし合わせて受け
止めることができる。 

6 言語障害者にとっての
電話リレーサービス 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
について知識を有してい
る。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
についての知識を利用者
と相手先のコミュニケー
ションを円滑につなぐ通
訳オペレーションに活か
すことができる。 

① 言語障害の原因と症状，分
類について説明できる。 

② 言語障害者のコミュニケー
ションにおける困難や心理
について説明できる。 

③ 言語障害をもつ利用者の通
訳オペレーションにあたっ
て考慮すべきことを説明で
きる。 

7 通訳オペレーションの
手順 

3.0. 発信を受けてから通話を
終了するまでの通訳オペ
レーションの手順をスム
ー ズ に 行 う こ と が で き
る。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理

① 「手話オペレータ対応マニ
ュアル」「文字オペレータ
対応マニュアル」で指定さ
れた発話も含め，発信を受
けてから通話を終了するま
での手順をスムーズに行え
る。 
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を保持す る こ と が で き
る。 

② 不測の事態が生じたときに
適切な対応をとることがで
きる。 

③ 「手話オペレータ対応マニ
ュアル」「文字オペレータ
対応マニュアル」に示され
た事項に対応することがで
きる。 

8 通訳オペレータとして
の職責 

1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。  

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理
を保持す る こ と が で き
る。 

① 電話リレーサービスに係る
各種規程，規約，指針，マ
ニュアル，法律等から，通
訳オペレータの職責がどの
ようなものであるか述べる
ことができる。 

② 利用者としての義務と責任
がどのようなものであるか
述べることができる。 

③ 通訳オペレータとして対応
すべき範囲について述べる
ことができる。 

9 意思疎通支援事業と電
話リレーサービスの相
違 

1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理
を保持す る こ と が で き
る。 

① 意思疎通支援事業に基づく
従来の通訳と電話リレーサ
ービスの違いについて，通
訳場面比較チャートを使っ
て説明できる。 

② 意思疎通支援事業と電話リ
レーサービスで通訳者/通訳
オペレータに求められる役
割と責任の相違を，通訳倫
理規程（「通訳オペレータ
運用指針」「手話通訳士倫
理綱領」「要約筆記者の倫
理綱領」など）に照らし合
わせて述べる こ と が で き
る。 

③ 架空の通訳場面について，
意思疎通支援事業の通訳と
電話リレーサービスで判断
がどのように異なるのか論
じることができる。 

10 電話応対の基本 8.0. カスタマーサービスとし
ての電話応対をすること
ができる。 

① 電話応対で求められるカス
タマーサービスの要素を挙
げることができる。 

② 電話応対における良いカス
タマーサービスを実践する
ことができる。 
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11 デマンド・コントロー
ル・スキーマの基礎知
識 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的か
つ効果的な意思決定を行
うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をと
ることができる。 

14.0. 自身の力で 課 題 を 発見
し，問題解決のための手
立てを考えることができ
る。 

15.0. 対人専門職として，自己
研鑽を続ける意欲及び態
度を有している。 

① デマンド・コントロール・
スキーマ（DC-S）の基本
的な枠組みの全体像を述べ
ることができる。 

② 通訳オペレーション業務に
DC-S を適用することの重
要性について説明できる。 

12 通訳におけるデマンド 10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

14.0. 自身の力で 課 題 を 発見
し，問題解決のための手
立てを考えることができ
る。 

① 環境に起因するデマンドと
はどういうものか説明でき
る。 

② 人間関係に起因するデマン
ドとはどういうものか説明
できる。 

③ 発話の性質に起因するデマ
ンドとはどういうものか説
明できる。 

④ 通訳者の内面に起因するデ
マンドとはどういうものか
説明できる。 

⑤ ４つのデマンド（EIPI）を適
切に特定し，明確に述べる
ことができる。 

⑥ EIPI のデマンドカテゴリを
適切に区別することで得ら
れる効果について説明でき
る。 
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13 通訳者の内面に起因す
るデマンド 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

15.0. 対人専門職として，自己
研鑽を続ける意欲及び態
度を有している。 

① 通訳者の内面に起因するデ
マンドをコントロールと混
同せず区別することができ
る。 

② 自身について，通訳者の内
面に起因するデマンドの発
生傾向，コントロールの判
断傾向を客観的に述べるこ
とができる。 

14 通訳におけるコントロ
ール 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的か
つ効果的な意思決定を行
うことができる。 

14.0. 自身の力で 課 題 を 発見
し，問題解決のための手
立てを考えることができ
る。 

① 自身の有するコントロー
ル・リソースを客観的に捉
えることができる。 

② 業務開始前・業務中・業務
終了後の３つのコントロー
ル機会に分けて，どのよう
なコントロールの例がある
のかあげることができる。 

③ 業務終了後のコントロール
としてのストレス・マネジ
メントの重要性について論
じることができる。 

15 デマンドとコントロー
ルの相互作用 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的か
つ効果的な意思決定を行
うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認

① デマンドのコンステレーシ
ョン（布置）を的確に把握
し，コントロールの選択肢
を絞り込むことができる。 

② 併発的デマンドを考慮しつ
つ，積極的-消極的な判断の
スペクトラムにおいて，職
業倫理に則った判断を柔軟
に考え出すことができる。 

③ 自身のコントロール決定の
判断傾向について認識でき
る。 
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識し，継続的な対応をと
ることができる。 

14.0. 自身の力で 課 題 を 発見
し，問題解決のための手
立てを考えることができ
る。 

15.0. 対人専門職として，自己
研鑽を続ける意欲及び態
度を有している。 

16 職業倫理に基づく実践 9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理
を保持す る こ と が で き
る。 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的か
つ効果的な意思決定を行
うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をと
ることができる。 

14.0. 自身の力で 課 題 を 発見
し，問題解決のための手
立てを考えることができ
る。 

15.0. 対人専門職として，自己
研鑽を続ける意欲及び態
度を有している。 

① 倫理的かつ効果的な意思決
定アプローチにおいて，目
的論と義務論それぞれの価
値観の適用の仕方を述べる
ことができる。 

② 「通訳オペレータ運用指
針」にみられる職業の価値
観がどのようなものである
か述べることができる。 

③ コントロールの決定によっ
て生じるポジティブ/ネガテ
ィブな結果とはどういうも
のか述べることができる。 

④ コントロールの決定によっ
て生じるデマンドに対して
継続的にコントロールで対
応することが通訳オペレー
タの責任であると認識でき
る。 

17 デマンド・コントロー
ル・スキーマに基づい
た事例検討 

8.0. カスタマーサービスとし
ての電話応対をすること
ができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理
を保持す る こ と が で き
る。 

① 通 訳 オ ペ レ ー シ ョ ン 業務
を，「デマンド」—「コン
ト ロ ー ル 」—「結果」—
「 発 生 し た新た な デ マ ン
ド」（DCCRD）のプロセ
スで捉えることができる。 



72 

	

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的か
つ効果的な意思決定を行
うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をと
ることができる。 

13.0. ケー ス 検 討 を 目 的 と し
て，守秘義務に留意し制
限された条件や状況下で
ケースの情報共有を行う
ことができる。 

14.0. 自身の力で 課 題 を 発見
し，問題解決のための手
立てを考えることができ
る。 

15.0. 対人専門職として，自己
研鑽を続ける意欲及び態
度を有している。 

② ケース分析に必要な情報を
適切に記したケースレポー
トを作成できる。 

③ 通訳オペレータ同士で対話
型作業分析を用いて省察的
実践の議論を行い，通訳オ
ペレーション業務における
意思決定の改善につなげる
ことができる。 

18 日本手話スキル・手話
通訳スキル・文字通訳
スキルの向上 

6.0. 高い言語スキルと通訳ス
キルを以て，利用者や相
手先の発話を手話/文字/
音声に変換することがで
きる。 

＜手話通訳オペレータ＞ 

① 日本手話スキルにおける自
身の課題を認識し，スキル
アップのための具体的な手
立てを考えて実践できる。 

② 「理解」→「保持」→「再
表現」の通訳プロセスにお
ける自身の課題を認識し，
スキルアップのための具体
的な手立てを考えて実践で
きる。 

＜文字通訳オペレータ＞ 

① 要約筆記技法を習得し，話
者の話した内容を簡潔かつ
正確に伝える文にして入力
することができる。 
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② 定型文のショートカットキ
ー入力など，効率的に入力
することができる。 

③ 先天性聴覚障害者の文章理
解方略や 「 やさし い 日 本
語」を考慮したわかりやす
い文で入力することができ
る。 

19 現場実習 1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を
終了するまでの通訳オペ
レーションの手順をスム
ー ズ に 行 う こ と が で き
る。 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
について知識を有してい
る。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
についての知識を利用者
と相手先のコミュニケー
ションを円滑につなぐ通
訳オペレーションに活か
すことができる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳ス
キルを以て，利用者や相
手先の発話を手話/文字/
音声に変換することがで
きる。 

7.0. 利用者と相手先のターン
テイキングの調整や，一
方の発話がない状況にお
ける情報提供などの通話
マネジメント方略を有し
ている。 

8.0. カスタマーサービスとし
ての電話応対をすること
ができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理

① 高い言語スキルと通訳スキ
ルを以て，話者が述べたこ
とを過不足なく，かつわか
りやすく手話/文字/音声に
変換することができる。 

② 通訳オペレータとして対応
すべきデマンドを構造的に
とらえ，職業倫理に則った
柔軟な判断を行うことがで
きる。 

③ カスタマーサービスとして
の電話応対ができる。 

④ 通話マネジメント方略を適
切に使うことができる。 

⑤ 担当した通訳オペレーショ
ン業務についてケースレポ
ートを作成し，意思決定の
改善につながる省察的実践
の議論を 行 う こ と が で き
る。 
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を保持す る こ と が で き
る。 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的か
つ効果的な意思決定を行
うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をと
ることができる。 

13.0. ケー ス 検 討 を 目 的 と し
て，守秘義務に留意し制
限された条件や状況下で
ケースの情報共有を行う
ことができる。 

14.0. 自身の力で 課 題 を 発見
し，問題解決のための手
立てを考えることができ
る。 

15.0. 対人専門職として，自己
研鑽を続ける意欲及び態
度を有している。 

20 学習のふりかえりと到
達度チェック 

1.0. 電話リレーサービスの仕
組みと社会的意義を理解
している。 

2.0. 電話リレーサービスにお
ける通訳オペレータの役
割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を
終了するまでの通訳オペ
レーションの手順をスム
ー ズ に 行 う こ と が で き
る。 

4.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ

① 研修で 学んだこ と につい
て，自身の知識とスキルの
到達度を客観的に認識でき
る。 

② 今後，現場実践の中で研鑽
を積むべき自身の課題を明
確にし，知識やスキル向上
のための具体的な手立てを
述べることができる。 
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について知識を有してい
る。 

5.0. 電話リレーサービスの多
様な利用者像やそのコミ
ュニケーション・ニーズ
についての知識を利用者
と相手先のコミュニケー
ションを円滑につなぐ通
訳オペレーションに活か
すことができる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳ス
キルを以て，利用者や相
手先の発話を手話/文字/
音声に変換することがで
きる。 

7.0. 利用者と相手先のターン
テイキングの調整や，一
方の発話がない状況にお
ける情報提供などの通話
マネジメント方略を有し
ている。 

8.0. カスタマーサービスとし
ての電話応対をすること
ができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指
針」に示される職業倫理
を保持す る こ と が で き
る。 

10.0. 電話リレーサービスにお
けるやりとりを利用者，
相手先，通訳オペレータ
の３者によるコミュニケ
ーションとして捉え，刻
一刻と状況が変化してい
くなかで通訳オペレータ
が対応すべきことを構造
的に把握することができ
る。 

11.0. 通訳オペレーション業務
において生じる状況を幅
広く考慮して，倫理的か
つ効果的な意思決定を行
うことができる。 

12.0. 通訳オペレータとして行
った意思決定の結果を認
識し，継続的な対応をと
ることができる。 

13.0. ケー ス 検 討 を 目 的 と し
て，守秘義務に留意し制
限された条件や状況下で
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ケースの情報共有を行う
ことができる。 

14.0. 自身の力で 課 題 を 発見
し，問題解決のための手
立てを考えることができ
る。 

15.0. 対人専門職として，自己
研鑽を続ける意欲及び態
度を有している。 
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４．事前課題と予習	

事前課題や予習を行うことで，研修における学びを深め，知識を実践に結びつける学習活動が可能

となります。このカリキュラムでは，事前課題を設定している回があります。事前課題や予習には

積極的に取り組みましょう。 

 

５．学習活動	

このカリキュラムでは，知識を実践に結びつけ自ら問題を解決する力を育むため，グループワーク

や演習といったアクティブ・ラーニングを多く取り入れています。学習活動では積極的に意見を出

し合っていきましょう。 

 

６．ルーブリックによる学習到達度の評価	

各回において，受講者自身の学習到達度を評価するルーブリックを取り入れています。受講後，設

けられている学習目標についての到達度を必ずチェックするようにして，十分に身につけられてい

るものとそうでないものを把握し，その後の学習のなかで意識していくようにしましょう。 

 

７．オンデマンド受講	

オンデマンド受講では，グループワーク等行えない学習活動がありますので，提出課題を設けてい

ます。オンデマンド受講者は必ず指定された課題に取りくみ，提出するようにしてください。 

 

８．使⽤する書籍・⽂献	

高木真知子・中野聡子（2022）. デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話

通訳 倫理的・効果的な意思決定のために. 明石書店. 

庵功雄（2020）. やさしい日本語—多文化共生社会へ 岩波新書（新赤版）. 岩波書店. 

中野聡子（2022）. 対人専門職としての手話通訳教育における論考. 群馬大学共同教育学部附属教

育実践センター紀要「教育実践研究」, 39, 137-147. 
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各回の内容 
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	 	 電話リレーサービスの背景	

1． 電話リレーサービスの基礎知識	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 公共インフラとして電話リレーサービスが開始されるまでの経緯について説明できる。 

2. 電話リレーサービスの法的根拠について説明できる。 

3. 電話リレーサービス運用の基本的なしくみについて説明できる。 

4. 電話リレーサービス提供に係る規程について説明できる。 

	

到達⽬標との関連性	

1.0．電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0．電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

	

研修時間	

３．０時間 

	

実施形態	

講義 

	

主な内容	

1. 公共インフラとして電話リレーサービスが開始されるまでの経緯 

u コースの全体像 

u 公共インフラとしての電話リレーサービス（開始までの経緯，法的根拠，規程等） 

u 電話リレーサービスの基本的なしくみ 

＜トピックス＞ 
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・ 海外の電話リレーサービス普及状況 

・ 日本財団電話リレーサービス・モデルプロジェクト 

 

2. 電話リレーサービスの法的根拠 

・ 電話リレーサービス法 

・ 障害者差別解消法 

・ 障害者基本法と障害者基本計画 

 

3. 電話リレーサービス運用の基本的なしくみ 

・ 電話リレーサービス提供機関の通訳オペレータを通じて聴覚障害者等と聴覚障害者等以外の者や
緊急通報受理機関との通話を行う流れ 

・ 公共インフラとしての電話リレーサービスの特長（24 時間 365 日のサービス提供，双方向サー
ビス，緊急通報受理機関との接続など） 

・ 伝言と通訳の相違 

・ 電話リレーサービス制度の概要（電話提供事業者→電話リレーサービス支援機関→電話リレーサ

ービス提供機関の流れ，負担金，利用料など） 

 

4. 電話リレーサービス提供に関わる規程 

・ 電話リレーサービス提供業務規程 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 電話リレーサービス公式サイト  https://nftrs.or.jp/ 

• 電話リレーサービス法 

• 電話リレーサービス提供業務規程 

• 障害者差別解消法 

• 障害者基本法と障害者基本計画 

	

事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 電話リレーサービス公式サイト  https://nftrs.or.jp/ 

Ø 電話リレーサービス法 

Ø 電話リレーサービス提供業務規程 

Ø 障害者差別解消法 
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Ø 障害者基本法と障害者基本計画 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 電話リレーサービスの概要（サービスのしくみ，設立経緯，法的根拠，法的規制）と，どのよう
なオペレータになることを目指しているのか展望について 800〜1,000 字程度でレポートをま

とめること。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 15 

1. 公共インフラとし
て電話リレーサー
ビスが開始される
までの経緯につい
て説明できる。 

 

電話リレーサービスの
開始経緯についてほと
んど説明できない。 

日本財団モデル・プロ
ジェクトのことにもふ
れつつ，公共インフラ
サービス開始までのお
おまかな経緯について
説明できる。 

日本財団モデル・プロ
ジェクトとの違いを含
め，公共インフラサー
ビス開始までの経緯を
詳細に説明できる。 

2. 電話リレーサービ
スの法的根拠につ
いて説明できる。 

 

電話リレーサービスに
関連する法律に記載さ
れている事項について
ほとんど説明で き な
い。 

電話リレーサービスに
関連する法律について
重要な事項をいくつか
あげて説明できる。 

電話リレーサービスに
関連する法律について
どのようなことが記載
されているのか詳細に
説明できる。 

3. 電話リレーサービ
スの基本的なしく
みについて説明で
きる。 

 

電話リレーサービスの
しくみについてほとん
ど説明することができ
ない。 

電話リレーサービスの
しくみについて基本的
な事柄をあげて説明で
きる。 

電話リレーサービスの
しくみについて詳細に
説明できる。 
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第２回「聴覚障害の基礎知識」に向けた準備	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。	

  

4. 電話リレーサービ
ス提供に係る規程
について説明でき
る。 

 

電話リレーサービス提
供業務規程についてほ
とんど説明できない。 

電話リレーサービス提
供業務規程について基
本的な事柄をあげて説
明できる。 

電話リレーサービス提
供業務規程について詳
細に説明できる。 
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	 	 電話リレーサービスの利⽤者とコミュニケーション・ニーズ	

２．聴覚障害の基礎知識	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 聴覚障害の原因，程度，受障時期による違いについて説明できる。 

2. 聴覚障害者のコミュニケーション及び社会生活上の困難について説明できる。 

3. 聴覚障害者を対象とした社会福祉サービスの概要について理解できる。 

4. 電話リレーサービスを利用する聴覚障害者の多様性について説明できる。 

	

到達⽬標との関連性	

4.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有して

いる。 

5.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利用

者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。	

	

研修時間	

１．５時間 

	

実施形態	

講義 

	

u 聴覚障害の原因，程度，受障時期による違い 

u 聴覚障害者のコミュニケーション及び社会生活上の困難 

u 聴覚障害者を対象とした社会福祉サービスの概要 

u 電話リレーサービスを利用する聴覚障害者の多様性 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

1. 聴覚障害の原因，程度，受障時期による違い 

・ 聴覚障害の種類と分類（耳のしくみ，オージオグラムの見方，伝音性難聴・感音性難聴・混合性
難聴，難聴の程度，身体障害者手帳の等級など） 

 

2. 聴覚障害者のコミュニケーション及び社会生活上の困難 

・ 聴覚補償機器（補聴器，人工内耳など） 

・ 先天性聴覚障害者の言語習得及びコミュニケーション 

・ 後天性聴覚障害者のコミュニケーション 

 

3. 聴覚障害者を対象とした社会福祉サービスの概要 

・ 聴覚障害者に係る社会福祉施策 

・ 障害者総合支援法における意思疎通支援事業 

 

4. 電話リレーサービスを利用する聴覚障害者の多様性 

・ 人口統計学からみる多様性 

・ 聴覚障害者のコミュニケーション手段 

・ 電話リレーサービスの通話内容 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

	

事前課題	

カリキュラムガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 電話リレーサービスを利用する聴覚障害者の多様性について述べ，通訳オペレーション業務を行う
際，どのようなことに留意すべきか 800〜1,000 字程度でレポートをまとめること。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 
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ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

	

第３回「聴覚障害者からみた⽇本語・⽇本⽂化」に向けた準備	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。	

  

カテゴリ 5 10 15 

1. 聴覚障害の原因，
程度，受障時期に
よる違いについて
説明できる。 

 

聴 覚 障 害 の原因，程
度，受障時期の違いに
よる分類をほとんど説
明できない。 

聴 覚 障 害 の原因，程
度，受障時期の違いに
よる分類を部分的に説
明できる。 

聴 覚 障 害 の原因，程
度，受障時期の違いに
よる分類を詳細に説明
できる。 

2. 聴覚障害者のコミ
ュニケーション及
び社会生活上の困
難について説明で
きる。 

 

聴覚障害者のコミュニ
ケーション及び社会生
活上の困難についてほ
とんど説明できない。 

聴覚障害者のコミュニ
ケーション及び社会生
活上の困難の一部につ
いて説明できる。 

聴覚障害者のコミュニ
ケーション及び社会生
活上の困難についてさ
まざまな観点から説明
できる。 

3. 聴覚障害者を対象
とした社会福祉サ
ービスの概要につ
いて説明できる。 

 

聴覚障害者を対象とし
た社会福祉サービスに
ついて，意思疎通支援
事業を含めほとんど説
明できない。 

聴覚障害者を対象とし
た社会福祉サービスに
ついて，意思疎通支援
事業を含め，３つ以上
あげて説明できる。 

聴覚障害者を対象とし
た社会福祉サービスに
ついて，意思疎通支援
事業を含め，５つ以上
あげて説明できる。 

4. 電話リレーサービ
スを利用する聴覚
障害者の多様性に
つい て説明で き
る。 

 

電話リレーサービスを
利用する聴覚障害者の
多様性について，生理
的・社会的・言語的観
点のうち１つの観点か
らのみ説明できる。 

電話リレーサービスを
利用する聴覚障害者の
多様性について，生理
的・社会的・言語的観
点のうち２つの観点か
ら説明できる。 

電話リレーサービスを
利用する聴覚障害者の
多様性について，生理
的・社会的・言語的観
点から詳細に説明でき
る。 
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	 	 電話リレーサービスの利⽤者とコミュニケーション・ニーズ	

３． 聴覚障害者からみた⽇本語・⽇本⽂化	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 先天性聴覚障害者と聴者の間に生じる言語・文化的ギャップの背景について説明できる。 

2. 先天性聴覚障害者と聴者の間に生じる言語・文化的ギャップの具体例をあげることができる。 

3. 先天性聴覚障害者と聴者をつなぐ言語・文化的な調整方略について論じることができる。 

	

到達⽬標との関連性	

4.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有して

いる。 

5.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利用

者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

	

研修時間	

１．５時間 

	

実施形態	

講義 

演習（グループ・ワーク） 

	

u 先天性聴覚障害者と聴者の間に生じる言語・文化的ギャップの背景 

u 先天性聴覚障害者と聴者の間に生じる言語・文化的ギャップの具体例 

u 先天性聴覚障害者と聴者をつなぐ言語・文化的な調整方略 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

1. 先天性聴覚障害者と聴者の間に生じる言語・文化的ギャップの背景 

・ 先天性聴覚障害者の認知特性（概念形成，関連項目/個別項目の処理など） 

・ 言語社会文化的な相違（日本手話・ろう文化 対 日本語・日本文化） 

・ 先天性聴覚障害者における社会性スキルの獲得（心の理論，メタ認知スキル，社会的知識など） 

・ 電話リテラシーの相違 

 

2. 先天性聴覚障害者と聴者の間に生じる言語・文化的ギャップの具体例 

・ 先天性聴覚障害児・者の文章理解方略やメタ認知スキル，日本手話と日本語のポライトネスの違
いからみる聴覚障害者と聴者のコミュニケーションのずれの事例 

 

3. 先天性聴覚障害者と聴者をつなぐ言語・文化的な調整方略 

・ 先天性聴覚障害者と聴者の言語・文化的ギャップの背景を考慮した調整方略の検討事例 

 

※演習（グループ・ワーク） 

① 先天性聴覚障害者の認知特性，文章理解方略から発話内容を予測する。 

② 日本手話・ろう文化と日本語・日本文化の相違を考慮して，クレーム申立てにおける利用者と相
手先の主張のずれの背景を探り，通訳方略を検討する。 

 

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

	

事前課題	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• オンライン受講者がグループ・ワークとして行った課題に取りくみ，回答を提出すること。 

① 先天性聴覚障害者の認知特性，文章理解方略から，発話内容を予測する。 

② 日本手話・ろう文化と日本語・日本文化の相違を考慮して，クレーム申立てにおける利用者
と相手先の主張のずれの背景を探り，通訳方略を検討する。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 
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ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

	

第４回「第２⾔語としての⽇本語を考慮した通訳」に向けた準備	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

• 庵功雄(2016)『やさしい日本語—多文化共生社会へ』（岩波新書）を読んでおくこと。	

	

  

カテゴリ 5 10 15 

1. 先天性聴覚障害者
と聴者の間に生じ
る言語・文化的ギ
ャップの背景につ
いて説明できる。 

 

先天性聴覚障害者と聴
者の間に生じる言語・
文化的ギャップの背景
についてほとんど説明
できない。 

先天性聴覚障害者と聴
者の間に生じる言語・
文化的ギャップの背景
について，部分的に説
明できる。 

先天性聴覚障害者と聴
者の間に生じる言語・
文化的ギャップの背景
について，適切に説明
できる。 

2. 先天性聴覚障害者
と聴者の間に生じ
る言語・文化的ギ
ャップの具体例を
あげることができ
る。 

 

先天性聴覚障害者と聴
者の間に生じる言語・
文化的ギャップの具体
例を１つしかあげるこ
とができない。 

先天性聴覚障害者と聴
者の間に生じる言語・
文化的ギャップの具体
例を３つあげることが
できる。 

先天性聴覚障害者と聴
者の間に生じる言語・
文化的ギャップの具体
例を多数あげることが
できる。 

3. 先天性聴覚障害者
と 聴 者 の 間 の 言
語・文化的な調整
方略について論じ
ることができる。 

 

先天性聴覚障害者と聴
者の間の言語・文化的
な調整方略についてほ
とんど論じることがで
きない。 

先天性聴覚障害者と聴
者の間の言語・文化的
な調整方略について３
つあげて論じることが
できる。 

先天性聴覚障害者と聴
者の間の言語・文化的
な調整方略について，
多数あげて論じること
ができる。 
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	 	 電話リレーサービスの利⽤者とコミュニケーション・ニーズ	

４． 第２⾔語としての⽇本語を考慮した通
訳	

	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 先天性聴覚障害者を言語的マイノリティとして捉えるべき理由を説明できる。 

2. 非母語話者からみた日本語の特徴について説明できる。 

3. 母語話者の日本語について，非母語話者が意味を捉えやすいように言いかえる／書きかえること
ができる。 

 

到達⽬標との関連性	

4.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有して
いる。 

5.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利用
者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

 

研修時間	

１．５時間 

	

	

実施形態	

講義 

演習 

	

u 言語的マイノリティとしての先天性聴覚障害者 

u 非母語話者からみた日本語の特徴 

u 非母語話者にわかりやすい日本語への言いかえ／書きかえ 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

１． 言語的マイノリティとしての先天性聴覚障害者 

・ 日本手話を母語／第一言語とする先天性聴覚障害者 

 

２． 非母語話者からみた日本語の特徴 

・ 表記，膠着語，「省略」，授受表現，「は」と「が」，「のだ」など 

 

３． 非母語話者にわかりやすい言いかえ／書きかえ 

・ 演習形式で実施 

 

（参考資料） 

・ 庵功雄(2012)『新しい日本語学入門(第 2版)』スリーエーネットワーク 

・ 庵功雄(2020)「「は」と「が」の使い分けを学習者に伝えるための試み:「主語」に基づくアプ

ローチ」『言語文化』57、一橋大学                    
(https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/71055/gengo0057000250.pdf) 

・ 庵功雄(2021)「日本語教育、日本語学の社会貢献—ろう児に対する日本語教育を例に—」『多元
文化交流』13、台湾東海大学(http://www12.plala.or.jp/isaoiori/rouzi_toukai.pdf) 

・ 庵功雄(2022)「日本語の『省略』を支える語彙－文法システム」斎藤倫明・修徳健編『語彙論と
文法論をつなぐ』ひつじ書房 

 

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 庵功雄(2016)『やさしい日本語—多文化共生社会へ』（岩波新書） 

 

事前課題	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

• 庵功雄(2016)『やさしい日本語—多文化共生社会へ』（岩波新書）を読んでおくこと。	

	

オンデマンド受講者の提出物	

• オンライン受講者が演習で行った課題あるいは講師が提出した課題に取りくみ，解答を提出するこ
と。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 
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ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 15 

1. 先天性聴覚障害者
を言語的マイノリ
ティとして捉える
べき理由を説明で
きる。 

 

先天性聴覚障害者を言
語的マイノリティとし
て捉えるべき理由をほ
とんど説明できない。 

先天性聴覚障害者を言
語的マイノリティとし
て捉えるべき理由を部
分的に説明できる。 

先天性聴覚障害者を言
語的マイノリティとし
て捉えるべき理由を適
切に説明できる。 

2. 非母語話者からみ
た日本語の特徴に
つい て説明で き
る。 

 

非母語話者にとってわ
かりにくい日本語の例
とその理由を１つしか
述べる こ と が で き な
い。 

非母語話者にとってわ
かりにくい日本語の例
とその理由を３つ述べ
ることができる。 

非母語話者にとってわ
かりにくい日本語の例
とその理由を５つ以上
述べることができる。 

3. 母語話者の日本語
について，非母語
話者が意味を捉え
やすいように言い
かえる／書きかえ
ることができる。 

 

非母語話者が意味を捉
えやすいように言いか
える／書きかえること
がほとんどできない。 

非母語話者が意味を捉
えやすいように言いか
える／書きかえること
ができるときとできな
いときがある。 

非母語話者が意味を捉
えやすいように言いか
える／書きかえること
が過不足なくできてい
る。 

	
	

第 5 回「聴覚障害者にとっての電話リレーサービス」に向けた準備	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。	
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	 	 電話リレーサービスの利⽤者とコミュニケーション・ニーズ	

５． 聴覚障害者にとっての電話リレーサー
ビス	

	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 聴覚障害者の生活や社会参加において，電話リレーサービスがもつ意味を述べることができる。 

2. 聴覚障害者がどのように電話リレーサービスを利用しているのか，利用者の立場に立ったイメー
ジをもつことができる。 

3. 利用者の立場から述べられるオペレータへの要望を，「通訳オペレータ運用指針」に照らし合わ

せて受け止めることができる。 

 

到達⽬標との関連性	

4.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有して

いる。 

5.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利用
者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

 

研修時間	

2．０時間 

	

実施形態	

講義 

	

u 先天性聴覚障害者の利用経験から 

u 難聴者・中途失聴者の利用経験から 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

１． 先天性聴覚障害者の利用経験から 

２． 難聴者・中途失聴者の利用経験から 

 

（１と２について以下共通） 

電話リレーサービスの手話通訳・文字通訳の両方について， 

・ どのくらいの頻度で利用しているのか 

・ どのような用件で利用しているのか 

・ 手話通訳と文字通訳の使い分けとその理由 

・ 印象に残っている通訳オペレーションのエピソード 

・ 通訳オペレータに求めること 

など 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

	

事前課題	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• ろう者，難聴者・中途失聴者それぞれの利用経験をふまえて，通訳オペレータとしてどのような姿
勢で通訳オペレーション業務にあたるべきか 800〜1000 字程度でレポートにまとめること。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 15 
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1. 聴覚障害者の生活
や社会参加におい
て，電話リレーサ
ービスがもつ意味
を述べることがで
きる。 

 

聴覚障害者の生活や社
会参加において，電話
リレーサービスがもつ
意味を述べることがほ
とんどできない。 

聴覚障害者の生活や社
会参加において，電話
リレーサービスがもつ
意味を部分的に述べる
ことができる。 

聴覚障害者の生活や社
会参加において，電話
リレーサービスがもつ
意味を詳細に述べるこ
とができる。 

2. 聴覚障害者がどの
ように電話リレー
サービスを利用し
ているのか，利用
者の立場に立った
イメージをもつこ
とができる。 

 

聴覚障害者がどのよう
に電話リレーサービス
を利用しているのか，
利用者の立場に立った
イメージをもつことが
ほとんどできない。 

聴覚障害者がどのよう
に電話リレーサービス
を利用しているのか，
利用者の立場に立った
イメージを部分的にも
つことができる。 

聴覚障害者がどのよう
に電話リレーサービス
を利用しているのかに
ついて，先天性聴覚障
害者と難聴者・中途失
聴者の違いを踏まえて
イメージをもつことが
できる。 

3. 利用者の立場から
述べられるオペレ
ータへの要望を，
「通訳オペレータ
運用指針」に照ら
し合わせて受け止
め る こ と が で き
る。 

 

利用者の立場から述べ
られるオペレータへの
要望について，「通訳
オペレータ運用指針」
と関連付けて受け止め
ることがほとんどでき
ない。 

利用者の立場から述べ
られるオペレータへの
要望を，「通訳オペレ
ータ運用指針」に照ら
し合わせて受け止める
こ と が部分的 に で き
る。 

利用者の立場から述べ
られるオペレータへの
要望を，「通訳オペレ
ータ運用指針」の個々
の文言と照らし合わせ
て適切に受け止めるこ
とができる。 

	

第 6 回「⾔語障害者にとっての電話リレーサービス」に向けた準備	

受講前にカリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。	
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	 	 電話リレーサービスの利⽤者とコミュニケーション・ニーズ	

６． ⾔語障害者にとっての電話リレーサー
ビス	

	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 言語障害の原因と症状，分類について説明できる。 

2. 言語障害者のコミュニケーションにおける困難や心理について説明できる。 

3. 言語障害をもつ利用者の通訳オペレーションにあたって考慮すべきことを説明できる。 

 

到達⽬標との関連性	

4.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有して
いる。 

5.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利用

者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

 

 

研修時間	

1．０時間 

	

実施形態	

講義 

	

u 言語障害の原因と症状，分類 

u 言語障害者のコミュニケーションにおける困難や心理 

u 言語障害をもつ利用者の通訳オペレーションにあたって考慮すべきこと 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

1. 言語障害の原因と症状，分類 

・ 音声機能の障害 

・ 言語機能の障害 

 

2. 言語障害者のコミュニケーションにおける困難や心理 

・ 原因や症状による違い 

・ 理解・表出における困難 

・ コミュニケーションへの不安や緊張 

 

3. 言語障害をもつ利用者の通訳オペレーションにあたって考慮すべきこと 

・ 症状や困難に応じた考慮のポイント	

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

	

事前課題	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 言語障害の原因と症状，分類，コミュニケーションにおける困難や心理についてまとめ，言語障害
をもつ利用者に対する通訳オペレーションではどのようなことに留意すべきか 800〜1000 字程
度でレポートにまとめること。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	
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カテゴリ 5 10 15 

1. 言語障害の原因と
症状，分類につい
て説明できる。 

 

言 語 障 害 の原因 と症
状，分類についてほと
んど説明できない。 

言 語 障 害 の原因 と症
状，分類について部分
的に説明できる。 

言 語 障 害 の原因 と症
状，分類について適切
に整理 し て説明で き
る。 

2. 言語障害者のコミ
ュニケーションに
おける困難や心理
について説明でき
る。 

 

言語障害者のコミュニ
ケーションにおける困
難や心理についてほと
んど説明できない。 

言語障害者のコミュニ
ケーションにおける困
難や心理について部分
的に説明できる。 

言語障害者のコミュニ
ケーションにおける困
難や心理を，原因や症
状と関連付けて適切に
説明できる。 

3. 言語障害をもつ利
用者の通訳オペレ
ーションにあたっ
て考慮すべきこと
を説明できる。 

 

言語障害をもつ利用者
の通訳オペレーション
にあたって考慮すべき
ことをほとんど説明で
きない。 

言語障害をもつ利用者
の通訳オペレーション
にあたって考慮すべき
ことを部分的に説明で
きる。 

言語障害をもつ利用者
の通訳オペレーション
にあたって考慮すべき
ことを詳細に説明でき
る。 

	

第 7 回「通訳オペレーションの⼿順」に向けた準備	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 「手話オペレータ対応マニュアル」 

Ø 「文字オペレータ対応マニュアル」	
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	 	 通訳オペレーションの基本	

７． 通訳オペレーションの⼿順	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 「手話オペレータ対応マニュアル」「文字オペレータ対応マニュアル」で指定された発話も含め，

発信を受けてから通話を終了するまでの手順をスムーズに行える。 

2. 不測の事態が生じたときに適切な対応をとることができる。 

3. 「手話オペレータ対応マニュアル」「文字オペレータ対応マニュアル」に示された事項に対応す
ることができる。 

 

到達⽬標との関連性	

3.0．発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手順をスムーズに行うことができ
る。 

9.0．「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

	

研修時間	

3．５時間 

	

実施形態	

演習（実機を使った⼿順の練習） 

主な内容	

1. 発信を受けてから通話を終了するまでの手順 

u 発信を受けてから通話を終了するまでの手順 

u 不測の事態が生じたときの対応 

u 「手話オペレータ対応マニュアル」「文字オペレータ対応マニュアル」に示された事項におけ

る対応 

＜トピックス＞ 
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・ 聴覚障害者等からの発信を受けたとき 

・ 聴覚障害者等以外からの発信を受けたとき 

・ 通話を終了するとき 

 

2. 不測の事態が生じたときの対応 

・ 通信状態が悪化したとき，通話内容がよくわからなかったとき，両者が同じ場所にいると思われ
る場合，利用者の禁止事項が生じた場合，通話中に専門機関へ通知しなければならない事態が生
じた場合など 

 

3. 「手話オペレータ対応マニュアル」「文字オペレータ対応マニュアル」に示された事項における
対応 

・ 金融機関・通信事業者等のなりすましへの対応，個別事項への対応，通訳オペレータの交替など 

 

※ 下記の確認テストを実施する。	

· ⼿話オペレータ対応マニュアル」「⽂字オペレータ対応マニュアル」に指定された通訳オペレ
ータの発話についての確認テスト	

· ショートカットキーの確認テスト（⽂字通訳オペレータのみ）	

 

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 「手話オペレータ対応マニュアル」 

• 「文字オペレータ対応マニュアル」 

	

事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 「手話オペレータ対応マニュアル」 

Ø 「文字オペレータ対応マニュアル」	

	

オンデマンド受講者の提出物	

• マニュアルに示されているオペレータの発話についての確認テスト，ショートカットキーの確認

テスト（文字通訳オペレータのみ）に解答し，提出すること。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 
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ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

	

第 8 回「オペレータとしての職責」に向けた準備	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 「電話リレーサービス利用規約」 

Ø 「通訳オペレータ運用指針」 

  

カテゴリ 5 10 15 

1. 「手話オペレータ
対応マニュアル」
「文字オペレータ
対応マニュアル」
で指定された発話
も含め，発信を受
けてから通話を終
了するまでの手順
をスムーズに行え
る。 

「手話オペレータ対応
マニュアル」「文字オ
ペレータ対応マニュア
ル」で指定された発話
も含め，発信を受けて
から通話を終了するま
での手順を行うことが
ほとんどできない。 

「手話オペレータ対応
マニュアル」「文字オ
ペレータ対応マニュア
ル」で指定された発話
も含め，発信を受けて
から通話を終了するま
での手順を行うことが
できるものの，やや時
間を要する。 

「手話オペレータ対応
マニュアル」「文字オ
ペレータ対応マニュア
ル」で指定された発話
も含め，発信を受けて
から通話を終了するま
での手順を適切かつス
ムーズに行える。 

2. 不測の事態が生じ
たときに適切な対
応をとることがで
きる。 

 

不測の事態が生じたと
きに適切な対応をとる
ことができない。 

不測の事態が生じたと
きに適切な対応をとれ
るときととれないとき
がある。 

不測の事態が生じたと
きに適切な対応をとる
ことができる。 

3. 「手話オペレータ
対応マニュアル」
「文字オペレータ
対応マニュアル」
に示された事項に
対応することがで
きる。 

「手話オペレータ対応
マニュアル」「文字オ
ペレータ対応マニュア
ル」に示された事項に
ついての手順を十分に
覚えていない。 

「手話オペレータ対応
マニュアル」「文字オ
ペレータ対応マニュア
ル」に示された事項の
手順を行うことができ
るものの，やや時間を
要する。 

「手話オペレータ対応
マニュアル」「文字オ
ペレータ対応マニュア
ル」に示された事項に
ついての手順を適切か
つスムーズに行える。 
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	 	 通訳オペレータとしての基本姿勢	

８． 通訳オペレータとしての職責	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 電話リレーサービスに係る各種規程，規約，指針，マニュアル，法律等から，通訳オペレータの

職責がどのようなものであるか述べることができる。 

2. 利用者としての義務と責任がどのようなものであるか述べることができる。 

3. 通訳オペレータとして対応すべき範囲について述べることができる。 

 

到達⽬標との関連性	

1.0．電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0．電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。  

9.0．「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

	

研修時間	

３．０時間 

	

実施形態	

講義 

	

u 通訳オペレータの職責 

u 公共利用者の義務と責任 

u 通訳オペレータとして対応すべき範囲 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

1. 通訳オペレータの職責 

2. 利用者の義務と責任 

3. 通訳オペレータとして対応すべき範囲 

 

・ 電話リレーサービスに係る各種規程，規約，指針，マニュアル，法律等から，通訳オペレータと
しての職責を読み解く 

・ 「電話リレーサービス利用規約」と「通訳オペレータ運用指針」を照合させながら，利用者に課
していることや禁じていること，通訳オペレータとしての対応を読み解く 

・ 守秘義務に対する考え方 

・ 知識・技術向上のためのケース検討におけるケース提示と守秘義務 

	

※通訳オペレータの職責に関する確認テストを実施する。	

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 「電話リレーサービス利用規約」 

• 「通訳オペレータ運用指針」	

	

事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 「電話リレーサービス利用規約」 

Ø 「通訳オペレータ運用指針」 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• オペレータの職責に関する確認テストに解答し，提出すること。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 
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ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 15 

1. 電話リレーサービス
に係る各種規程，規
約，指針，マニュア
ル，法律等から，通
訳オペレータの職責
がどのようなもので
あるか述べることが
できる。 

電話リレーサービスに
係る各種規程，規約，
指針，マニュアル，法
律等から，通訳オペレ
ータの職責がどのよう
なものであるか述べる
ことがほとんどできな
い。 

電話リレーサービスに
係る各種規程，規約，
指針，マニュアル，法
律等から，通訳オペレ
ータの職責がどのよう
なものであるか部分的
に述べる こ と が で き
る。 

電話リレーサービスに
係る各種規程，規約，
指針，マニュアル，法
律等から，通訳オペレ
ータの職責がどのよう
なものであるか適切に
述べることができる。 

2. 利用者としての義務
と責任がどのような
ものであるか述べる
ことができる。 

利用者としての義務と
責任がどのようなもの
であるか述べることが
ほとんどできない。 

利用者としての義務と
責任がどのようなもの
であるか部分的に述べ
ることができる。 

利用者としての義務と
責任がどのようなもの
であるか適切に述べる
ことができる。 

3. 通訳オペレータとし
て対応すべき範囲に
ついて述べることが
できる。 

 

通訳オペレータとして
対応すべき範囲につい
て述べることがほとん
どできない。 

通訳オペレータとして
対応すべき範囲につい
て部分的に述べること
ができる。 

通訳オペレータとして
対応すべき範囲につい
て適切に述べることが
できる。 

	

第 9 回「意思疎通⽀援事業と電話リレーサービスの相違」に向けた準備	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 中野聡子（2022）. 対人専門職としての手話通訳における論考. 群馬大学教育実践研究第 39
号, 139-147. 

Ø 「通訳オペレータ運用指針」 

Ø 「手話通訳士倫理綱領」 

Ø 「要約筆記者の倫理綱領」 
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	 	 通訳オペレータとしての基本姿勢	

９． 意思疎通⽀援事業と電話リレーサービ
スの相違	

	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 意思疎通支援事業に基づく従来の通訳と電話リレーサービスの違いについて，通訳場面比較チャ
ートを使って説明できる。 

2. 意思疎通支援事業と電話リレーサービスで通訳者/通訳オペレータに求められる役割と責任の相違
を，通訳倫理規程（「通訳オペレータ運用指針」「手話通訳士倫理綱領」「要約筆記者の倫理綱

領」）に照らし合わせて述べることができる。 

3. 架空の通訳場面について，意思疎通支援事業の通訳と電話リレーサービスで判断がどのように異
なるのか論じることができる。 

 

到達⽬標との関連性	

1.0．電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0．電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

9.0．「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

	

研修時間	

１．５時間 

	

実施形態	

講義 

演習（グループ・ワーク） 

u 意思疎通支援事業に基づく従来の通訳と電話リレーサービスの比較 

u 通訳倫理規程からみた意思疎通支援事業と電話リレーサービスの違い 

u 意思疎通支援事業の通訳と電話リレーサービスの場面における事例検討 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

1. 意思疎通支援事業に基づく従来の通訳と電話リレーサービスの比較 

・ 通訳場面比較チャートによる比較 

 

2. 通訳倫理規程からみた意思疎通支援事業と電話リレーサービスの違い 

・ 「通訳オペレータ運用指針」「手話通訳士倫理綱領」「要約筆記者の倫理綱領」の比較 

 

3. 意思疎通支援事業の通訳と電話リレーサービスの場面における事例検討 

・ 架空の通訳場面のシナリオを読んで，意思疎通支援事業の通訳と電話リレーサービスにおける判
断の違いを検討	

	

※演習（グループ・ワーク）	

① 「通訳オペレータ運⽤指針」「⼿話通訳⼠倫理綱領」「要約筆記者の倫理綱領」を⽐較し，(1)
サービスの対象，(2)⾔及されている通訳倫理規程の内容をまとめる。	

② 架空の通訳場⾯のシナリオを読んで，意思疎通⽀援事業の通訳と電話リレーサービスのそれぞれ
でどのような対応が考えられるか話しあう。	

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 中野聡子（2022）. 対人専門職としての手話通訳における論考. 群馬大学教育実践研究第 39号, 

139-147.	

• 「通訳オペレータ運⽤指針」	

• 「⼿話通訳⼠倫理綱領」	

• 「要約筆記者の倫理綱領」	

	

事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 中野聡子（2022）. 対人専門職としての手話通訳における論考. 群馬大学教育実践研究第 39
号, 139-147. 

Ø 「通訳オペレータ運用指針」 

Ø 「手話通訳士倫理綱領」 

Ø 「要約筆記者の倫理綱領」 
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オンデマンド受講者の提出物	

• オンライン受講者がグループ・ワークとして行った課題に取りくみ，回答を提出すること。 

① 「通訳オペレータ運用指針」「手話通訳士倫理綱領」「要約筆記者の倫理綱領」を比較し，
(1)サービスの対象，(2)言及されている通訳倫理規程の内容をまとめる。 

② 架空の通訳場面のシナリオを読んで，意思疎通支援事業の通訳と電話リレーサービスそれぞれ
でどのような対応が考えられるか述べる。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 15 

1. 意思疎通支援事業に
基づく従来の通訳と
電話リレーサービス
の違いについて，通
訳場面比較チャート
を使って説明でき
る。 

意思疎通支援事業に基
づく従来の通訳と電話
リレーサービスの違い
について，ほとんど説
明できない。 

意思疎通支援事業に基
づく従来の通訳と電話
リレーサービスの違い
について，部分的に説
明できる。 

意思疎通支援事業に基
づく従来の通訳と電話
リレーサービスの違い
について，適切に説明
できる。 

2. 意思疎通支援事業と
電話リレーサービス
で通訳者/通訳オペ
レータに求められる
役割と責任の相違
を，通訳倫理規程
（「通訳オペレータ
運用指針」「手話通
訳士倫理綱領」「要
約筆記者の倫理綱
領」）に照らし合わ
せて述べることがで
きる。 

意思疎通支援事業と電
話リレーサービスで通
訳者/通訳オペレータに
求められる役割と責任
の相違を，通訳倫理規
程（「通訳オペレータ
運用指針」「手話通訳
士倫理綱領」「要約筆
記者の倫理綱領」）に
照らし合わせて述べる
ことがほとんどできな
い。 

意思疎通支援事業と電
話リレーサービスで通
訳者/通訳オペレータに
求められる役割と責任
の相違を，通訳倫理規
程（「通訳オペレータ
運用指針」「手話通訳
士倫理綱領」「要約筆
記者の倫理綱領」）に
照らし合わせて部分的
に述べる こ と が で き
る。 

意思疎通支援事業と電
話リレーサービスで通
訳者/通訳オペレータに
求められる役割と責任
の相違を，通訳倫理規
程（「通訳オペレータ
運用指針」「手話通訳
士倫理綱領」「要約筆
記者の倫理綱領」）に
照らし合わせて適切に
述べることができる。 

3. 架空の通訳場面につ
いて，意思疎通支援
事業の通訳と電話リ
レーサービスで判断
がどのように異なる
のか論じることがで
きる。 

架空の通訳場面につい
て，意思疎通支援事業
の通訳と電話リレーサ
ービスで判断がどのよ
うに異なるのか論じる
ことがほとんどできな
い。 

架空の通訳場面につい
て，意思疎通支援事業
の通訳と電話リレーサ
ービスで判断がどのよ
うに異なるのか部分的
に論じる こ と が で き
る。 

架空の通訳場面につい
て，意思疎通支援事業
の通訳と電話リレーサ
ービスで判断がどのよ
うに異なるのか適切に
論じることができる。 
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第 10 回「電話応対の基本」に向けた準備	

カリキュラム，カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。	
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	 	 通訳オペレータとしての基本姿勢	

１０． 電話応対の基本	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 電話応対で求められるカスタマーサービスの要素を挙げることができる。 

2. 電話応対における良いカスタマーサービスを実践することができる。 

 

到達⽬標との関連性	

8.0．カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

	

研修時間	

１．５時間 

	

実施形態	

演習（グループ・ワーク） 

	

主な内容	

1. 電話応対で求められるカスタマーサービスの要素 

2. 良いカスタマーサービスの実践 

 

・ 電話の特性，話し方，雰囲気，礼儀正しさ，傾聴，誠実さについて	

u 電話応対で求められるカスタマーサービスの要素 

u 良いカスタマーサービスの実践 

＜トピックス＞ 
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※演習（グループ・ワーク）	

 ロール・プレイによる相互チェック	

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

	

事前課題	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 研修を視聴しながらワークブックに沿って課題に取り組んでください。自分の応対をスマートフォ
ン等で撮影して良いところと改善が必要なところをワークブックのメモ欄に記入すること。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

	

第 11 回「デマンド・コントロール・スキーマの基礎知識」に向けた準備	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

カテゴリ 5 10 15 

1. 電話応対で求められ
るカスタマーサービ
スの要素を挙げるこ
とができる。 

電話応対で求められる
カスタマーサービスの
要素をあげることがほ
とんどできない。 

電話応対で求められる
カスタマーサービスの
要素を３つあげること
ができる。 

電話応対で求められる
カスタマーサービスの
要素を５つ以上あげる
ことができる。 

2. 電話応対における良
いカスタマーサービ
スを実践することが
できる。 

電話応対における良い
カスタマーサービスを
実践することがほとん
どできない。 

電話応対における良い
カスタマーサービスを
実践することが部分的
にできる。 

電話応対における良い
カスタマーサービスを
十分に実践することが
できる。 
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Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決
定のために』の第１章「通訳におけるデマンド」，第２章「通訳におけるコントロール」 

• 第１章と第２章にある章末の「理解チェック」の解答を当日提出すること。 
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	 	 電話リレーサービスの通訳のための理論と実践	

１１． デマンド・コントロール・スキーマ
の基礎知識	

	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. デマンド・コントロール・スキーマ（DC-S）の基本的な枠組みの全体像を述べることができる。 

2. 通訳オペレーション業務に DC-Sを適用することの重要性について説明できる。 

	

到達⽬標との関連性	

10.0．電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ

ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこ

とを構造的に把握することができる。 

11.0．通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定

を行うことができる。 

12.0．通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

14.0．自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0．対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。	

	

研修時間	

０．５時間 

	

実施形態	

講義 

u DC-Sの基本的な枠組み 

u 通訳オペレーション業務に DC-Sを適用することの重要性 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

1. DC-Sの基本的な枠組み 

・ DC-Sの開発経緯と概要（４つのデマンド・カテゴリ，３つのコントロール機会，デマンドとコ
ントロールの相互作用） 

 

2. 通訳オペレーション業務に DC-Sを適用することの重要性 

・ 架空の通訳場面のシナリオについて，DC-Sを適用して説明 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定の

ために』	

	

事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決
定のために』の第１章「通訳におけるデマンド」，第２章「通訳におけるコントロール」 

• 第１章と第２章にある章末の「理解チェック」の解答を当日提出すること。 

 

オンデマンド受講者の提出物	

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定
のために』の第１章「通訳におけるデマンド」，第２章「通訳におけるコントロール」を読み，
各章末の「理解チェック」の解答を提出すること。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	
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第 12 回「通訳におけるデマンド」に向けた準備	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第 4章「EIPIのカテゴリ」 

• 第 4章にある章末の「理解チェック」の解答を当日提出すること。 

	

  

カテゴリ 5 10 15 

1. デマンド・コントロ
ー ル ・ ス キ ー マ
（DC-S）の基本的
な枠組みの全体像を
述べることができ
る。 

 

デマンド・コントロー
ル ・ ス キ ー マ （DC-
S）の基本的な枠組み
についてほとんど述べ
ることができない。 

デマンド・コントロー
ル ・ ス キ ー マ （DC-
S）の基本的な枠組み
についておおまかに述
べることができる。 

デマンド・コントロー
ル ・ ス キ ー マ （DC-
S）の基本的な枠組み
の全体像を詳細に述べ
ることができる。 

2. 通訳オペレーション
業務にDC-Sを適用
することの重要性に
ついて説明できる。 

 

通訳オペレーション業
務に DC-S を適用する
ことの重要性について
ほとんど説明で き な
い。 

通訳オペレーション業
務に DC-S を適用する
ことの重要性について
お お ま か に説明で き
る。 

通訳オペレーション業
務に DC-S を適用する
ことの重要性について
詳細に説明できる。 



115 

	

 

	 	 電話リレーサービスの通訳のための理論と実践	

１２． 通訳におけるデマンド	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

1. 環境に起因するデマンドとはどういうものか説明できる。 

2. 人間関係に起因するデマンドとはどういうものか説明できる。 

3. 発話の性質に起因するデマンドとはどういうものか説明できる。 

4. 通訳者の内面に起因するデマンドとはどういうものか説明できる。 

5. ４つのデマンド（EIPI）を適切に特定し，明確に述べることができる。 

6. EIPIのデマンドカテゴリを適切に区別することで得られる効果について説明できる。 

 

到達⽬標との関連性	

10.0．電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ
ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこ
とを構造的に把握することができる。 

14.0．自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

	

研修時間	

2．０時間 

	

実施形態	

講義 

演習（グループ・ワーク） 

u 環境に起因するデマンド 

u 人間関係に起因するデマンド 

u 発話の性質に起因するデマンド 

u 通訳者の内面に起因するデマンド 

u EIPIデマンドの特定と明確化 

u EIPIデマンドを適切に区別することの効果 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

１． 環境に起因するデマンド 

・ 環境に起因するデマンドのサブカテゴリ 

・ 場の目的 

 

２．人間関係に起因するデマンド 

・ 場の目的とコミュニケーションの目的の違い 

・ 思考の世界  

 

３．発話の性質に起因するデマンド 

・ 発話の知覚に影響を及ぼすパラ言語的要素 

 

４．通訳者の内面に起因するデマンド 

・ 通訳者として介在することのコミュニケーションへの影響の自覚 

 

５．EIPIデマンドの特定と明確化 

・ 電話リレーサービスの文脈におけるシナリオを使って演習形式（グループ・ワーク）で実施 

 

６．EIPIデマンドを適切に区別することの効果 

・ 「ラベル（名前）」があることの意味 

・ 予測スキルの向上 

 

※演習（グループ・ワーク） 

電話リレーサービスの文脈におけるシナリオについて，EIPIのデマンドをあげる。 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定
のために』 

	

事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 
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Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第 4章「EIPIのカテゴリ」 

• 第 4章にある章末の「理解チェック」の解答を当日提出すること。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定

のために』の第４章「EIPIのカテゴリ」を読み，章末の「理解チェック」の解答を提出するこ
と。 

• オンライン受講者がグループ・ワークとして行った課題に取りくみ，回答を提出すること（電話
リレーサービスの文脈におけるシナリオについて，EIPIのデマンドをあげる）。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 １5 

1. 環境に起因するデマ
ンドとはどういうも
のか説明できる。 

 

環境に起因するデマン
ドについてほとんど説
明できない。 

環境に起因するデマン
ドについておおまかに
説明できる。 

環境に起因するデマン
ドについて詳細に説明
できる。 

2. 人間関係に起因する
デマンドとはどうい
うものか説明でき
る。 

 

人間関係に起因するデ
マンドについてほとん
ど説明できない。 

人間関係に起因するデ
マンドについておおま
かに説明できる。 

人間関係に起因するデ
マンドについて詳細に
説明できる。 

3. 発話の性質に起因す
るデマンドとはどう
いうものか説明でき
る。 

 

発話の性質に起因する
デマンドについてほと
んど説明できない。 

発話の性質に起因する
デマンドについておお
まかに説明できる。 

発話の性質に起因する
デマンドについて詳細
に説明できる。 
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4. 通訳者の内面に起因
するデマンドとはど
ういうものか説明で
きる。 

 

通訳者の内面に起因す
るデマンドについてほ
とんど説明できない。 

通訳者の内面に起因す
るデマンドについてお
おまかに説明できる。 

通訳者の内面に起因す
るデマンドについて詳
細に説明できる。 

5. ４ つ の デ マ ン ド
（EIPI）を適切に特
定し，明確に述べる
ことができる。 

デマンドをいくつか挙
げることができるもの
の EIPI の区別や明確性
が不十分である。 

４ つ の デ マ ン ド
（EIPI）のうち，３つ
を特定し，明確に述べ
ることができる。 

４ つ の デ マ ン ド
（EIPI）のうち，すべ
てを適切に特定し，明
確に述べることができ
る。 

6. EIPI のデマンドカテ
ゴリを適切に区別す
ることで得られる効
果について説明でき
る。 

EIPI のデマンドカテゴ
リを適切に区別するこ
とで得られる効果につ
いてほとんど説明でき
ない。 

EIPI のデマンドカテゴ
リを適切に区別するこ
とで得られる効果につ
いておおまかに説明で
きる。 

EIPI のデマンドカテゴ
リを適切に区別するこ
とで得られる効果につ
い て詳細に説明で き
る。 

	

＜デマンド・コントロール・スキーマに関する到達度＞	

【評価項目１】 
デマンドの正確性 

【２点】 
特定したデマンドのほ
とんどが不正確 

【４点】 
特定したデマンドはほ
ぼ正確 

【６点】 
特定したデマンドは一
貫して正確 

【評価項目２】 
デマンドの明確性 

【2点】 
特定したデマンドの説
明があいまい，または
不明確 

【４点】 
特定したデマンドの説
明のほとんどが具体的
で明確 

【６点】 
特定したデマンドの説
明がすべて具体的で明
確 

【評価項目３】 
デマンドの数 

【２点】 
課題場面状況からみて
特定したデマンドの数
が少ない 

【４点】 
課題場面状況からみて
平均的な数のデマンド
が特定できる 

【６点】 
課題場面状況からみて
平均以上のデマンドが
特定できる 
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【評価項目４】 
デマンドの幅 

【１点】 
EIPI の１つまたは２つ
のカテゴリのデマンド
しか特定できない 

【２点】 
EIPI の３つのカテゴリ
のデマンドが特定でき
ることが多い 

【３点】 
EIPI の４つのカテゴリ
のデマンドがつねに特
定できる 

【評価項目５】 
デマンドの分類 

【１点】 
デマンドをほとんど分
類していないか，正し
く分類していない 

【２点】 
デマンドをたまにしか
分類しておらず正しく
分類していないことも
ある 

【３点】 
デマンドをつねに分類
し，めったに間違えな
い 

【評価項目６】 
場の目的 

【１点】 
場の目的の性質や重要
性について，直接的・
間接的に明らかにでき
ていない 

【２点】 
場の目的の性質や重要
性について，議論する
能力がまだ低い，また
は不十分である 

【３点】 
場の目的の性質や重要
性について，正確かつ
論理的に述べられてい
る 

【評価項目７】 
人間関係／発話の性質
に起因するデマンドの
精緻性 

【１点】 
場面または状況から明
らかにわかるようなデ
マンドしか特定できな
い 

【２点】 
人間関係の力学やコミ
ュニケーションを反映
したデマンドをいくつ
か特定できる 

【３点】 
人間関係の力学やコミ
ュニケーションを反映
したデマンドをかなり
多く特定できる 

【評価項目８】 
通訳者の内面に起因す
るデマンドの把握 

【１点】 
通訳者に関係する内面
的な要素にふれていな
い，もしくはデマンド
として特定できていな
い 

【２点】 
通訳者に関係する内面
的な要素を特定して論
じるスキルが不十分，
もしくは正しく述べら
れていない 

【３点】 
通訳者に関係する内面
的な要素を認識し，デ
マンドとして明確に特
定している 

	

第 13 回「通訳者の内⾯に起因するデマンド」に向けた準備	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。	
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	 	 電話リレーサービスの通訳のための理論と実践	

１３． 通訳者の内⾯に起因するデマンド	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

１． 通訳者の内面に起因するデマンドをコントロールと混同せず区別することができる。 

２． 自身について，通訳者の内面に起因するデマンドの発生傾向，コントロールの判断傾向を客観的
に述べることができる。	

	

到達⽬標との関連性	

1０.0．電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ
ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこ
とを構造的に把握することができる。 

15.0．対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

	

研修時間	

１．５時間 

	

実施形態	

講義 

演習（グループ・ワーク） 

	

u 通訳者の内面に起因するデマンドとコントロールの区別 

u 自身における通訳者の内面に起因するデマンドの発生傾向とコントロールの判断傾向 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

１． 通訳者の内面に起因するデマンドとコントロールの区別 

・ 通訳者の内面に起因するデマンドとコントロールの両方が通訳者自身に関わっていることへの意
識 

 

２． 自身における通訳者の内面に起因するデマンドの発生傾向とコントロールの判断傾向 

・ 演習による実施と解説 

  

※演習（グループ・ワーク） 

① ビッグ・ファイブ診断から通訳オペレーション業務におけるコントロールの選択傾向，通訳
者の内面に起因するデマンドの発生傾向を考える。 

② 第 10 回「電話応対の基本」での自分のパフォーマンスをふりかえり，通訳者の内面に起因
するデマンドの発生傾向を考える。 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

	

事前課題	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• オンライン受講者がグループ・ワークとして行った課題に取りくみ，回答を提出すること。 

① ビッグファイブ診断から通訳オペレーション業務におけるコントロールの選択傾向，通訳者の内
面に起因するデマンドの発生傾向を考える 

② 第 10 回「電話応対の基本」での自分のパフォーマンスをふりかえり，通訳者の内面に起因する
デマンドの発生傾向を考える。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	
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カテゴリ 5 10 15 

1. 通訳者の内面に起因
するデマンドをコン
トロールと混同せず
区別することができ
る。 

 

通訳者の内面に起因す
るデマンドをコントロ
ールと混同してしまう
ことが多い。 

通訳者の内面に起因す
るデマンドをコントロ
ールと混同してしまう
ことがある。 

つねに通訳者の内面に
起因するデマンドをコ
ントロールと混同せず
正確に区別することが
できる。 

2. 自身について，通訳
者の内面に起因する
デマンドの発生傾
向，コントロールの
判断傾向を客観的に
述べることができ
る。 

 

自身の内面に起因する
デマンドの発生傾向，
コントロールの判断傾
向をほとんど認識でき
ていない。 

自身の内面に起因する
デマンドの発生傾向，
コントロールの判断傾
向を主観的，部分的に
しか認識できていない
ことがある。 

自身の内面に起因する
デマンドの発生傾向，
コントロールの判断傾
向を客観的に述べるこ
とができる。 

	

	

第 14 回「通訳におけるコントロール」に向けた準備	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第２章「通訳におけるコントロール」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第 10章「スーパービジョンによる省察的実践」 

• 第２章の「宿題」と第 10章の「理解チェック」を当日提出すること。 
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	 	 電話リレーサービスの通訳のための理論と実践	

１４． 通訳におけるコントロール	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

１． 自身の有するコントロール・リソースを客観的に捉えることができる。 

２． 業務開始前・業務中・業務終了後の３つのコントロール機会に分けて，どのようなコントロール
の例があるのかあげることができる。 

３． 業務終了後のコントロールとしてのストレス・マネジメントの重要性について論じることができ
る。 

 

到達⽬標との関連性	

10.0．電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ
ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこ

とを構造的に把握することができる。 

11.0．通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定
を行うことができる。 

14.0．自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

	

研修時間	

１．５時間 

	

実施形態	

講義 

演習（グループ・ワーク） 

u 自身のコントロール・リソース 

u ３つのコントロール機会 

u 業務終了後のストレス・マネジメント 

＜トピックス＞ 
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主な内容	

１． 自身のコントロール・リソース 

・ グループ・ワークにおける宿題のふりかえりと解説 

※宿題のふりかえり：自身のコントロール・リソースの特徴 

 

２．３つのコントロール機会 

・ 業務開始前・業務中・業務終了後それぞれのコントールの具体例	

※第 12 回で使用した電話リレーサービスの文脈におけるシナリオについて書き出したデマンド
に対し，業務開始前・業務中・業務終了後のコントロールをあげる。 

 

３．業務終了後のストレス・マネジメント 

・ 業務に関する相談/ストレスの放出 

・ セルフケア 

・ スーパービジョン 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 「デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定の
ために」 

	

事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第２章「通訳におけるコントロール」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第 10章「スーパービジョンによる省察的実践」 

• 第２章の「宿題」と第 10章の「理解チェック」を当日提出すること。 
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オンデマンド受講者の提出物	

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定の
ために』の第２章「通訳におけるコントロール」と第 10章「スーパービジョンによる省察的実
践」を読み，第２章の「宿題」と第 10章の「理解チェック」を提出すること。 

• オンライン受講者がグループ・ワークとして行った課題に取りくみ，回答を提出すること。 

① 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決
定のために』第２章「宿題」のふりかえり：自身のコントロール・リソースの特徴を把握す

る。 

② 第 12 回で使用した電話リレーサービスの文脈におけるシナリオについて書き出したデマンド
に対し，業務開始前・業務中・業務終了後のコントロールを挙げる。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

	 	

カテゴリ 5 10 15 

1. 自身の有するコント
ロール・リソースを
客観的に捉えること
ができる。 

 

自身の有するコントロ
ール・リソースを捉え
ることがほとんどでき
ない。 

自身の有するコントロ
ール・リソースをおお
まかに捉えているが，
主観も混じっている。 

つねに自身の有するコ
ントロール・リソース
を客観的に捉えること
ができる。 

2. 業務開始前・業務
中・業務終了後の３
つのコントロール機
会に分けて，どのよ
うなコントロールの
例があるのかあげる
ことができる。 

 

業務開始前・業務中・
業務終了後の３つのコ
ントロール機会に分け
て，どのようなコント
ロールの例があるのか
具体的にあげることが
できない。 

業務開始前・業務中・
業務終了後の３つのコ
ントロール機会に分け
て，どのようなコント
ロールの例があるのか
誰でも思いつくものを
あげることができる。 

業務開始前・業務中・
業務終了後の３つのコ
ントロール機会に分け
て，どのようなコント
ロールの例があるのか
詳細にあげることがで
きる。 

3. 業務終了後のコント
ロールとしてのスト
レス・マネジメント
の重要性について論
じることができる。 

 

業務終了後のコントロ
ー ル と し て の ス ト レ
ス・マネジメントの重
要性について論じるこ
と がほとんどで き な
い。 

業務終了後のコントロ
ー ル と し て の ス ト レ
ス・マネジメントの重
要性について部分的に
論じることができる。 

つねに業務終了後のコ
ントロールとしてのス
トレス・マネジメント
の重要性について適切
に論じる こ と が で き
る。 
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＜デマンド・コントロール・スキーマに関する到達度＞	

【評価項目９】 
コントロールの具体性 

【２点】 
デマンドに対して特定
したコントロールは具
体性に欠ける 

【４点】 
デマンドに対して特定
したコントロールは具
体的でないこともある 

【６点】 
デマンドに対して特定
したコントロールはつ
ねに具体的である 

【評価項目１０】 
さまざまなコントロー
ル機会への対応 

【１点】 
業務開始前，業務中，
業務終了後のコントロ
ール機会のうち，どれ
か１つの機会における
コントロールを特定で
きる 

【２点】 
業務開始前，業務中，
業務終了後のコントロ
ール機会のうち，２つ
の機会におけるコント
ロールを特定できる 

【３点】 
業務開始前，業務中，
業務終了後のすべての
コントロール機会にお
けるコントロールを特
定できる 

	

第 15 回「デマンドとコントロールの相互作⽤」に向けた準備	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第５章「デマンドとコントロールの相互作用」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第７章「デマンドのコンステレーション」 

• 第５章と第７章の「理解チェック」を当日提出すること。 
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	 	 電話リレーサービスの通訳のための理論と実践	

１５． デマンドとコントロールの相互作⽤	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

１． デマンドのコンステレーション（布置）を的確に把握し，コントロールの選択肢を絞り込むこと

ができる。 

２． 併発的デマンドを考慮しつつ，積極的-消極的な判断のスペクトラムにおいて，職業倫理に則った

判断を柔軟に考え出すことができる。 

３． 自身のコントロール決定の判断傾向について認識できる。 

	

到達⽬標との関連性	

10.0．電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ
ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこ
とを構造的に把握することができる。 

11.0．通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定
を行うことができる。 

12.0．通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

14.0．自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0．対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

	

研修時間	

2．０時間 

	

u デマンドのコンステレーション 

u 積極的-消極的な判断のスペクトラムにおける倫理的・効果的な判断 

u 自身の判断傾向 

＜トピックス＞ 
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実施形態	

講義 

演習（グループ・ワーク） 

	

主な内容	

１． デマンドのコンステレーション 

・ 主要デマンドと併発的デマンド 

・ 倫理的・効果的な判断のための併発的デマンドの特定 

 

２．積極的-消極的な判断のスペクトラムにおける倫理的・効果的な判断 

・ 通訳者によって異なるデマンドとコントロールの相互作用 

・ 「積極的な判断」「消極的な判断」とは 

・ 積極的—消極的な判断のスペクトラムの範囲における倫理的・効果的な判断（コントロールの
選択肢） 

・ 柔軟性のある判断とは 

・ 倫理的・効果的でない判断 

 

３．自身の判断傾向 

・ 対人専門職として自身の判断傾向を認識することの重要性 

・ DC-Sルーブリックの評価項目 11 による評価 

 

※演習（グループ・ワーク） 

第 12 回，第 15 回で使用したシナリオを使用して，以下の課題に取りくむ。 

① いくつかの主要デマンドについて，デマンドのコンステレーションを作成する。 

② ①のデマンドに対するコントロールの選択肢を出しあう。 

③ ②であげられたコントロールの選択肢について，積極的−消極的な判断のスペクトラムにおい
てどのあたりに位置づけられるか確認しあう。 

④ 自身があげたコントロールの選択肢と，他の受講者があげたコントロールの選択肢をみて，自

身の判断傾向をつかむ。 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定
のために』 
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事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第５章「デマンドとコントロールの相互作用」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第７章「デマンドのコンステレーション」 

• 第５章と第７章の「理解チェック」を当日提出すること。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定
のために』の第５章「デマンドとコントロールの相互作用」と第７章「デマンドのコンステレー
ション」を読み，各章末の「理解チェック」の解答を提出すること。 

• オンライン受講者がグループ・ワークとして行った課題（第 12 回，第 15 回で使用したシナリ

オを利用）に取りくみ，回答を提出すること。 

① いくつかの主要のデマンドについて，デマンドのコンステレーションを作成する。 

② ①のデマンドに対するコントロールの選択肢をあげる。 

③ ②であげられたコントロールの選択肢について，積極的-消極的な判断のスペクトラムにおい
てどのあたりに位置づけられるか確認する。 

④ 自身が挙げたコントロールの選択肢と，他の受講者が挙げたコントロールの選択肢をみて，

自身の判断傾向をつかむ。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 15 

1. デマンドのコンステ
レーション（布置）
を的確に把握し，コ
ントロールの選択肢
を絞り込むことがで
きる。 

デマンドのコンステレ
ーション（布置）につ
いて把握することがほ
とんどできず，コント
ロールの選択肢を絞り
込めない。 

デマンドのコンステレ
ーション（布置）をお
おまかに把握し，コン
トロールの選択肢をあ
る程度絞り込むことが
できる。 

デマンドのコンステレ
ーション（布置）を的
確に把握し，コントロ
ールの選択肢を絞り込
むことができる。 
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2. 併発的デマンドを考
慮しつつ，積極的-
消極的な判断のスペ
クトラムにおいて，
職業倫理に則った判
断を柔軟に考え出す
ことができる。 

職業倫理に則った判断
について，自分で考え
出すことができず，他
人に「答え」を求めよ
うとする。 

併発的デマンドを考慮
しつつ，積極的-消極的
な判断のスペクトラム
の偏った範囲において
職業倫理に則った判断
を考え出すことができ
る。 

併発的デマンドを考慮
しつつ，積極的-消極的
な判断のスペクトラム
において，職業倫理に
則った判断を柔軟に考
え出すことができる。 

3. 自身のコントロール
決定の判断傾向につ
いて認識できる。 

 

自身のコントロール決
定の判断傾向について
ほとんど認識 で き な
い。 

自身のコントロール決
定の判断傾向について
お お ま か に認識 で き
る。 

自身のコントロール決
定の判断傾向について
詳細に認識できる。 

	

＜デマンド・コントロール・スキーマに関する到達度＞	

【評価項目１】 
デマンドの正確性 

【２点】 
特定したデマンドのほ
とんどが不正確 

【４点】 
特定したデマンドはほ
ぼ正確 

【６点】 
特定したデマンドは一
貫して正確 

【評価項目２】 
デマンドの明確性 

【2点】 
特定したデマンドの説
明があいまい，または
不明確 

【４点】 
特定したデマンドの説
明のほとんどが具体的
で明確 

【６点】 
特定したデマンドの説
明がすべて具体的で明
確 

【評価項目３】 
デマンドの数 

【２点】 
課題場面状況からみて
特定したデマンドの数
が少ない 

【４点】 
課題場面状況からみて
平均的な数のデマンド
が特定できる 

【６点】 
課題場面状況からみて
平均以上のデマンドが
特定できる 

【評価項目４】 
デマンドの幅 

【１点】 
EIPI の１つまたは２つ
のカテゴリのデマンド
しか特定できない 

【２点】 
EIPI の３つのカテゴリ
のデマンドが特定でき
ることが多い 

【３点】 
EIPI の４つのカテゴリ
のデマンドがつねに特
定できる 
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【評価項目５】 
デマンドの分類 

【１点】 
デマンドをほとんど分
類していないか，正し
く分類していない 

【２点】 
デマンドをたまにしか
分類しておらず正しく
分類していないことも
ある 

【３点】 
デマンドをつねに分類
し，めったに間違えな
い 

【評価項目６】 
場の目的 

【１点】 
場の目的の性質や重要
性について，直接的・
間接的に明らかにでき
ていない 

【２点】 
場の目的の性質や重要
性について，議論する
能力がまだ低い，また
は不十分である 

【３点】 
場の目的の性質や重要
性について，正確かつ
論理的に述べられてい
る 

【評価項目７】 
人間関係／発話の性質
に起因するデマンドの
精緻性 

【１点】 
場面または状況から明
らかにわかるようなデ
マンドしか特定できな
い 

【２点】 
人間関係の力学やコミ
ュニケーションを反映
したデマンドをいくつ
か特定できる 

【３点】 
人間関係の力学やコミ
ュニケーションを反映
したデマンドをかなり
多く特定できる 

【評価項目８】 
通訳者の内面に起因す
るデマンドの把握 

【１点】 
通訳者に関係する内面
的な要素にふれていな
い，もしくはデマンド
として特定できていな
い 

【２点】 
通訳者に関係する内面
的な要素を特定して論
じるスキルが不十分，
もしくは正しく述べら
れていない 

【３点】 
通訳者に関係する内面
的な要素を認識し，デ
マンドとして明確に特
定している 

【評価項目９】 
コントロールの具体性 

【２点】 
デマンドに対して特定
したコントロールは具
体性に欠ける 

【４点】 
デマンドに対して特定
したコントロールは具
体的でないこともある 

【６点】 
デマンドに対して特定
したコントロールはつ
ねに具体的である 

【評価項目１１】 
コントロール選択肢の
幅 

【１点】 
特定したコントロール
の選択肢は，積極的-消
極的な判断のスペクト
ラムにおいて，限られ
た範囲のものとなって
いる 

【２点】 
特定したコントロール
の選択肢は，すべてで
はないものの積極的-消
極的な判断のスペクト
ラムにおいて，偏った
範囲のものとなってい
る 

【３点】 
特定したコントロール
の選択肢は，積極的-消
極的な判断のスペクト
ラムにおいて幅広くあ
げられている 
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第 16 回「職業倫理に基づく実践」に向けた準備	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第６章「目的論と実践における価値観」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第８章「コントロールの結果」 

• 第６章と第８章の「理解チェック」を当日提出すること。 
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	 	 電話リレーサービスの通訳のための理論と実践	

１６． 職業倫理に基づく実践	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

１． 倫理的かつ効果的な意思決定アプローチにおいて，目的論と義務論それぞれの価値観の適用の仕

方を述べることができる。 

２． 「通訳オペレータ運用指針」にみられる職業の価値観がどのようなものであるか述べることがで

きる。 

３． コントロールの決定によって生じるポジティブ/ネガティブな結果とはどういうものか述べること
ができる。 

４． コントロールの決定によって生じるデマンドに対して継続的にコントロールで対応することが通
訳オペレータの責任であると認識できる。 

 

到達⽬標との関連性	

9.0．「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0．電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ

ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこ
とを構造的に把握することができる。 

11.0．通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定
を行うことができる。 

12.0．通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

14.0．自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0．対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

	

u 目的論/義務論における価値観の適用 

u 通訳オペレータの倫理規程にみる価値観 

u コントロールの決定によって生じるポジティブ/ネガティブな結果 

u 通訳オペレータとしての責任 

＜トピックス＞ 
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研修時間	

１．５時間 

	

実施形態	

講義 

演習（グループ・ワーク） 

	

主な内容	

１． 目的論/義務論における価値観の適用 

・ 目的論と義務論における価値観の適用の仕方の違い 

 

２．通訳オペレータの倫理規程にみる価値観 

・ 目的論的アプローチをとる対人専門職 

・ 通訳オペレータの役割：自律性，主体性，自己決定性の価値観の尊重 

 

３．コントロールの決定によって生じるポジティブ/ネガティブな結果 

・ ポジティブ/ネガティブな結果とは 

・ 共約不可能な価値 

・ 「デマンド」—「コントロール」—「結果」—「発生した新たなデマンド」の流れ
（DCCRD） 

 

４．通訳オペレータとしての責任 

・ コントロールの決定によって生じるデマンドに対して継続的にコントロールで対応することの

必要性	

	

※演習（グループ・ワーク）	

電話リレーサービスの⽂脈におけるシナリオを使⽤して，以下の課題に取りくむ。	

① ⽬的論／義務論に基づく意思決定を⾏い，(1)どのような意思決定になったか，(2)意思決定を
⾏ううえでどのような価値をどの段階で適⽤したのか話しあう。	

② デマンドとコントロールの組みあわせによって⽣じるポジティブ／ネガティブな結果を書き出
す。	
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必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定
のために』 

	

事前課題	

• 下記のすべてに目を通しておくこと。 

Ø カリキュラム・ガイド及び受講資料 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思
決定のために』の第６章「目的論と実践における価値観」 

Ø 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思

決定のために』の第８章「コントロールの結果」 

• 第６章と第８章の「理解チェック」を当日提出すること。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定の
ために』の第６章「目的論と実践における価値観」と第８章「コントロールの結果」を読み，各章
末の「理解チェック」の解答を提出すること。 

• オンライン受講者がグループ・ワークとして行った課題（電話リレーサービスの文脈におけるシナ

リオを使用）に取りくみ，回答を提出すること。 

① 目的論/義務論に基づく意思決定を行い，(1)どのような意思決定になったか，(2)意思決定を
行ううえでどのような価値をどの段階で適用したのか確認する。 

② デマンドとコントロールの組み合わせによって生じるポジティブ/ネガティブな結果を書き出
す。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 15 
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1. 倫理的かつ効果的な
意思決定アプローチ
において，目的論と
義務論それぞれの価
値観の適用の仕方を
述べることができ
る。 

倫理的かつ効果的な意
思決定アプローチにお
いて，目的論と義務論
それぞれの価値観を十
分に 理 解 で き て い な
い。 

倫理的かつ効果的な意
思決定アプローチにお
いて，目的論と義務論
それぞれの価値観の適
用の仕方をおおまかに
述べることができる。 

倫理的かつ効果的な意
思決定アプローチにお
いて，目的論と義務論
それぞれの価値観の適
用の仕方を詳細に述べ
ることができる。 

2. 「通訳オペレータ運
用指針」にみられる
職業の価値観がどの
ようなものであるか
述べることができ
る。 

 

「通訳オペレータ運用
指針」にみられる職業
の価値観についてほと
んど述べることができ
ない。 

「通訳オペレータ運用
指針」にみられる職業
の価値観がどのような
ものであるか２つとり
あげて述べることがで
きる。 

「通訳オペレータ運用
指針」にみられる職業
の価値観がどのような
ものであるか具体例を
あげて適切に述べるこ
とができる。 

3. コントロールの決定
によって生じるポジ
ティブ/ネガティブ
な結果とはどういう
ものか述べることが
できる。 

 

コントロールの決定に
よって生じるポジティ
ブ/ネガティブな結果と
はどういうものかほと
んど述べることができ
ない。 

コントロールの決定に
よって生じるポジティ
ブ/ネガティブな結果と
はどういうものかおお
まかに述べることがで
きる。 

コントロールの決定に
よって生じるポジティ
ブ/ネガティブな結果と
はどういうものか詳細
に述べる こ と が で き
る。 

4. コントロールの決定
によって生じるデマ
ンドに対して継続的
にコントロールで対
応することが通訳オ
ペレータの責任であ
ると認識できる。 

通訳オペレータの責任
として，コントロール
の決定によって生じる
デマンドに対して継続
的に対応しようとする
姿勢があま り持て な
い。 

通訳オペレータの責任
として，コントロール
の決定によって生じる
デマンドに対して継続
的に対応しようとする
姿勢を持てるときと持
てないときがある。 

通訳オペレータの責任
として，コントロール
の決定によって生じる
デマンドに対して継続
的に対応しようとする
姿勢をつねに保ってい
る。 

	

第 17 回「デマンド・コントロール・スキーマに基づいた事例検討」に向けた準備	

• 受講前にカリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定の

ために』の第３章「DC-Sルーブリック」と第９章「対話型作業分析」を読み，各章末の「理解チ
ェック」を当日提出すること。 

• 自身の通訳オペレーション業務の経験もしくは提示されたシナリオから１つ選び，ケース会議を行
うためのケースレポートを作成しておくこと。レポートの作成にあたっては，守秘義務に留意する
こと。 
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	 	 電話リレーサービスの通訳のための理論と実践	

１７． デマンド・コントロール・スキーマ
に基づいた事例検討	

	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

１． 通訳オペレーション業務を，「デマンド」—「コントロール」—「結果」—「発生した新たなデ

マンド」（DCCRD）のプロセスで捉えることができる。 

２． ケース分析に必要な情報を適切に記したケースレポートを作成できる。 

３． 通訳オペレータ同士で対話型作業分析を用いて省察的実践の議論を行い，通訳オペレーション業
務における意思決定の改善につなげることができる。 

	

到達⽬標との関連性	

8.0．カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

9.0．「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0．電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ

ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこと

を構造的に把握することができる。 

11.0．通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定

を行うことができる。 

12.0．通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

13.0．ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状況下でケースの情報共有を行

うことができる。 

14.0．自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0．対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。	

	

u DCCRDのプロセスで捉える通訳オペレーション 

u ケースレポートの作成 

u 対話型作業分析を用いた省察的実践の議論 

＜トピックス＞ 
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研修時間	

１．５時間 

	

実施形態	

演習 

	

主な内容	

１．DCCRDのプロセスで捉える通訳オペレーション 

・ DCCRDのプロセス 

・ DDCRDを用いて省察的実践の議論を行うことの意義 

 

２．ケースレポートの作成 

・ ケースレーポート作成上の留意事項 

 

３．対話型作業分析を用いた省察的実践の議論 

・ グループでの発表・議論 

（デマンドの把握とコントロールの決定については，DC-Sルーブリックの評価項目 1〜11 に
基づいて評価） 

 

※演習（グループ・ワーク） 

受講者が持ち寄ったケースレポートから２〜３つ選び，対話型作業分析を用いた省察的実践の議論
を行う。 

Ø ケース分析に必要／不要な情報の確認 

Ø 当該ケースのなかで考えられるコントロールについての検討 

Ø 自身の判断傾向と照らしあわせたふりかえり 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定
のために』	
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事前課題	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。 

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定の
ために』の第３章「DC-Sルーブリック」と第９章「対話型作業分析」を読み，各章末の「理解チ
ェック」を当日提出すること。 

• 自身の通訳オペレーション業務の経験もしくは提示されたシナリオから１つ選び，ケース会議を行
うためのケースレポートを作成しておくこと。レポートの作成にあたっては，守秘義務に留意する

こと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 『デマンド・コントロール・スキーマ：対人専門職としての手話通訳 倫理的・効果的な意思決定の

ために』の第３章「DC-Sルーブリック」と第９章「対話型作業分析」を読み，各章末の「理解チ
ェック」の解答を提出すること。 

• 自身の通訳オペレーション業務の経験もしくは提示されたシナリオから１つ選び，ケース会議を行
うためのケースレポートを作成すること。レポートの作成にあたっては，守秘義務に留意するこ
と。 

• 作成したケースレポートについて，以下についてまとめたものを提出すること。 

① ケース分析に必要/不要な情報の確認 

② 当該ケースの中で考えられるコントロールについての検討 

③ 自身の判断傾向と照らし合わせたふりかえり 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

 

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 15 

1. 通訳オペレーション
業務を ,「 デ マ ン
ド」—「コントロー
ル」—「結果」—
「発生した新たなデ
マ ン ド 」
（DCCRD）のプロ
セスで捉えることが
できる。 

通訳オペレーション業
務を，DCCRD のプロ
セスの一部分でしか捉
えることができない。 

通訳オペレーション業
務を，DCCRD のプロ
セスで捉えられること
が多い。 

通訳オペレーション業
務を，つねに DCCRD
のプロセスで的確に捉
えることができる。 
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2. ケース分析に必要な
情報を適切に記した
ケースレポートを作
成できる。 

 

ケース分析に必要な情
報について，不足ある
いは過度に記したケー
ス レポー ト を 作 成 す
る。 

ケース分析に必要な情
報について，やや不足
あるいはやや過度に記
したケースレポートを
作成する。 

ケース分析に必要な情
報について，過不足な
く適切に記したケース
レポー ト を 作 成 で き
る。 

3. 通訳オペレータ同士
で対話型作業分析を
用いて省察的実践の
議論を行い，通訳オ
ペレーション業務に
おける意思決定の改
善につなげることが
できる。 

通訳オペレータ同士で
対話型作業分析を用い
た省察的実践の議論を
行うことがほとんどで
きない。 

通訳オペレータ同士で
対話型作業分析を用い
ておおまかな議論を行
い，通訳オペレーショ
ン業務における意思決
定について，何らかの
気づきを得ることがで
きる。 

通訳オペレータ同士で
対話型作業分析を用い
て省察的実践の詳細な
議論を行い，通訳オペ
レーション業務におけ
る意思決定の改善につ
なげることができる。 

	

＜デマンド・コントロール・スキーマに関する到達度＞	

【評価項目１】 
デマンドの正確性 

【２点】 
特定したデマンドのほ
とんどが不正確 

【４点】 
特定したデマンドはほ
ぼ正確 

【６点】 
特定したデマンドは一
貫して正確 

【評価項目２】 
デマンドの明確性 

【2点】 
特定したデマンドの説
明があいまい，または
不明確 

【４点】 
特定したデマンドの説
明のほとんどが具体的
で明確 

【６点】 
特定したデマンドの説
明がすべて具体的で明
確 

【評価項目３】 
デマンドの数 

【２点】 
課題場面状況からみて
特定したデマンドの数
が少ない 

【４点】 
課題場面状況からみて
平均的な数のデマンド
が特定できる 

【６点】 
課題場面状況からみて
平均以上のデマンドが
特定できる 
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【評価項目４】 
デマンドの幅 

【１点】 
EIPI の１つまたは２つ
のカテゴリのデマンド
しか特定できない 

【２点】 
EIPI の３つのカテゴリ
のデマンドが特定でき
ることが多い 

【３点】 
EIPI の４つのカテゴリ
のデマンドがつねに特
定できる 

【評価項目５】 
デマンドの分類 

【１点】 
デマンドをほとんど分
類していないか，正し
く分類していない 

【２点】 
デマンドをたまにしか
分類しておらず正しく
分類していないことも
ある 

【３点】 
デマンドをつねに分類
し，めったに間違えな
い 

【評価項目６】 
場の目的 

【１点】 
場の目的の性質や重要
性について，直接的・
間接的に明らかにでき
ていない 

【２点】 
場の目的の性質や重要
性について，議論する
能力がまだ低い，また
は不十分である 

【３点】 
場の目的の性質や重要
性について，正確かつ
論理的に述べられてい
る 

【評価項目７】 
人間関係／発話の性質
に起因するデマンドの
精緻性 

【１点】 
場面または状況から明
らかにわかるようなデ
マンドしか特定できな
い 

【２点】 
人間関係の力学やコミ
ュニケーションを反映
したデマンドをいくつ
か特定できる 

【３点】 
人間関係の力学やコミ
ュニケーションを反映
したデマンドをかなり
多く特定できる 

【評価項目８】 
通訳者の内面に起因す
るデマンドの把握 

【１点】 
通訳者に関係する内面
的な要素にふれていな
い，もしくはデマンド
として特定できていな
い 

【２点】 
通訳者に関係する内面
的な要素を特定して論
じるスキルが不十分，
もしくは正しく述べら
れていない 

【３点】 
通訳者に関係する内面
的な要素を認識し，デ
マンドとして明確に特
定している 

【評価項目９】 
コントロールの具体性 

【２点】 
デマンドに対して特定
したコントロールは具
体性に欠ける 

【４点】 
デマンドに対して特定
したコントロールは具
体的でないこともある 

【６点】 
デマンドに対して特定
したコントロールはつ
ねに具体的である 
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【評価項目１０】 
さまざまなコントロー
ル機会への対応 

【１点】 
業務開始前，業務中，
業務終了後のコントロ
ール機会のうち，どれ
か１つの機会における
コントロールを特定で
きる 

【２点】 
業務開始前，業務中，
業務終了後のコントロ
ール機会のうち，２つ
の機会におけるコント
ロールを特定できる 

【３点】 
業務開始前，業務中，
業務終了後のすべての
コントロール機会にお
けるコントロールを特
定できる 

【評価項目１１】 
コントロール選択肢の
幅 

【１点】 
特定したコントロール
の選択肢は，積極的-消
極的な判断のスペクト
ラムにおいて，限られ
た範囲のものとなって
いる 

【２点】 
特定したコントロール
の選択肢は，すべてで
はないものの積極的-消
極的な判断のスペクト
ラムにおいて，偏った
範囲のものとなってい
る 

【３点】 
特定したコントロール
の選択肢は，積極的-消
極的な判断のスペクト
ラムにおいて幅広くあ
げられている 

	

第 18 回「⽇本⼿話スキル・⼿話通訳スキル・⽂字通訳スキルの向上」に向けた準備	

カリキュラム・ガイド及び受講資料に目を通しておくこと。	
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	 	 実践トレーニング	

１８． ⽇本⼿話スキル・⼿話通訳スキル・
⽂字通訳スキルの向上	

	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

＜手話通訳オペレータ＞ 

１． 日本手話スキルにおける自身の課題を認識し，スキルアップのための具体的な手立てを考えて実
践できる。 

２． 「理解」→「保持」→「再表現」の通訳プロセスにおける自身の課題を認識し，スキルアップの
ための具体的な手立てを考えて実践できる。 

 

＜文字通訳オペレータ＞ 

1. 要約筆記技法を習得し，話者の話した内容を簡潔かつ正確に伝える文にして入力することができ
る。 

2. 定型文のショートカットキー入力など，効率的に入力することができる。 

3. 先天性聴覚障害者の文章理解方略や「やさしい日本語」を考慮したわかりやすい文で入力するこ

とができる。 

 

到達⽬標との関連性	

6.0．高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手話/文字/音声に変換することが

できる。 

	

研修時間	

4．５時間 

	

u 日本手話スキルにおける自身の課題の認識とスキルアップのための手立て 

u 通訳スキルにおける自身の課題の認識とスキルアップのための手立て 

＜トピックス＞ 
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実施形態	

演習 

	

主な内容	

＜手話通訳オペレータ＞ 

１． 日本手話スキルにおける自身の課題の認識とスキルアップのための手立て 

・ 通訳パフォーマンスに対するフィードバック指導 

・ 日本手話の言語的知識に照らしあわせた自身の課題分析 

 

２．通訳スキルにおける自身の課題の認識とスキルアップのための手立て 

・ 通訳パフォーマンスに対するフィードバック指導 

・ 通訳プロセスからみる自身の課題分析 

 

※演習 

提示された通訳素材について訳出を行い，フィードバック指導を受ける。 

 

＜文字通訳オペレータ＞ 

1. 要約筆記技法 

・ スコーピング，文末処理，省略，置換，付加，圧縮，切り離しなどの要約筆記技法について 

・ 提示された通訳素材を用いた入力練習 

 

2. 効率的な入力 

・ 提示された通訳素材を用いた入力練習 

 

3. 日本語非母語話者の利用者を考慮したわかりやすい日本語 

・ 提示された通訳素材を用いた入力練習 

（第３回「聴覚障害者からみた日本語・日本文化」，第４回「第２言語としての日本語を考慮し

た通訳」を参照） 

	

※演習 

提示された通訳素材について訳出を行い，フィードバック指導を受ける。 
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必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及び受講資料 

• （文字通訳オペレータのみ）「文字オペレータ対応マニュアル」 

	

事前課題	

• カリキュラム・ガイド及び講義資料に目を通しておくこと。 

• （文字通訳オペレータのみ）文字通訳オペレータ対応マニュアルに示された定型文やショートカ
ットキー入力がスムーズに入力できるように練習しておくこと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

• 提示された通訳素材について訳出を行い，その様子をスマートフォン等で撮影して提出するこ
と。 

• カリキュラム・ガイドのルーブリックによる評価を行い提出すること。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度（⼿話通訳オペレータ）＞	

カテゴリ 5 10 15 

1. 日本手話スキルにお
ける自身の課題を認
識し，スキルアップ
のための具体的な手
立てを考えて実践で
きる。 

 

日本手話スキルにおけ
る自身の課題がほとん
どわからない。 

日本手話スキルにおけ
る自身の課題がわから
ないことがあり，スキ
ルアップのための手立
てを考えることが難し
いことがある。 

日本手話スキルにおけ
る自身の課題を明確に
認識し，スキルアップ
のための具体的な手立
て を 考 え て 実 践 で き
る。 

2. 「理解」→「保持」
→「再表現」の通訳
プロセスにおける自
身の課題を認識し，
スキルアップのため
の具体的な手立てを
考えて実践できる。 

 

「理解」→「保持」→
「再表現」の通訳プロ
セスで自身の課題がど
こにあるかを認識する
ことができない。 

「理解」→「保持」→
「再表現」の通訳プロ
セスで自身の課題がど
こにあるかを認識する
ことが難しいことがあ
る。 

「理解」→「保持」→
「再表現」の通訳プロ
セスで自身の課題がど
こにあるかを認識し，
スキルアップのための
具体的な手立てを考え
て実践できる。 

	



146 

	

＜学習⽬標に関する到達度（⽂字通訳オペレータ）＞	

カテゴリ 5 10 15 

1. 要約筆記技法を習得
し，話者の話した内
容を簡潔かつ正確に
伝える文にして入力
することができる。 

要約筆記技法を 使 っ
て，話者の話した内容
を簡潔かつ正確に伝え
る文にして入力するこ
と がほとんどで き な
い。 

要約筆記技法を 使 っ
て，話者の話した内容
を簡潔かつ正確に伝え
る文にして入力するこ
とができるときとでき
ないときがある。 

要約筆記技法を 使 っ
て，つねに話者の話し
た内容を簡潔かつ正確
に伝える文にして入力
することができる。 

2. 定型文のショートカ
ットキー入力など，
効率的に入力するこ
とができる。 

 

定型文のショートカッ
トキー入力などをほと
んど覚えておらず，使
っていない。 

定型文のショートカッ
トキー入力をいくつか
覚えており，ある程度
効率的に入力すること
ができる。 

定型文のショートカッ
トキー入力をすべて覚
えており，つねに効率
的に入力することがで
きる。 

3. 先天性聴覚障害者の
文章理解方略や「や
さしい日本語」を考
慮したわかりやすい
文で入力することが
できる。 

先天性聴覚障害者の文
章理解方略や「やさし
い日本語」を考慮した
文で入力することがほ
とんどできない。 

先天性聴覚障害者の文
章理解方略や「やさし
い日本語」をある程度
考慮した文で入力する
ことができる。 

先天性聴覚障害者の文
章理解方略や「やさし
い日本語」を十分に考
慮した文で入力するこ
とができる。 

	

第 19 回「現場実習」に向けた準備	

カリキュラム・ガイド及びこれまでに使用した受講資料に目を通しておくこと。	
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	 	 実践トレーニング	

１９． 現場実習	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

１． 高い言語スキルと通訳スキルを以て，話者が述べたことを過不足なく，かつわかりやすく手話/文

字/音声に変換することができる。 

２． 通訳オペレータとして対応すべきデマンドを構造的にとらえ，職業倫理に則った柔軟な判断を行
うことができる。 

３． カスタマーサービスとしての電話応対ができる。 

４． 通話マネジメント方略を適切に使うことができる。 

５． 担当した通訳オペレーション業務についてケースレポートを作成・提示し，意思決定の改善につ

ながる省察的実践の議論を行うことができる。 

 

到達⽬標との関連性	

1.0．電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0．電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

3.0．発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手順をスムーズに行うことができ
る。 

4.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有して
いる。 

5.0．電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利用

者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

6.0．高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手話/文字/音声に変換することが
できる。 

7.0．利用者と相手先のターンテイキングの調整や，一方の発話がない状況における情報提供などの通
話マネジメント方略を有している。 

8.0．カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

u 現場実習とふりかえり（対話型作業分析を用いた省察的実践） 

＜トピックス＞ 
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9.0．「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0．電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュ
ニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきこ

とを構造的に把握することができる。 

11.0．通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定
を行うことができる。 

12.0．通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

13.0．ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状況下でケースの情報共有を行
うことができる。 

14.0．自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0．対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

	

研修時間	

４．５時間 

	

実施形態	

実習 

	

主な内容	

１． 現場実習 

・ 自身の通訳オペレーション業務について，カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用して評価
を行う。 

 

２．ふりかえり（対話型作業分析を用いた省察的実践） 

・ ケースレポートをもとにグループで議論を行い，目的論に基づいた意思決定についてふりかえり
と検討を行う。 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド及びこれまでに使用した受講資料 

	

事前課題	

カリキュラム・ガイド及びこれまでに使用した受講資料に目を通しておくこと。 
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オンデマンド受講者の提出物	

• 自身が行った通訳オペレーション業務について，カリキュラム・ガイドのルーブリックを利用し

て評価を行い提出すること。 

• ケースレポートを作成し，目的論に基づいた意思決定について検討したことをまとめて提出する

こと。 

	

ルーブリック	

＜学習⽬標に関する到達度＞	

カテゴリ 5 10 １5 

1. 高い言語スキルと通
訳スキルを以て，話
者が述べたことを過
不足なく，かつわか
りやすく手話/文字/
音声に変換すること
ができる。 

 

話者が述べたことを手
話/文字/音声に変換す
るのに支障をきたして
いる。 

話者が述べたことを手
話/文字/音声に変換す
ることができるが，等
価性とわかりやすさに
つい て不十分さが残
る。 

つねに話者が述べたこ
とを過不足なく，かつ
わかりやすく手話/文字
/音声に変換することが
できる。 

2. 通訳オペレータとし
て対応すべきデマン
ドを構造的にとら
え，職業倫理に則っ
た柔軟な判断を行う
ことができる。 

通訳オペレータとして
対応すべきデマンドが
捉えられず，倫理的・
効果的な判断を行うこ
と がほとんどで き な
い。 

通訳オペレータとして
対応すべきデマンドを
ある程度とらえられる
が，必ずしも倫理的・
効果的な判断が行えて
いるわけではない。 

通訳オペレータとして
対応すべきデマンドを
構造的にとらえ，つね
に倫理的・効果的な判
断を 行 う こ と が で き
る。 

3. カスタマーサービス
としての電話応対が
できる。 

 

カスタマーサービスと
しての電話応対がほと
んどできない。 

カスタマーサービスと
しての電話応対がだい
たいできる。 

つねにカスタマーサー
ビスとしての電話応対
ができる。 
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第 20 回「学習のふりかえりと到達度のチェック」に向けた準備	

カリキュラム・ガイド及びこれまでに使用した受講資料に目を通しておくこと。	

  

4. 通話マネジメント方
略を適切に使うこと
ができる。 

 

通話マネジメント方略
を適切に使うことがほ
とんどできない。 

通話マネジメント方略
を部分的に使うことが
できる。 

つねに通話マネジメン
ト方略を適切に使うこ
とができる。 

5. 担当した通訳オペレ
ーション業務につい
てケースレポートを
作成し，意思決定の
改善につながる省察
的実践の議論を行う
ことができる。 

担当した通訳オペレー
ション業務について建
設的な議論を行えるよ
うなケースレポートを
作成できない。 

担当した通訳オペレー
ション業務についてい
くつかの確認を要する
が，建設的な議論を行
うためのケースレポー
トを作成できる。 

担当した通訳オペレー
ション業務について建
設的な議論を十分に行
うことができるような
ケースレポートを作成
できる。 
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	 	 まとめ	

２０． 学習のふりかえりと到達度チェック	
	

	

	

	

	

	

ねらい（学習⽬標）	

１． 研修で学んだことについて，自身の知識とスキルの到達度を客観的に認識できる。 

２． 今後，現場実践の中で研鑽を積むべき自身の課題を明確にし，知識やスキル向上のための具体的
な手立てを述べることができる。 

	

到達⽬標との関連性	

1.0 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。 

2.0. 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解している。 

3.0. 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手順をスムーズに行うことができ
る。 

4.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについて知識を有して
いる。 

5.0. 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーション・ニーズについての知識を利用
者と相手先のコミュニケーションを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

6.0. 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手話/文字/音声に変換することが
できる。 

7.0. 利用者と相手先のターンテイキングの調整や，一方の発話がない状況における情報提供などの通
話マネジメント方略を有している。 

8.0. カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。 

9.0. 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持することができる。 

10.0. 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミュニ
ケーションとして捉え，刻一刻と状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきことを
構造的に把握することができる。 

11.0. 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定を

行うことができる。 

u ワークシートを使用した知識やスキル向上のための自己評価および計画作成 

＜トピックス＞ 
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12.0. 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な対応をとることができる。 

13.0. ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状況下でケースの情報共有を行う
ことができる。 

14.0. 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えることができる。 

15.0. 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有している。 

	

研修時間	

0.5 時間 

	

実施形態	

演習 

	

主な内容	

ワークシートを使用して以下の作業を行う。 

・ チェックリストを利用して，自身の電話リレーサービスに関する知識，聴覚障害者等の利用者に
関する知識，各種規程等に関する知識，言語スキル，通訳スキル，電話応対スキル，倫理的・効

果的な意思決定を行うスキル，省察的実践に基づいて知識やスキルを向上させていくための基盤
づくりの到達度について評価を行う。 

・ 到達度の低い項目について，知識やスキル向上のための具体的な手立てと取り組みのための計画
を書き出す。 

	

必要な教材・資料	

• カリキュラム・ガイド 

• ワークシート 

	

事前課題	

• カリキュラム・ガイド及びこれまでに使用した受講資料に目を通しておくこと。 

	

オンデマンド受講者の提出物	

ワークシートを使用して以下の作業を行い，提出すること。 
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① チェックリストを利用して，自身の電話リレーサービスに関する知識，聴覚障害者等の利用者
に関する知識，各種規程等に関する知識，言語スキル，通訳スキル，電話応対スキル，倫理
的・効果的な意思決定を行うスキル，省察的実践に基づいて知識やスキルを向上させていくた

めの基盤づくりの到達度について評価を行う。 

② 到達度の低い項目について，知識やスキル向上のための具体的な手立てと取り組みのための計
画を書き出す。 
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ワークシート	

１． 通訳オペレータに求められる知識・技術・姿勢の到達度チェック	

下記の通訳オペレータに求められる知識・技術・姿勢について，あなたの到達度を「1：全くできな

い」「2：あまりできない」「３：どちらとも言えない」「４：だいたいできる」「５：大変よくで

きる」の５段階で評価してください（あてはまる番号のセルに「◯」をつける）。 

１５の到達目標 

!
１
#
全
く
で
き
な
い 

!
２
#
あ
ま
り
で
き
な
い 

!
３
#
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い 

!
４
#
だ
い
た
い
で
き
る 

!
５
#
大
変
よ
く
で
き
る 

1.0 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理解している。      

2.0 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの役割を理解してい

る。 
     

3.0 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オペレーションの手

順をスムーズに行うことができる。 

 

     

4.0 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーショ

ン・ニーズについて知識を有している。 

 

 

     

5.0 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコミュニケーショ

ン・ニーズについての知識を利用者と相手先のコミュニケーショ

ンを円滑につなぐ通訳オペレーションに活かすことができる。 

     

6.0 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や相手先の発話を手

話/文字/音声に変換することができる。 
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7.0 利用者と相手先のターンテイキングの調整や，一方の発話がない

状況における情報提供などの通話マネジメント方略を有してい

る。 

     

8.0 カスタマーサービスとしての電話応対をすることができる。      

9.0 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫理を保持すること

ができる。 
     

10.0 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用者，相手先，通訳オ

ペレータの３者によるコミュニケーションとして捉え，刻一刻と

状況が変化していくなかで通訳オペレータが対応すべきことを構

造的に把握することができる。 

     

11.0 通訳オペレーション業務において生じる状況を幅広く考慮して，

倫理的かつ効果的な意思決定を行うことができる。 
     

12.0 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を認識し，継続的な

対応をとることができる。 
     

13.0 ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制限された条件や状

況下でケースの情報共有を行うことができる。 
     

14.0 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手立てを考えること

ができる。 
     

15.0 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び態度を有してい

る。 
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２． 今後の取り組み	

上記の評価において，「３：どちらとも言えない」以下だった項目について，今後，知識・技術・姿

勢を向上させるための具体的な手立てと取り組みの計画スケジュールをまとめてください。 

15 の到達目標のうち「３」以下の項目について右

欄にチェックを入れてください 

向上のための具体的

な手立て 

取りくみの計画スケ

ジュール 

1.0 電話リレーサービスの仕組みと社会的意義を理

解している。 
   

2.0 電話リレーサービスにおける通訳オペレータの

役割を理解している。 
   

3.0 発信を受けてから通話を終了するまでの通訳オ

ペレーションの手順をスムーズに行うことがで

きる。 

   

4.0 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコ

ミュニケーション・ニーズについて知識を有し

ている。 

 

   

5.0 電話リレーサービスの多様な利用者像やそのコ

ミュニケーション・ニーズについての知識を利

用者と相手先のコミュニケーションを円滑につ

なぐ通訳オペレーションに活かすことができ

る。 

   

6.0 高い言語スキルと通訳スキルを以て，利用者や

相手先の発話を手話/文字/音声に変換すること

ができる。 

   

7.0 利用者と相手先のターンテイキングの調整や，

一方の発話がない状況における情報提供などの

通話マネジメント方略を有している。 
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8.0 カスタマーサービスとしての電話応対をするこ

とができる。 
   

9.0 「通訳オペレータ運用指針」に示される職業倫

理を保持することができる。 
   

10.0 電話リレーサービスにおけるやりとりを利用

者，相手先，通訳オペレータの３者によるコミ

ュニケーションとして捉え，刻一刻と状況が変

化していくなかで通訳オペレータが対応すべき

ことを構造的に把握することができる。 

   

11.0 通訳オペレーション業務において生じる状況を

幅広く考慮して，倫理的かつ効果的な意思決定

を行うことができる。 

   

12.0 通訳オペレータとして行った意思決定の結果を

認識し，継続的な対応をとることができる。 
   

13.0 ケース検討を目的として，守秘義務に留意し制

限された条件や状況下でケースの情報共有を行

うことができる。 

   

14.0 自身の力で課題を発見し，問題解決のための手

立てを考えることができる。 
   

15.0 対人専門職として，自己研鑽を続ける意欲及び

態度を有している。 
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